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主な根拠法令の略称と正式名称 

 

【寒川町ケアマネジメント基本方針】（令和６年４月１日策定）（別添） 

 

 

略称 根拠法令 

法 介護保険法 

（平成９年１２月１７日号外法律第１２３号） 

法施行規則 介護保険法施行規則 

（平成１１年３月３１日号外厚生省令第３６号） 

条例 寒川町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

（令和６年３月２５日条例第１０号） 

省令 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 

（平成１１年３月３１日号外厚生省令第３８号） 

省令解釈通知 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について 

（平成１１年７月２９日老企第２２号） 

費用基準告示 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準 

（平成１２年２月１０日号外厚生省告示第２０号） 

費用基準解釈通知 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居

宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費

用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 

（平成１２年３月１日老企第３６号） 

大臣基準告示 厚生労働大臣が定める基準 

（平成２７年３月２３日号外厚生労働省告示第９５号） 

施設基準告示 厚生労働大臣が定める施設基準 

（平成２７年３月２３日厚生労働省告示第９６号） 

利用者等告示 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等 

（平成２７年３月２３日号外厚生労働省告示第９４号） 
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Ⅰ 基準の性格等 

１ 基準条例の制定 

 

従前、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等については、厚生省令により全国一律の基

準等が定められていましたが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律」（平成２５年法律第４４号。いわゆる「第３次一括法」）により、「介護保険法」が改正

され、各地方自治体において、当該基準等を条例で定めることとなり、本町では、次のとおり当該基準を定め

る条例を制定しました。 

町内に所在する指定居宅介護支援事業者は、町条例に定められた基準等に従った事業運営を行わなければな

りません。 

 

２ 基準の性格 

 

【基準について】 省令解釈通知 第１ 

１ 「基準」は、指定居宅介護支援の事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基準を定めたもので

あり、指定居宅介護支援事業者は、基準を充足することで足りるとすることなく常にその事業の運営の向上

に努めなければならないものである。 

 

２ 指定居宅介護支援の事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等を満たさない場合には、指定居

宅介護支援の指定又は更新は受けられず、また、基準に違反することが明らかになった場合には、 

① 相当の期限を定めて基準を遵守する勧告を行い、 

② 相当の期限内に勧告に従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等

を公表し、 

③ 正当な理由が無く、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、相当の期限を定めて当該勧告に係る

措置をとるよう命令することができるものであること。ただし、③の命令をした場合には事業者名、命

令に至った経緯等を公表しなければならない。 

なお、③の命令に従わない場合には、当該指定を取り消すこと、又は取り消しを行う前に相当の期間

を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止すること（不適正なサービスが行われていることが判明

した場合、当該サービスに関する介護報酬の請求を停止させること）ができる。 

ただし、次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、指定の全部若しく

は一部の効力の停止又は直ちに取り消すことができるものであること。 

①  指定居宅介護支援事業者及びその従業者が、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対し

て特定の居宅サービス等事業者によるサービスを利用させることの対償として、当該居宅サービス等事

業者から金品その他の財産上の利益を収受したときその他の自己の利益を図るために基準に違反したと

き 

② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき 

③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき 

 

３ 運営に関する基準に従って事業の運営をすることができなくなったことを理由として指定が取り消され、

法に定める期間の経過後に再度当該事業者から指定の申請がなされた場合には、当該事業者が運営に関する

基準を遵守することを確保することに特段の注意が必要であり、その改善状況等が十分に確認されない限り

指定を行わないものとする。 

 

４ 特に、指定居宅介護支援の事業においては、基準に合致することを前提に自由に事業への参入を認めてい

ること等に鑑み、基準違反に対しては、厳正に対応すべきであること。 



6 
 

３ 基本方針 

 

【基準】 省令第１条の２ 

１ 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅にお

いて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければ

ならない。 

 

２ 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づ

き、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう

配慮して行われるものでなければならない。 

 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常

に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービ

ス事業者等に不当に偏ることのないよう、公正中立にこれを行わなければならない。 

 

４ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の事業の運営に当たっては、町、地域包括支援センター、

老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設等との連携

に努めなければならない。 

 

５ 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うととも

に、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

 

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第１１８条の２第１項に規定

する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第２の３ 

省令第１条の２第６項は、指定居宅介護支援を行うに当たっては、法第１１８条の２第１項に規定する介

護保険等関連情報等を活用し、事業所単位でＰＤＣＡサイクルを構築・推進することにより、提供するサー

ビスの質の向上に努めなければならないこととしたものである。 
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Ⅱ 事業の運営について 

１ 人員に関する基準（職員配置）について 

（１）管理者 

 

【基準】 省令第３条 

１ 事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。 

２ 管理者は、「主任介護支援専門員」でなければならない。 

３ 管理者は、専ら当該居宅介護支援事業所の管理者の職務に従事する者でなければならない。ただし、次

に掲げる場合は、他の職務を兼ねることができる。 

① 当該居宅介護支援事業所の介護支援専門員としての職務に従事する場合 

② 他の事業所の職務に従事する場合であって、特に当該居宅介護支援事業の管理業務に支障がないと認

められる場合 

 

【基準について】 省令解釈通知 第２の２（２） 

令和３年４月１日以降、居宅介護支援事業所管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支

援専門員であることとする。 

なお、以下のような、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合に

ついては、管理者を介護支援専門員とする取扱いを可能とする。 

・令和３年４月１日以降、不測の事態（※）により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしま

った場合であって、主任介護支援専門員を管理者とできなくなった理由と、今後の管理者確保のための

計画書を保険者に届出た場合。なお、この場合、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を１年

間猶予するとともに、当該地域に他に居宅介護支援事業所がない場合など、利用者保護の観点から特に

必要と認められる場合には、保険者の判断により、この猶予期間を延長することができることとする。 

・特別地域居宅介護支援加算又は中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる場合 

 

（※）不測の事態については、保険者において個別に判断することとなるが、想定される主な例は次のと

おり 

・本人の死亡 

・長期療養など健康上の問題の発生 

・急な退職や転居 等 

 

また、令和９年３月３１日までの間は、令和３年３月３１日時点で主任介護支援専門員でない者が管理

者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員

とする要件の適用を猶予することとしていますが、指定居宅介護支援事業所における業務管理や人材育成

の取組を促進する観点から、経過措置期間の終了を待たず、管理者として主任介護支援専門員を配置する

ことが望ましい。 

 

【ポイント】 

・管理者は、指定居宅介護支援事業所の営業時間中は、常に利用者からの利用申込等に対応できる体制を

整えている必要があります。管理者が介護支援専門員を兼務していて、その業務上の必要性から当該事

業所に不在となる場合であっても、その他の従業者等を通じ、利用者が適切に管理者に連絡が取れる体

制としておく必要があります。 

・訪問系サービスの事業所において訪問サービスそのものに従事する従業者と兼務する場合（当該訪問系

サービス事業所における勤務時間が極めて限られている場合を除く。）及び事故発生時や災害発生等の

緊急時において管理者自身が速やかに当該指定居宅介護支援事業所又は利用者の居宅に駆け付けること

ができない体制となっている場合は管理者の業務に支障があると考えられます。 

・併設する事業所に原則として常駐する老人介護支援センターの職員、訪問介護、訪問看護等の管理者等
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との兼務は可能です。 

・介護保険施設の常勤専従の介護支援専門員との職務を兼務することはできません。 

 

（２）介護支援専門員 

 

【基準】 省令第２条 

１ １以上の常勤の介護支援専門員の配置が必要である。 

２ 常勤の介護支援専門員の配置は利用者の数４４人（※）に対して１人を基準とし、利用者の数が４４人

（※）又はその端数を増すごとに増員することが望ましい。 

※ 当該居宅介護支援事業所においてケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務員を配置して

いる場合は４９人 

 

【ポイント】 

・介護支援専門員のうち少なくとも１人は常勤であることが必要です。当該指定居宅介護支援事業所の営

業時間中は、介護支援専門員は常に利用者からの利用申込等に対応できる体制を整えている必要があ

り、介護支援専門員がその業務上の必要性から、又は他の業務を兼ねていることから、当該事業所に不

在となる場合であっても、管理者、その他の従業者等を通じ、利用者が適切に介護支援専門員に連絡が

取れる体制としておく必要があります。 

・介護支援専門員試験に合格しただけでは、介護支援専門員として業務を行うことはできません。 

「介護支援専門員」とは、「介護支援専門員証の交付を受けたもの」としています（法第７条第５

項）。 

必ず、介護支援専門員証の交付手続きを行ってください。 

 

※ ８桁の介護支援専門員登録番号が必要です。 

※ 介護支援専門員証の有効期間満了日を必ず確認してください。 

 

○ 業務内容 

介護保険法の基準等で「介護支援専門員」が行うことになっているものについては、当然、介護支援専門

員の資格を有する者が行わなくてはなりません。居宅サービス計画の作成（変更）や利用者の居宅への訪問

面接、モニタリングなどを介護支援専門員の資格を有しない者が行うことは認められません。 
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（３）用語の定義等 

 

【基準について】 省令解釈通知 第２の２（３） 

 

常勤 

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数

（１週間に勤務すべき時間数が３２時間を下回る場合は３２時間を基本とする）に達していることをいうも

のである。ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和４７年法律

第１１３号）第１３ 条第１項に規定する措置（以下「母性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休

業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６ 号。以下「育児・介護休業

法」という。）第２３ 条第１項、同条第３項又は同法第２４ 条に規定する所定労働時間の短縮等の措置若

しくは厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に沿って事業者が自主的

に設ける所定労働時間の短縮措置（以下「育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置」とい

う。）が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、

例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を３０ 時間として取り扱うことを可能とする。 

同一の事業者（＝法人）によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同

時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、その勤務時間が常勤の従業者が勤務

すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。（例えば、同一事業者によって

指定訪問介護事業所が併設されている場合、指定訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理

者を兼務している者は、その勤務時間の合計が所定の労働時間に達していれば、常勤要件を満たすこととな

る。） 

 

専ら従事する 

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうものである。 

※ この場合の「サービス提供時間帯」とは、当該従業者の当該事業所における勤務時間をいうものであり、

常勤・非常勤の別を問いません。 

 

常勤換算方法 

介護支援専門員の勤務延時間数を当該事業所において常勤の介護支援専門員が勤務すべき時間数（１週間

に勤務すべき時間が３２時間を下回る場合は３２時間を基本とする）で除することにより、その員数を常勤

の介護支援専門員の員数に換算する方法をいうものである。 

この場合の勤務延時間数は当該居宅介護支援事業所に従事する勤務時間数であり、例えば、事業所が訪問

介護事業所の指定を重複して受けている場合であって、介護支援専門員が訪問介護事業所の職務を兼務する

場合、当該介護支援専門員の勤務延時間数は居宅介護支援事業に係る時間数だけを算入することとなる。 

また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従業者が産前産後休業、母性健康管理措置、育

児休業、介護休業、育児休業に準ずる休業を取得中の期間において、当該人員基準において求められる資質

を有する複数の非常勤の従事者を常勤の従業者の員数に換算することにより、人員基準を満たすことが可能

であることとする。 

・産前産後休業 ： 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第６５ 条に規定する休業 

・育児休業 ： 育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業 

・介護休業 ： 育児・介護休業法第２条第２号に規定する介護休業 

・育児休業に準ずる休業 ： 育児・介護休業法第２３条第２項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は

同法第２４条第１項（第２号にかかる部分に限る。）の規定により同項第２号に規定する育児休業に関

する制度に準じて講ずる措置による休業 
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２ 基本取扱方針 

 

【基準】 省令第１２条 

１ 指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療サービス

との連携に十分配慮して行われなければならない。 

 

２ 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図

らなければならない。 

 

 

３ 運営に関する基準 

（１）内容及び手続の説明及び同意 

 

【基準】 省令第４条 

【基準について】 省令解釈通知 第２の３（２） 

・ 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概

要、介護支援専門員の勤務の体制、秘密の保持、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の利用申込者がサ

ービスを選択するために必要な重要事項を説明書やパンフレット等の文書を交付して説明を行い、サービ

ス提供に係る同意を得なければならない。 

なお、当該同意については、利用者及び指定居宅介護支援事業者双方の保護の立場から書面によって確

認することが望ましい。 

 

・ 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、居宅サービス計画が

基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を

紹介するよう求めることができること及び居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等

の選定理由の説明を求めることが可能であることにつき説明を行うとともに、理解が得られるよう、文書

の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行うことや、それを理解したことについて利用申込者から署名

を得ることが望ましい。 

 

・ 指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、

利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏す

ることのないよう、公正中立に行わなければならないこと等を踏まえ、指定居宅介護支援の提供の開始に

際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成さ

れた居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下

この項において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合

及び前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問

介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提

供されたものが占める割合（上位３位まで）等につき十分説明を行い、理解を得るよう努めなければなら

ない。 

 

この前６月間については、毎年度２回、次の期間における当該事業所において作成された居宅サービス

 計画を対象とする。 

① 前期（３月１日から８月末日） 

② 後期（９月１日から２月末日） 

なお、説明については、指定居宅介護支援の提供の開始に際し行うものとするが、その際に用いる当該

割合等については、直近の①もしくは②の期間のものとする。 
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・ 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病

院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当

該病院又は診療所に伝えるよう、利用者又はその家族に対し事前に協力を求める必要がある。 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） 令和６年３月１５日】 

 

（問 120） 契約時の説明について 

今回の改定において、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、利用者に、前６か

月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与

（以下、訪問介護等という。）の各サービスの利用割合及び前６か月間に作成したケアプランにお

ける、訪問介護等の各サービスの、同一事業者によって提供されたものの割合（以下、訪問介護等

の割合等）の説明を行うことが努力義務とされたが、具体的な説明方法として、どのような方法が

考えられるか。 

 

（回答）  

・ 例えば、以下のように重要事項説明書等に記載し、訪問介護等の割合等を把握できる資料を別

紙として作成し、居宅介護支援の提供の開始において示すとともに説明することが考えられる。 

・ なお、「同一事業者によって提供されたものの割合」については、前６か月間に作成したケア

プランに位置付けられた訪問介護等の各事業所における提供回数のうち（※同一事業所が同一利

用者に複数回提供してもカウントは１）、同一事業所によって提供されたものの割合であるが、

その割合の算出に係る小数点以下の端数処理については、切り捨てても差し支えない。 

 

＜例＞ 

※重要事項説明書 

第●条 当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は

別紙のとおりである。 

※別紙 

別紙 

 

①前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸

与の各サービスの利用割合 

 

訪問介護 ●％ 

通所介護 ●％ 

地域密着型通所介護 ●％ 

福祉用具貸与 ●％ 

 

②前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸

与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合 

訪問介護 ○○事業所 ●％ □□事業所 ●％ △△事業所 ●％ 

通所介護 △△事業所 ●％ ××事業所 ●％ ○○事業所 ●％ 

地域密着型通所介護 □□事業所 ●％ △△事業所 ●％ ××事業所 ●％ 

福祉用具貸与 ××事業所 ●％ ○○事業所 ●％ □□事業所 ●％ 
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【ポイント】 

「重要事項を記載した文書」（＝重要事項説明書）に記載すべきと考えられる事項は、 

ア 法人、事業所の概要（法人名、事業所名、事業所番号、併設サービスなど） 

イ 営業日及び営業時間 

ウ 指定居宅介護支援の提供方法、内容 

エ 利用料その他費用の額 

オ 従業者の勤務体制（職種・員数等） 

カ 通常の事業の実施地域 

キ 事故発生時の対応 

ク 苦情処理の体制（事業所担当、市町村、国民健康保険団体連合会などの相談・苦情の窓口も記載） 

ケ その他利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項（研修、秘密保持など） 

 

※ 重要事項等を説明した際に、同意を得た旨は、書面によって確認することが望ましいです。 

※ 重要事項説明書の内容と運営規程の内容に相違がないようにしてください。 

 

（２）提供拒否の禁止 

 

【基準】 省令第５条 

 正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第２の３（３） 

居宅介護支援の公共性に鑑み、原則として、指定居宅介護支援の利用申込に対しては、これに応じなけ

ればならない。 

なお、ここでいう「正当な理由」とは、 

① 当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合、 

② 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、 

③ 利用申込者が他の指定居宅介護支援事業者にも併せて指定居宅介護支援の依頼を行っていることが

明らかな場合   等である。 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【平成１８年４月改定関係 Ｑ＆Ａ（Vol.２） 平成１８年３月２７日】 

 

（問36） サービス提供拒否 

取扱件数が４０件を超過することを理由に一律に、サービス提供を拒否すれば、 基準違反になるのか。 

 

（回答） 

指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なくサービス提供を拒否できないこととされている。ただし、

現行制度上も、例えば、当該事業所の現員からは利用申し込みに応じきれない場合などについては、「正

当な理由」に該当するものとされている。  

したがって、４０件を超えることを理由に拒否するケースについて、一概に適否を判断するのではな

く、従前どおり、個別ケースの状況に応じて、判断すべきである。なお、いずれにせよ、自らサービスを

提供できない場合については、利用者に対して事情を丁寧に説明した上で、別の事業所を紹介するなど利

用者に支障がないよう配慮することが必要である。 
※令和６年度報酬改定により取扱件数の基準は異なりますが、考え方は引き続き変わらないものと解釈していま

す。 
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（３）サービス提供困難時の対応 

 

【基準】 省令第６条 

当該事業所の通常の事業の実施地域（当該指定居宅介護支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供す

る地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが

困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならな

い。 

 

（４）受給資格等の確認 

 

【基準】 省令第７条 

指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証（介護保険）によって、被

保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 

 

（５）要介護認定の申請に係る援助 

 

【基準】 省令第８条 

１ 被保険者の要介護認定に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければな

 らない。 

２ 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定

 の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏

 まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

３ 要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の３０日

 前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。 

 

 

４ サービス提供時～提供後 

（１）身分を証する書類の携行 

 

【基準】 省令第９条 

当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又

はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

 

（２）利用料等の受領 

 

【基準】 省令第１０条 

【基準について】 省令解釈通知 第２の３（６） 

利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、保険給付がいわゆる償還払いとなる場合と、保険給付が利

用者に代わり指定居宅介護支援事業者に支払われる場合の間で、一方の経費が他方へ転嫁等されることがな

いよう、償還払いの場合の指定居宅介護支援の利用料の額と、居宅サービス計画費の額との間に、不合理な

差額が生じないようにしなければならない。 

利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定居宅介護支援を行う場合の交通

費について、あらかじめ、利用者又はその家族に対してその額等に関して説明を行い、利用者の同意を得た

うえで、利用者から支払いを受けることができる。 
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（３）保険給付の請求のための証明書の交付 

 

【基準】 省令第１１条 

提供した指定居宅介護支援について償還払いを選択している利用者から利用料の支払を受けた場合は、当

該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 

 

（４）法定代理受領サービスに係る報告 

 

【基準】 省令第１４条 

１ 毎月、市町村（国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合

会）に対し、居宅サービス計画において位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サー

ビスとして位置付けたものに関する情報を記載した文書（給付管理票）を提出しなければならない。 

２ 居宅サービス計画に位置付けられている基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費の支給に

係る事務に必要な情報を記載した文書を、市町村（国民健康保険団体連合会に委託している場合にあって

は、当該国民健康保険団体連合会）に対して提出しなければならない。 

 

（５）利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付 

 

【基準】 省令第１５条 

利用者が他の指定居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認

定を受けた場合その他利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及

びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。 

 

（６）利用者に関する市町村への通知 

 

【基準】 省令第１６条 

指定居宅介護支援を受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨

を市町村に通知しなければならない。 

 

① 正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により、要介護状態

  の程度を増進させたと認められるとき。 

② 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。 

 

 

５ 事業所の運営等 

（１）管理者の責務 

 

【基準】 省令第１７条 

１ 管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の

利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者に運営に関する基準を遵守さ

せるため、必要な指揮命令を行うものとする。 

 

【ポイント】 

・管理者は、担当の介護支援専門員に業務を一任せず、介護支援専門員の業務状況（訪問・モニタリング

等の実施の有無、利用者に関して担当介護支援専門員が抱えている問題点等）を十分に把握することが



15 
 

必要です。 

・管理者は、日頃から業務が適正に執行されているか把握するとともに、従業者の資質向上や健康管理

等、ワーク・ライフ・バランスの取れた働きやすい職場環境を醸成していくことが重要です。 

 

＜従業員の勤務管理＞ 

□ タイムカード等によって出勤状況を確認している。 

 

＜労働関係法令の遵守＞ 

□ 従業者の雇用名簿、給与支払簿等雇用に関する書類を整備している。 

□ 健康診断の実施等、労働関係法令を遵守した雇用を行っている。 

→ 労働関係法令については、労働基準監督署等に相談するなどして適正な事業運営をしてくださ

い。 

 

＜雇用時の確認＞ 

□ 介護支援専門員の資格を確認し、介護支援専門員証の写しを事業所で保管している。 

 

介護支援専門員試験に合格しただけでは、介護支援専門員として業務を行うことはできません。 

合格後の実務研修を修了し、都道府県に登録され、介護支援専門員証の交付を受けていることが 

必要です。（雇用の際には、試験合格通知書ではなく、介護支援専門員証を確認してください。） 

 

 

（２）運営規程 

 

【基準】 省令第１８条 

指定居宅介護支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程（以下「運営規

程」という。）として次に掲げる事項を定めるものとする。 

 

① 事業の目的及び運営の方針 

② 従業者の職種、員数及び職務の内容 

③ 営業日及び営業時間 

④ 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額 

⑤ 通常の事業の実施地域 

⑥ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⑦ その他運営に関する重要事項 

(「事故発生時の対応」「従業者及び退職後の秘密保持」「苦情・相談体制」「従業者の研修」等) 

 

【基準について】 省令解釈通知 第２の３（１３） 

・職員の職種、員数及び職務内容（②） 

職員については、介護支援専門員とその他の職員に区分し、員数及び職務内容を記載することとする。

職員の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、規程を定めるに当たって

は、基準第２条において置くべきとされている員数を満たす範囲において、「○人以上」と記載すること

も差し支えない（基準第４条に規定する重要事項を記した文書に記載する場合についても、同様とす

る）。 

・指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額（④） 

指定居宅介護支援の提供方法及び内容については、利用者の相談を受ける場所、課題分析の手順等を記

載するものとする。 

・通常の事業の実施地域（⑤） 

通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定されるものとすること。なお、通常の事業の実施地

域は、利用申込に係る調整等の観点からの目安であり、当該地域を越えて指定居宅介護支援が行われるこ

とを妨げるものではない。 

 



16 
 

・虐待の防止のための措置に関する事項（⑥） 

虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等）や虐待又は虐待

が疑われる事案（以下「虐待等」という。）が発生した場合の対応方法等を指す内容であること。 

 

【ポイント】 

・ 運営規程は事業所の指定申請の際に作成、提出を求めています。 

指定後は、事業所名称、所在地、営業日、利用料等の内容の変更の都度、運営規程も修正しておく必

要があります。（修正した年月日、内容を最後尾に附則として記載しておくことで、事後に確認しやす

くなります。） 

※ 変更届の提出が必要な変更を行った際は、本町へ期日内に届出を行ってください。 

・ 運営規程と重要事項説明書の内容は一致している必要があります。運営規程や重要事項説明書の内容

に変更があった場合は注意してください。 

 

（３）勤務体制の確保 

 

【基準】 省令第１９条 

１ 利用者に対し適切な指定居宅介護支援を提供できるよう、事業所ごとに介護支援専門員その他の従業 

者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 事業所ごとに、介護支援専門員に指定居宅介護支援の業務を担当させなければならない。ただし、介 

護支援専門員の補助の業務についてはこの限りでない。 

３ 介護支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

４ 適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関

 係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が

 害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第２の３（１４） 

① 指定居宅介護支援事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、介護支援専門員については、

日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確にする。 

  なお、当該勤務の状況等は、基準第１７条により指定居宅介護支援事業所の管理者が管理する必要が

あり、非常勤の介護支援専門員を含めて当該指定居宅介護支援事業所の業務として一体的に管理されて

いることが必要である。 

  従って、非常勤の介護支援専門員が兼務する業務の事業所を居宅介護支援の拠点とし、独立して利用

者ごとの居宅介護支援台帳の保管を行うようなことは認められないものである。 

④ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律昭和４７年法律第１１３号）第

１１条第１項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法

律（昭和４１年法律第１３２号）第３０条の２第１項の規定に基づき、事業主には、職場におけるセク

シュアルハラスメントやパワーハラスメント（以下「職場におけるハラスメント」という。）の防止の

ための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられていることを踏まえ、規定したものである。事業

主が講ずべき措置の具体的内容及び事業主が講じることが望ましい取組については、次のとおりとす

る。なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、利用者やその家族等から受け

るものも含まれることに留意すること。 

 

イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して

雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成１８年厚生労働省告示第６１５号）及び事業主が職場

における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての

指針（令和２年厚生労働省告示第５号。以下「パワーハラスメント指針」という。）において規定され

ているとおりであるが、特に留意されたい内容は以下のとおりである。 

 

ａ 事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発 
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職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明

確化し、従業者に周知・啓発すること。 

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ

定め、労働者に周知すること。 

 

なお、パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置義務については、女性の職業

生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第２４号）附則第３条の

規定により読み替えられた労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に

関する法律第３０条の２第１項の規定により、中小企業（医療・介護を含むサービス業を主たる事業と

する事業主については資本金が５０００万円以下又は常時使用する従業員の数が１００人以下の企業）

は、令和４年４月１日から義務化となり、それまでの間は努力義務とされているが、適切な勤務体制の

確保等の観点から、必要な措置を講じるよう努められたい。 

 

ロ 事業主が講じることが望ましい取組について 

パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）の防

止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、 

① 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

② 被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して１人で対応さ

せない等） 

③ 被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組） 

が規定されている。介護現場では特に、利用者又はその家族等からのカスタマーハラスメントの防止が

求められていることから、イ（事業主が講ずべき措置の具体的内容）の必要な措置を講じるにあたって

は、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、「（管理職・職員向け）研修のための手引

き」等を参考にした取組を行うことが望ましい。この際、上記マニュアルや手引きについては、以下の

厚生労働省ホームページに掲載しているので参考にされたい。 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html） 

 

 

（４）業務継続計画の策定等 

 

【基準】 省令第１９条の２ 

１ 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するため

の、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、

当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施

しなければならない。 

３ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第２の３（１５） 

① 業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、他のサービス事業者との連携等により行うこ

とも差し支えない。また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められ

ることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望まし

い。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載することとし、想定される災害等は地域によって異なるもの

であることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を

一体的に策定することを妨げるものではない。さらに、感染症に係る業務継続計画並びに感染症の予防

及びまん延の防止のための指針については、それぞれに対応する項目を適切に設定している場合には、

一体的に策定することとして差し支えない。 

イ．感染症に係る業務継続計画 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html
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a．平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

b．初動対応 

c．感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等） 

ロ．災害に係る業務継続計画 

a．平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必

要品の備蓄等） 

b．緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

c．他施設及び地域との連携  

③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常

時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。 

  職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催するとともに、新規

採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録すること。な

お、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体

的に実施することも差し支えない。 

④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよ

う、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践するケア

の演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとする。なお、感染症の業務継続計画に係る訓練につ

いては、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えない。 

  訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組

み合わせながら実施することが適切である。 

 

（５）設備及び備品等 

 

【基準】 省令第２０条 

事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等

を備えなければならない。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第２の３（１６） 

設備及び備品等については、次の点に留意するものである。 

① 事業所には、事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ましいが、

他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業との同一の事務室であっても差し支え

ないこと。なお、同一事業所において他の事業を行う場合に、業務に支障がないときは、それぞれの事

業を行うための区画が明確に特定されていれば足りるものとする。 

② 専用の事務室又は区画については、相談、サービス担当者会議等に対応するのに適切なスペースを確

保することとし、相談のためのスペース等は利用者が直接出入りできるなど利用しやすい構造とするこ

と。 

③ 指定居宅介護支援に必要な設備及び備品等を確保すること。ただし、他の事業所及び施設等と同一敷

地内にある場合であって、指定居宅介護支援の事業及び当該他の事業所及び施設等の運営に支障がない

場合は、当該他の事業所及び施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができるものとす

る。 

 

（６）従業者の健康管理 

 

【基準】 省令第２１条 

介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。 
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（７）感染症の予防及びまん延の防止のための措置 

 

【基準】 省令第２１条の２ 

当該居宅介護支援事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなけ

ればならない。 

① 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護支援

専門員に周知徹底を図ること。 

② 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

③ 介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施するこ

  と。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第２の３（１７） 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（以下「感染対策委

員会」という。）であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望まし

く、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。

構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、感染対策を担当する者（以下「感染対策担当

者」という。）を決めておくことが必要である。 

なお、同一事業所内での複数担当（※）の兼務や他の事業所・施設等との担当（※）の兼務について

は、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に

従事しており、利用者や事業所の状況を適切に把握している者など、 各担当者としての職務を遂行する

上で支障がないと考えられる者を選任すること。 

（※）身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、感染対策担当者（看

護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐

待の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者 

 

感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、定期的に開催す

るとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。 

また、感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情

報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン

ス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとし

て差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等によ

り行うことも差し支えない。 

感染対策委員会は、居宅介護支援事業所の従業者が１名である場合は、ロの指針を整備することで、

委員会を開催しないことも差し支えない。この場合にあっては、指針の整備について、外部の感染管理

等の専門家等と積極的に連携することが望ましい。 

 

ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策及び発生時

の対応を規定する。 

平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策（手洗い、標

準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市

町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等が想定される。また、発生時にお

ける事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引き」を参照さ

れたい。 

 

ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 
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介護支援専門員等に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の基

礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基づいた衛生管理の徹

底や衛生的なケアの励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育（年１回以上）を開催する

とともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても

記録することが必要である。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のための研修教

材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実態に応じ行うこと。 

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シミュレー

ション）を定期的（年１回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染症発生時において迅

速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認

や、感染対策をした上でのケアの演習等を実施するものとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組

み合わせながら実施することが適切である。 

 

（８）掲示 

 

【基準】 省令第２２条 

１ 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービ

スの選択に資すると認められる重要事項（苦情処理の概要等を含む）（以下この条において単に「重要事

項」という。）を掲示しなければならない。 

２ 重要事項を記載した書面を当該事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させるこ

 とで、掲示に代えることができる。 

３ 原則として、重要事項をウェブサイト（例：法人のホームページ等、介護サービス情報公表システム）

 に掲載しなければならない。 

 

（９）秘密保持 

 

【基準】 省令第２３条 

１ 介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密

を漏らしてはならない。 

２ 介護支援専門員その他の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその

家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個

人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第２の３（１９） 

② 過去に当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者であった者が、その業務上知り

得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を取ることを義務づけたものであ

り、具体的には、指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の

従業者が、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者の雇用時に取り決

め、例えば違約金についての定めを置くなどの措置を講ずべきこととするものである。 

 

【ポイント】 

・サービス担当者会議等において、居宅サービス事業者、介護保険施設等に対して利用者に関する情報を

提供することが想定されます。このことについて、あらかじめ、利用者に説明を行い、文書により利用

者から同意を得ておかなければなりません。家族に関する情報についても同様です。 

・個人情報保護法の遵守について、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ

イダンス」が厚生労働省から出されています。 
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（10）居宅サービス等事業者からの利益収受の禁止等 

 

【基準】 省令第２５条 

１ 事業者及び管理者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、当該事業所の介護支援専門員に対して特

定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。 

２ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者

等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。 

３ 事業者及び従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業

者等によるサービスを利用させることの対償として、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の

利益を収受してはならない。 

 

（11）苦情処理 

 

【基準】 省令第２６条 

自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用

者及びその家族からの苦情に、迅速かつ適切に対応しなければならない。 

苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録し、５年間保存しなければならない。 

 

【ポイント】 

＜利用者が事業所に苦情を申し出るための措置＞ 

当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、相談窓口の連絡先、

苦情処理の体制及び手順等を利用申込者にサービスの内容を説明する文書（重要事項説明書等）に記載す

るとともに、事業所に掲示するべきこととされています。 

 

＜事業所が苦情を受けた場合＞ 

利用者及びその家族からの苦情を受け付けた場合は、苦情に対し事業所が組織として迅速かつ適切に対

応するため、当該苦情の内容等を記録しなければなりません。 

 

＜市町村に苦情があった場合＞ 

市町村から文書その他の物件の提出若しくは提示の求めがあった場合又は市町村の職員からの質問若し

くは照会があった場合は、その調査に協力しなければなりません。また、市町村から指導又は助言を受け

た場合は、当該指導又は助言に従って、必要な改善を行わなければなりません。 

市町村からの求めがあった場合には、指導又は助言に従って行った改善の内容を報告しなければなりま

せん。 

 

＜国保連に苦情があった場合＞ 

利用者からの苦情に関して国保連が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合は、当該

指導又は助言に従い必要な改善を行わなければなりません。 

   国保連から求めがあった場合には、指導又は助言に従って行った改善の内容を報告しなければなりま

せん。 

 

＜苦情に対するその後の措置＞ 

事業所は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏

まえ、サービスの質の向上に向けた取り組みを自ら行わなければなりません。 
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（12）事故発生時の対応 

 

【基準】 省令第２７条 

１ 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに関係する市町村、利用者

の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 

３ 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに

 行わなければならない。 

 

＜事故発生を未然に防ぐための措置＞ 

・事故原因を解明し、再発防止のための対策を講じる。 

・事故に至らなかったが、事故が発生しそうになった場合（ヒヤリ・ハット事例）及び現状を放置してお

くと事故に結びつく可能性が高いものについて事前に情報を収集し、未然防止対策を講じる。 

 

【ポイント】 

□ 事故が起きた場合の連絡先・対応方法について、事業所で定め、従業者に周知している。 

□ どのような事故が起きた場合に市町村に報告するかについて把握している。 

□ 事業所における損害賠償の方法（保険に加入している場合にはその内容）について把握している。 

□ 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分

析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備している。 

※ 指定居宅介護支援の場合、特に個人情報の流出事故には気をつけてください。 

 

計画に位置付けた居宅サービス等事業者からの連絡 

居宅サービス事業者は、サービス提供中に事故があった場合、利用者の担当の指定居宅介護支援事業者

 に連絡をすることとされています。連絡があった場合には、利用者の状況等の把握・援助を行い、必要に

 応じてケアプランの変更を検討してください。 

 

（13）虐待の防止 

 

【基準】 省令第２７条の２ 

虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹

底を図ること。 

(2) 当該事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第２の３（２３） 

虐待は、介護保険法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及

ぼす可能性が極めて高く、事業者は虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。虐待を未然

に防止するための対策及び発生した場合の対応等については、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対

する支援等に関する法律」（平成１７年法律第１２４号。以下「高齢者虐待防止法」）に規定されている

ところであり、その実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、次に掲げる観点

から事業所における虐待の防止に関する措置を講じるものとする。 

・虐待の未然防止 

事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけながらサービス提供にあたる必要が

あり、研修等を通じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、従業者が高齢者虐待

防止法等に規定する養介護事業の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解していることも重要
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である。 

・虐待等の早期発見 

 従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる事案を発見しやすい立場にあることか

ら、これらを早期に発見できるよう、必要な措置（虐待等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知

等）が取られていることが望ましい。また、利用者及びその家族からの虐待等に係る相談、利用者から

市町村への虐待の届出について、適切な対応をすること。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、事業者は当該通報の手続

が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めることとする。 

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止

するために次に掲げる事項を実施するものとする。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（以下、「虐待防止検討委員会」という。） 

虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発

を確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成する。構成メ

ンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催することが必要である。また、事業

所外の虐待防止の専門家を委員として積極的に活用することも望ましい。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであることが想

定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限らず、個別の状況に応

じて慎重に対応することが重要である。 

なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営するこ

ととして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連

携等により行うことも差し支えない。 

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この

際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する

こと。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。その際、そこ

で得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周知徹底を図

る必要がある。 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

ホ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法

に関すること 

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること 

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

② 虐待の防止のための指針 

事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。 

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適

切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該事業所における指針に基づき、虐待の防止の徹



24 
 

底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定居宅介護支援事業者が指針に基づいた研修

プログラムを作成し、定期的な研修（年１回以上）を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の

防止のための研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事業所内での研修で

差し支えない。 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者 

事業所における虐待を防止するための体制として、①から③までに掲げる措置を適切に実施するた

め、担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従

業者が務めることが望ましい。なお、同一事業所内での複数担当（※）の兼務や他の事業所・施設等

との担当（※）の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日

常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利用者や事業所の状況を適切に把握している者な

ど、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。 

（※） 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、感染対策担当者（看

護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担

当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月１５日）】 

 

（問170） 虐待防止委員会及び研修について 

居宅療養管理指導や居宅介護支援などの小規模な事業者では、実質的に従業者が１名だけということが

あり得る。このような事業所でも虐待防止委員会の開催や研修を定期的にしなければならないのか。 

 

（回答） 

・ 虐待はあってはならないことであり、高齢者の尊厳を守るため、関係機関との連携を密にして、規模

の大小に関わりなく虐待防止委員会及び研修を定期的に実施していただきたい。小規模事業所において

は他者・他機関によるチェック機能が得られにくい環境にあることが考えられることから、積極的に外

部機関等を活用されたい。 

・ 例えば、小規模事業所における虐待防止委員会の開催にあたっては、法人内の複数事業所による合同

開催、感染症対策委員会等他委員会との合同開催、関係機関等の協力を得て開催することが考えられ

る。 

・ 研修の定期的実 施にあたっては、虐待防止委員会同様法人内の複数事業所や他委員会との合同開催、

都道府県や市町村等が実施する研修会への参加、複数の小規模事業所による外部講師を活用した合同開

催等が考えられる。 

・ なお、委員会や研修を合同で開催する場合は、参加した各事業所の従事者と実施したことの内容等が

記録で確認できるようにしておくことに留意すること。 

・ また、小規模事業所等における委員会組織の設置と運営や、指針の策定、研修の企画と運営に関して

は、以下の資料の参考例（※）を参考にされたい。 

（※）社会福祉法人東北福祉会認知症介護研究・研修仙台センター「施設・事業所における高齢者虐待

防止のための体制整備 令和 3 年度基準省令改正等に伴う体制整備の基本と参考例」令和３年度

老人保健健康増進等事業、令和４年３月 。 
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（14）会計の区分 

 

【基準】 省令第２８条 

事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護支援の事業の会計とその他の事業の会計を区分しな

ければならない。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第２の３（２４） 

具体的な会計処理等の方法については、下記通知を参照すること。 

・「介護保険の給付対象事業における会計の区分について（平成１３年３月２８日老振発第１８号）」 

・「介護保険・高齢者保健福祉事業に係る社会福祉法人会計基準の取扱いについて（平成２４年３月２９

日老高発0329第１号）」 

・「指定介護福祉老人福祉施設等に係る会計処理等の取扱いについて（平成１２年３月１０日老計第８

号）」 

 

（15）記録の整備 

 

【基準】 省令第２９条、条例第４条 

従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、そのうち、次に掲げる記録はその完結の日（契約

終了、契約解除及び施設への入所等により利用者へのサービス提供が終了した日）から５年間保存しなけれ

ばならない。（下表参照） 

 

種別 記録内容 

従業者、設備、備品及び

会計に関する諸記録 

従業者の勤務の体制についての記録 

居宅介護サービス計画費の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したも

のの写し 

利用者に対する介護サー

ビスの提供に関する記録 

指定居宅サービス等事業者との連絡調整に関する記録 

個々の利用者ごとの居宅介護支援台帳（次の記録が記載されたもの） 

・居宅サービス計画 

・アセスメントの結果の記録 

・サービス担当者会議等の記録 

・モニタリングの結果の記録 

身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを

得ない理由の記録 

市町村への通知に係る記録 

（（６）利用者に関する市町村への通知（Ｐ．14）参照） 

提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅

サービス等に関する利用者及びその家族からの苦情の内容等の記録 

提供した指定居宅介護支援に関する事故の状況及び事故に際して採った処置に

ついての記録 

 

※サービス提供事業者から提出を求める個別サービス計画については、記録の整備の対象ではありません

が、居宅サービス計画の変更に当たっては、個別サービス計画の内容なども検証した上で見直しを行うべ

きであることから、その取扱いについて適切に判断してください。 

※記録の保管については、データで保管する事も可能です。（データで保管する場合はファイルにパスワー

ドを設定するなど、個人情報の取り扱いには注意が必要です。）また、データで保管している場合でも、
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市町村等から記録の提出を求められた場合は、すぐに提出できるように整理をしておくことが望ましいで

す。 

 

（16）電磁的記録について 

 

【基準】 省令第３１条 

１ 作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、

抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙

その他の有体物をいう。）で行うことが規定されている又は想定されるものものについては、書面に代え

て、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。 

２ 交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、書面で行うこ

とが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、

電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）に

よることができる。 

 

【基準について】 省令解釈通知 第２の５ 

（１）電磁的記録について 

書面の保存等に係る負担の軽減を図るため、事業者等は、この省令で規定する書面（被保険者証に関する

ものを除く。）の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録により行うことができることとしたものである。 

① 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ま

たは磁気ディスク等をもって調製する方法によること。 

② 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。 

  ア 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク

等をもって調製するファイルにより保存する方法 

  イ 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を事業者等の使用に係

る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方

法 

③ その他、①及び②に準じた方法によること。 

④ また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者にお

ける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関

するガイドライン」等を遵守すること。 

 

（２）電磁的方法について 

利用者及びその家族等（以下「利用者等」という。）の利便性向上並びに事業者等の業務負担軽減等の観

点から、事業者等は、書面で行うことが規定されている又は想定される交付等（交付、説明、同意、承諾、

締結その他これに類するものをいう。）について、事前に利用者等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方

法によることができることとしたものである。 

 ① 電磁的方法による交付は、省令第４条第２項から第８項までの規定に準じた方法によること。 

 ② 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意思表示をした場合等が考えら

れること。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月１９日内閣府・法務省・経済産業省）」を参

考にすること。 

 ③ 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確にする観点から、書面における

署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいこと。なお、「押印についてのＱ＆

Ａ（令和２年６月１９日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすること。 

 ④ その他、①から③までに準じた方法によること。ただし、基準又はこの通知の規定により電磁的方法

の定めがあるものについては、当該定めに従うこと。 

 ⑤ また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における

個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関する

ガイドライン」等を遵守すること。 
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Ⅲ 居宅サービス計画（ケアプラン）の作成について 

１ 指定居宅介護支援の具体的取扱（給付管理業務の流れ） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス提供月の翌月 

（翌月10日までに） 

居宅介護支援利用申し込みの受付 

課題分析 ⑥ 

サービス調整 

地域のサービス情報提供  ④ 

利用者によるサービス選択 ⑤ 

居宅サービス計画原案 

（第１～３表、６、７表）作成 

⑧（④） 

利用者への説明及び同意の確認 ⑩ 

利用者の同意確認 

居宅サービス計画 決定 

居宅サービス計画控の保管 

居宅サービス計画の実施状況等の把握及び評価等（モニタリング） 

１月に１回は利用者の居宅で面接 

面接後、モニタリングの結果を記録する（月１回） 
給付管理票の作成と提出 

利用者 

サービス提供事業所 

市町村 

訪問・面接 ⑦ 

サービス担当者会議による専門的意見の聴取 

⑨（⑮） 

同意あり 

同意が得られない 

区分支給限度基準額確

認・利用者負担計算 

居宅サービス計画交付 ⑪ 

居宅サービス計画作成前 

・居宅サービス計画新規作成時 

・要介護更新認定時 

・要介護区分の変更認定時 

居宅サービス計画を変更する際は、 

前段の一連業務を行う ⑮、⑯ 

サービス提供期間

は継続して行う 

国保連 

利用者 

利用者 

サービス提供事業所 

提供実績の確認 

居宅サービス計画 

交付 

給付管理

票提出 

① ② ③ 

⑬、⑬の2、⑭ 

市町村 ⑱の2、⑱の３ 

医療サービス ⑲ 

（⑲の 2、⑳） 

短期入所等 ㉑ 

福祉用具貸与 ㉒ 

特定福祉用具販売 ㉓ 

サービス提供事業所 

入
所
・
入
院 

⑰ 

⑱ 

(認定審査会) 

㉔ 

(予防との連携) 

㉕㉖ 

居宅サービス計画 
作成依頼届出書 
（ケアマネ代行可） 

・本人同意が必要 
・交付が確認できるよう 
書面に残すこと 

・作成依頼届出書 
（ケアマネ代行可） 

(地域ケア会議) 

㉗ 

個別サービス計画の提出 ⑫ 

サービスの提供開始に際して必要

な説明、同意、文書の交付、署名 

 

※   ……運営基準減算の対象 

 

※ 丸数字は、次ページの「（１）指定居宅介護支援の具体的取扱方針」に対応 
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（１）指定居宅介護支援の具体的取扱方針 

 

【基準】 省令第１３条 

①介護支援専門員

による居宅サー

ビス計画の作成 

○ 管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるこ

と。 

 

【指導事例】 

・介護支援専門員証を持たない事務員が居宅サービス計画の作成を行っていた。 
 

②サ－ビス提供と

その方法等の説

明 

○ 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うこと。 

○ 利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説

明を行うこと。 

 

②の２、②の３ 

身体的拘束等の

原則禁止や身体

的拘束等を行う

場合の記録 

○ 指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体

を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限す

る行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

○ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その他の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由を記録すること。 

 

③継続的かつ計画

的なサービスの

利用に向けた計

画の作成 

○ 介護支援専門員は、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の

心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われ

るように、居宅サービス計画を作成すること。（支給限度額の枠があることのみをもっ

て、特定の時期に偏って継続が困難な、また必要性に乏しい居宅サービスの利用を助長

するようなことがあってはならない。） 

 

④総合的な居宅サ

ービス計画の作

成 

○ 介護支援専門員は、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サー

ビス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動に

よるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めること。 

 

⑤利用者自身によ

るサービスの選

択を踏まえた計

画の作成 

 

○ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者によるサー

ビスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス等事業者に関するサービ

スの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供すること（特定の

指定居宅サービス事業者に不当に偏した情報を提供するようなことや、利用者の選択を

求めることなく同一の事業主体のサービスのみによる居宅サービス計画原案を最初から

提示するようなことがあってはならない。また、例えば集合住宅等において、特定の居

宅サービス事業者のサービスを利用することを、選択の機会を与えることなく入居条件

とするようなことはあってはならないが、居宅サービス計画についても、利用者の意思

に反して、集合住宅と同一敷地内等の指定居宅サービス事業者のみを居宅サービス計画

に位置付けるようなことはあってはならない。）。 
 

 

 

⑥課題分析の実施 ○ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用

者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれ

ている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立し

た日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握すること。 

 

運営基準減算 

利用者へ文書の交付及び説明ができていない→運営基準減算対象 
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⑦課題分析におけ

る留意点（利用

者宅の訪問、面

接等） 

 

○ 介護支援専門員は、上記⑥の解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)

に当たっては、必ず利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うこと。 

○ この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十

分に説明し、理解を得ること。 
 

 
 

⑧居宅サ－ビス計

画原案の作成 

○ 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に基づ

き、利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を

勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題に対応するための最も適

切なサービスの組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合

的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成

時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項等を

記載した居宅サービス計画の原案を作成すること。 

   目標の設定に当たっては、目標達成時期に居宅サービス計画及び各指定居宅サービス

等の評価を行い得るようにすることが重要である。 

   提供されるサービスの目標とは、利用者がサービスを受けつつ到達しようとする目標

を指すものであり、サービス提供事業者側の個別のサービス行為を意味するものではな

い。 

 

⑨サ－ビス担当者 

会議の開催及び

それらによる専

門的見地からの

意見聴取 

 

○ 介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成の

ために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付

けた指定居宅サービス等の担当者(以下「担当者」という。)を招集して行う会議をい

う。以下同じ。)を開催し、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、

当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を

求めること（ただし、利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る。）の心身の状況等によ

り、主治の医師又は歯科医師（以下本表において「主治の医師等」という。）の意見を

勘案して必要と認める場合（※１）その他、やむを得ない理由（※２）がある場合につ

いては、担当者に対する照会等により意見を求めることができる。）。 

 ※１ 末期の悪性腫瘍の利用者について必要と認める場合とは 

 ・主治の医師等が日常生活上の障がいが１か月以内に出現すると判断した時点以降にお

いて、主治の医師等の助言を得た上で、介護支援専門員がサービス担当者に対する照会

等により意見を求めることが必要と判断した場合 

が想定される。 

 

なお、ここでいう「主治の医師等」とは、利用者の最新の心身の状態、受診中の医療

機関、投薬内容等を一元的に把握している医師であり、要介護認定の申請のために主治

医意見書を記載した医師に限定されないことから、利用者又はその家族等に確認する方

法等により、適切に対応すること。 

また、サービス種類や利用回数の変更等を利用者に状態変化が生じるたびに迅速に行

っていくことが求められるため、日常生活上の障がいが出現する前に、今後利用が必要

と見込まれる指定居宅サービス等の担当者を含めた関係者を招集した上で、予測される

状態変化と支援の方向性について関係者間で共有しておくことが望ましいとされてい

る。（老企第22号） 

 

 ※２ やむを得ない理由とは 

・サービス担当者会議の開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、サ

ービス担当者会議への参加が得られなかった場合 

・居宅サービス計画の「軽微な変更」に該当する場合 

等が想定される。 

 

軽微な変更とは、利用者の状態像に変化がなく、利用者の希望によりサービス提供日

時の変更等を行う場合で、介護支援専門員が「③継続的かつ計画的なサービスの利用に

利用者宅への訪問（訪問・面接）ができていない→運営基準減算対象 運営基準減算 

運営基準減算 
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向けた計画の作成」～「⑪居宅サービス計画の交付」に掲げる一連の業務を行う必要が

ないと判断したものをいう。軽微な変更に該当するか判断に迷う場合については、個別

の事例をもって保険者に確認すること。 

また、要介護認定の認定結果が判明していない場合等におけるサービス担当者会議の

開催時期についても、個別の事例をもって保険者に確認すること。 

 

 

 

サービス担当者会議は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニ

ケーションが可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとす

る。ただし、利用者又はその家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用

について当該利用者等の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等の活用に

当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情

報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に

関するガイドライン」等を遵守すること。 

 

⑩計画原案に係る

説明及び利用者

の同意 

 

 

○ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等につい

て、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内

容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ること。 

   居宅サービス計画原案とは、居宅サービス計画書第１表から第３表まで、第６表及び

第７表に相当するすべてを指す。 

 
 

 

⑪居宅サ－ビス計

画の交付 

 

○ 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利

用者及び担当者に交付すること（交付した日がわかるよう記録が必要）。 

【指導事例】 サービス事業所への居宅サービス計画のうち第６表しか交付していなかっ

た。 

 

 

 

⑫サービス提供担

当者からの個別

サービス計画の

提出の依頼 

○ 介護支援専門員は、居宅介護支援事業者とサービス提供事業者の意識の共有を図る観

点から、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等事業者に対して、個別サー

ビス計画の提出を求め、居宅サービス計画及び個別サービス計画の連動性や整合性につ

いて確認する。 

 

⑬居宅サービス計

画の実施状況の

把握及び評価等 

○ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握

(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて居宅サービス

計画の変更、指定居宅サービス等事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。 

 

運営基準減算 

運営基準減算 

サービス担当者会議を開催できていない→運営基準減算対象 

利用者への居宅サービス計画原案の説明・同意ができていない→運営基準減算対象 

居宅サービス計画の交付ができていない→運営基準減算対象 
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⑬の2 

医師等への情報

の提供 

○ 指定居宅介護支援の提供に当たり、例えば、下記のような利用者の心身又は生活状況

に係る情報を得た場合は、それらの情報のうち、主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤

師の助言が必要であると介護支援専門員が判断したものについて、主治の医師若しくは

歯科医師又は薬剤師に提供するものとすること。なお、ここでいう「主治の医師」につ

いては、要介護認定の申請のために主治医意見書を記載した医師に限定されないことに

留意すること。 

・薬が大量に余っている又は複数回分の薬を一度に服用している 

・薬の服用を拒絶している 

・使いきらないうちに新たに薬が処方されている 

・口臭や口腔内出血がある 

・体重の増減が推測される見た目の変化がある 

・食事量や食事回数に変化がある 

・下痢や便秘が続いている 

・皮膚が乾燥していたり湿疹等がある 

・リハビリテーションの提供が必要と思われる状態にあるにも関わらず 

提供されていない状況 

 

⑭モニタリングの

実施 

 

 

○ 介護支援専門員は、上記⑬の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当た

っては、利用者及びその家族、指定居宅サービス等事業者との連絡を継続的に行うこと

とし、利用者が入院中であることなど物理的理由がある場合を除き（※）、次に定める

ところにより行わなければならない。 

  イ 少なくとも１月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。 

  ロ イの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただ

し、次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも2月に1回、利用者の居宅を

訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅を訪問しない月においては、テレ

ビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができるものとする。 

    （1） テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者

の同意を得ていること。 

    （2） サービス担当者会議において、次に掲げる事項について主治の医師、担当

者その他の関係者の合意を得ていること。 

ⅰ 利用者の心身の状況が安定していること。 

ⅱ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通ができること。 

ⅲ 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できな

い情報について、担当者から提供を受けること。 

  ハ 少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録すること。 

（※）利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができない

場合を主として指すものであり、介護支援専門員に起因する事情は含まれない。さ

らに、特段の事情がある場合については、その具体的な内容を記録しておくことが

必要である。 

 

【指導事例】 

・モニタリングの記録がなかった。 

・電話で利用者の様子を確認しこれをモニタリングとしていた。 

 

 

 
 

特段の事情なく、利用者宅への訪問ができていない→運営基準減算対象 

モニタリング結果を記録していない状態が１か月以上継続→運営基準減算対象 

運営基準減算 
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⑮計画に係るサ－

ビス担当者会議

等による専門的

見地からの意見

聴取 

 

 

○ 介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、

居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求

めること。  

   ただし、やむを得ない理由（※⑨参照）がある場合については、担当者に対する照会

等により意見を求めることができる。 

  イ 要介護更新認定のとき 

  ロ 要介護状態区分の変更認定のとき 

 

○ 上記以外の居宅サービス計画の変更の場合は、サービス担当者会議の開催、担当者に

対する照会等により居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から専門的な見

地からの意見を求めること。 

 

【指導事例】 

利用者の状態に変化がなかったため、更新時にサービス担当者会議も意見照会も行って

いなかった。 

 

 
 

⑯計画の変更につ

いての準用 

（上記③から⑫までは、居宅サービス計画の変更について準用する。） 

※利用者希望による軽微な変更（サービス提供日時等の変更）については③から⑫までの

対応は不要である。→「軽微な変更」⑨ 

 

⑰介護保険施設へ

の紹介その他の

便宜の提供 

○ 介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に

提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難とな

ったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介

護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うこと。 

（介護保険施設はそれぞれ医療機能等が異なることに鑑み、主治医の意見を参考にす

る、主治医に意見を求める等をして介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行

う。） 

 

⑱介護保険施設と

の連携 

○ 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依頼

があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サー

ビス計画の作成等の援助を行うこと。 

 

サービス担当者会議を開催できていない→運営基準減算対象 

運営基準減算 
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⑱の2、⑱の3 

居宅サービス計

画の届出 

○一定回数（厚生労働大臣が定める回数をいう。以下同じ。）以上の訪問介護 （生活援助

中心型サービス） を位置づける場合にその必要性を居宅サービス計画に記載するととも

に、当該居宅サービス計画を市町村に届け出ること 。届出にあたっては、当該月におい

て作成又は変更（⑯における軽微な変更を除く。）した居宅サービス計画のうち一定回

数以上の訪問介護を位置づけたものについて、翌月の末日までに市町村に届け出るこ

と。なお、ここで言う当該月において作成又は変更した居宅サービス計画とは、当該月

において利用者の同意を得て交付をした居宅サービス計画を言う。 

○介護支援専門員は、その勤務する事業所において作成された居宅サービス計画に位置付

けられた指定居宅サービス等に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地

域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費（以下「サービス費」と い

う。）の総額が、区分支給限度基準額に占める割合及び訪問介護に係る居宅介護サービ

ス費がサービス費の総額に占める割合が厚生労働大臣が定める基準に該当する場合であ

って、かつ、市町村からの求めがあった場合には、当該居宅介護支援事業所の居宅サー

ビス計画の利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由等を

記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない。 

○居宅サービス計画の届出頻度について、一度市町村が検証した居宅サービス計画の次回

の届出は、１年後でよいものとする。 

 

※厚生労働大臣が定める回数 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

27回 34回 43回 38回 31回 

 

  ※厚生労働大臣が定める基準（令和３年９月１４日老発0914第１号） 

１ 居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス等に係る居宅介護サービ

ス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型

介護サービス費（次号において「サービス費」という。）の総額が、介護保険法

第４３条第２項に規定する居宅サービス費等区分支給限度基準額に占める割合 

１００分の７０以上 

２ 訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合 

１００分の６０以上 
 

⑲医療サービスに

係る主治の医師

等からの意見聴

取 

○ 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテー

ション、居宅療養管理指導及び短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(訪問看護サービスを利用する場合に限る。)又は看護小規模多機能型居宅介護(訪問看護

サービスを利用する場合に限る。)の医療サービスの利用を希望している場合その他必要

な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めること。また、ここで意見

を求める「主治の医師等」については、要介護認定の申請のために主治医意見書を記載

した医師に限定されないことに留意すること。 

○ 特に、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションについては、医療機関か

らの退院患者において、退院後のリハビリテーションの早期開始を推進する観点から、

入院中の医療機関の医師による意見を踏まえて、速やかに医療サービスを含む居宅サー

ビス計画書を作成することが望ましい。 

 

⑲の２ 

 医療サービスに

係る主治の医師

等への計画の交

付 

○ 当該意見を踏まえて作成した居宅サービス計画については、意見を求めた主治の医師

等に交付しなければならない。なお、交付の方法については、対面のほか、郵送やメー

ル等によることも差し支えない。 
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⑳主治の医師等の

指示の尊重 

○ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リ

ハビリテーション、居宅療養管理指導、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護(訪問看護サービスを利用する場合に限る。)又は看護小規模多機能型居宅介護

(訪問看護サービスを利用する場合に限る。)の医療サービスを位置付ける場合にあって

は、当該医療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合に限りこれを行うものと

し、医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては、当該指定居

宅サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは、

当該留意点を尊重してこれを行うこと。 

 

㉑短期入所生活介

護及び短期入所

療養介護の居宅

サービス計画へ

の位置付け 

○ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位

置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意

するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短

期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が「要介護認定の有効期間のおお

むね半数を超えない」ようにしなければならない。 

 

 「要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えない」という目安については、居宅サー

ビス計画の作成過程における個々の利用者の心身の状況やその置かれている環境等の適

切な評価に基づき、在宅生活の維持のための必要性に応じて弾力的に運用することが可

能であり、要介護認定の有効期間の半数の日数以内であるかについて機械的な適用を求

めるものではない。従って、利用者の心身の状況及び本人、家族等の意向に照らし、こ

の目安を超えて短期入所サービスの利用が特に必要と認められる場合においては、これ

を上回る日数の短期入所サービスを居宅サービス計画に位置付けることも可能である。 

  利用者が連続して 30 日を超えて短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する場

合、30 日を超える日以降については、短期入所生活介護費及び短期入所療養介護費は算

定されない。〔厚告19〕 

 

㉒福祉用具貸与を

位置付ける場合

の留意事項 

㉓特定福祉用具販

売を位置付ける

場合の留意事項 

・ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与・販売を位置付ける場合にあって

は、その利用の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与・販売が必要な理由を記載す

ること。 

・ 福祉用具貸与については、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、継続して福

祉用具貸与を受ける必要性について検証をした上で、継続して福祉用具貸与を受ける必

要がある場合にはその理由を再び居宅サービス計画に記載すること。なお、対象福祉用

具（貸与が販売を選択できる福祉用具のこと）の場合については、福祉用具専門相談員

によるモニタリングの結果も踏まえること。 

・ 対象福祉用具を居宅サービス計画に位置づける場合には、福祉用具の適時適切な利用及

び利用者の安全を確保する観点から、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを

利用者が選択できることや、それぞれのメリット及びデメリット等、利用者の選択に資

するよう、必要な情報を提供する必要がある。なお、対象福祉用具の提案を行う際、利

用者の心身の状況の確認に当たっては、利用者へのアセスメントの結果に加え、医師や

リハビリテーション専門職等からの意見聴取、退院・退所前カンファレンス又はサービ

ス担当者会議等の結果を踏まえることとし、医師の所見を取得する具体的な方法は、主

治医意見書による方法のほか、診療情報提供書又は医師から所見を聴取する方法が考え

られる。 

 ※その特性と利用者の心身の状況等を踏まえて、その必要性を十分に検討せずに選定した

場合、利用者の自立支援は大きく阻害されるおそれがあることから、検討の過程を別途

記録する必要がある 

㉔認定審査会意見 

等の居宅サービ

ス計画への反映 

○ 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、認定審査会意見又は指定に係る

居宅サービス等の種類についての記載がある場合には、利用者にその趣旨(居宅サービス

等の種類については、その変更の申請ができることを含む。)を説明し、理解を得た上

で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成すること。 
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㉕指定介護予防支

援事業者との連

携 

○ 介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合には、

指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るこ

と。 

 

㉖指定介護予防支

援業務の委託を

受けるにあたっ

て 

○ 居宅介護支援事業者は、指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託

を受けるに当たっては、その業務量等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業者が行う指

定居宅介護支援の業務が適正に実施できるよう配慮しなければならない。 

 

㉗地域ケア会議に

対する協力 

○ 居宅介護支援事業者は、法第 115 条の 48 第４項に基づき、同条第１項に規定する会議

（＝地域ケア会議）にて、検討（同条第２項）を行うための資料又は情報の提供、意見

の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければな

らない。 

 

 

※「⑥課題分析の実施」～「⑫サービス提供事業者からの個別サービス計画の提出」の一連の業務については、

基本的にはプロセスに応じて進めるべきものですが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果

的・効率的に行うことを前提とするのであれば、必ずしも業務の順序どおりに行う必要はありません。た

だし、その場合であっても、それぞれに位置付けられた個々の業務は、事後的に速やかに実施し、その結

果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければなりません。 

 

 

介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について 

（平成１１年１１月１２日老企発第２９号） 

（居宅サービス計画書記載要領） 

１～３ 略 

４ 第４表：「サービス担当者会議の要点」 

  サービス担当者会議を開催した場合に、当該会議の要点について記載する。また、サービス担当者会議

を開催しない場合や会議に出席できない場合に、サービス担当者に対して行った照会の内容についても、

記載する。 

 ⑨「会議出席者」 

   当該会議の出席者の「所属（職種）」及び「氏名」を記載する。本人又はその家族が出席した場合に

は、その旨についても記入する。記載方法については、「会議出席者」の欄に記載、もしくは、「所属

（職種）」の欄を活用して差し支えない。また、当該会議に出席できないサービス担当者がいる場合に

は、その者の「所属（職種）」及び「氏名」を記載するとともに、当該会議に出席できない理由につい

ても記入する。なお、当該会議に出席できないサービス担当者の「所属（職種）」、「氏名」又は当該

会議に出席できない理由について他の書類等により確認することができる場合は、本表への記載を省略

して差し支えない。 

 ⑩「検討した項目」 

   当該会議において検討した項目について記載する。当該会議に出席できないサービス担当者がいる場

合には、その者に照会（依頼）した年月日、内容及び回答を記載する。また、サービス担当者会議を開

催しない場合には、その理由を記載するとともに、サービス担当者の氏名、照会（依頼）年月日、照会

（依頼）した内容及び回答を記載する。なお、サービス担当者会議を開催しない理由又はサービス担当

者の氏名、照会（依頼）年月日若しくは照会（依頼）した内容及び回答について他の書類等により確認

することができる場合は、本表への記載を省略して差し支えない。 
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【国Ｑ＆Ａ】 

【令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） 令和６年３月１５日】 

 

〇 特定福祉用具販売種目の再支給等について 

（問 98） 

特定福祉用具販売の種目は、どのような場合に再支給又は複数個支給できるのか。 

 

（回答） 

居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認める場合については、介護保険法施行規則第７０条第２項

において「当該既に購入した特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具が破損した場合、当該居宅要介護

被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合その他特別の事情がある場合であって、市町村が

当該申請に係る居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認めるときは、この限りでない。」とされてお

り、「その他特別な事情」とは、利用者の身体状況や生活環境等から必要と認められる場合の再支給の

ほか、ロフストランドクラッチやスロープのような種目の性質等から複数個の利用が想定される場合も

含まれる。 

 

〇 テレビ電話装置等を活用したモニタリングについて 

（問 107） 

居宅サービス計画又は介護予防サービス計画（以下「居宅サービス計画等」という。）を作成後、初

回のモニタリングについてもテレビ電話装置等を活用して行うことは可能か。 

 

（回答） 

要件を満たしていれば可能であるが、居宅サービス計画等の実施状況を適切に把握する観点から、初

回のモニタリングは利用者の居宅を訪問して行い、その結果を踏まえた上で、テレビ電話装置等を活用

したモニタリングが可能かどうかを検討することが望ましい。 

 

〇 福祉用具について 

（問 113） 

福祉用具貸与については、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画（以下「居宅サービス計画

等」という。）作成後、利用者が継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証し、継続して福祉

用具貸与を受ける必要がある場合には、その理由を再び居宅サービス計画等に記載しなければならない

こととなっており、選択制の対象福祉用具の貸与を行った場合、福祉用具専門相談員が少なくとも６月

以内にモニタリングを行い、その結果を居宅サービス計画等を作成した指定居宅支援事業者等に報告す

ることとされているが、居宅サービス計画等の見直し又は継続理由の記載については福祉用具専門相談

員のモニタリングと同様に６月以内に行う必要があるのか。 

 

（回答） 

必ずしも６月以内に行う必要はないが、福祉用具専門相談員からモニタリングに関する情報提供があ

った後、速やかに居宅サービス計画等の見直し又は継続理由の記載を行うこと。 

 

【令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３） 令和６年３月２９日】 

〇 テレビ電話装置等を活用したモニタリングについて 

（問 5） 

テレビ電話装置等を活用してモニタリングを行う月において、サービス利用票（控）に利用者の確認

を受ける方法としてどのようなものが考えられるか。 

 

（回答） 

訪問によるモニタリングを行う月において、直後のテレビ電話装置等を活用してモニタリングを行う

月の分もサービス利用票（控）を持参し確認を受ける方法や、電子メール等により確認を受ける方法等

が考えられる。 
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２ アセスメント・サービス担当者会議・モニタリング 

（１）居宅サービス計画の作成・変更 

 

 

 

 

【指導事例】 

 

 

 

 

 

 

 
 

【指導事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居宅サービス計画原案とは、いわゆる居宅サービス計画書の
第１表から第３表まで、第６表及び第７表に相当するものす
べてを指すものである。 
※第６表、第７表だけでは、居宅サービス計画とはいえません。 

・アセスメント記録がなかった。 

利用者宅への訪問 
（訪問→アセスメン
ト） 

居宅サービス計画原
案の作成 

サービス担当者会議
の開催 

サービス担当者会議を開催し、意見を聴取しなくてはなりません。 
→担当者会議の開催を行わない場合、減算対象となります。 
（ただし、末期の悪性腫瘍の利用者について必要と認める場合や、
「やむを得ない理由」がある場合は意見照会も可） 
 
※注意！ 

上記①～③の場合について、「やむを得ない理由」がないにもか
かわらず、会議を開催せずにサービス担当者に対する照会のみを行
った場合、要件を満たしていないので、減算対象となります。 

 
 
 

 
 

利用者への居宅サー
ビ ス 計 画 原 案 の 説
明、同意 

計画を作成・変更する場合、原案を利用者又は家族に説明し、
文書により利用者の同意を得る。 
(条例第１６条第１０号) 

できていないと 

運営基準減算対象 

利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行う。 
（条例第１６条第７号） 

 

やむを得ない理由（Ｐ．２９） ⑨ 

① 利用者及び担当者どちらか一方のみに交付していた。 

② 第６、７表しか交付していなかった。 

できていないと 

運営基準減算対象 

できていないと 

運営基準減算対象 

① 新規に計画作成する時 
② 要介護更新認定時 
③ 要介護状態区分の変更認定時 

（上記①～③以外の計画作成時） 

サービス担当者会議の開催又は担当者に対する照会を行わなくてはなりませ

ん。 

→担当者会議の開始又は担当者に対する照会を行わない場合、減算対象とな

ります。 
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【指導事例】 

 

 

 

 

 

（２）実施状況等の確認 

 

サービスの実施状況を確認し、サービス計画の見直しの必要性を検討するため、次のことを行

います。 

 

 

 

 

 

 【指導事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の項目が行われていることを事業所で確認するための参考様式として、「訪問・モニタリン
グ・担当者会議実施 確認表」の例を掲載しました。 
 
参考様式１ 利用者ごとに毎月の実施状況を管理する方法 

※利用者の今までの経過が一覧で分かるようになります。 
（手書きで記録する場合に向いています。） 

※１ この様式は、あくまでも参考例であり、この様式で記録を作成・保管しなくてはならないというものではありませ

ん。必要に応じて各事業所で確認するためのチェックリストなどを整備する際の参考にしてください。 

※２ この様式は、事業所として実施の確認をするための表であり、その他に、その根拠となる書類（例：訪問記録、

サービス担当者会議議事録、モニタリング記録など）を当然保管しておく必要があります。 

 

※『介護保険最新情報 Vol．３７９「課題整理総括表・評価表の活用の手引き」の活用につい

て』掲載の課題整理総括表・評価表を積極的に活用してください。  

・利用者には交付したが、サービス担当者に交付していない。 

事業所に来てもらっていたため、居宅へ訪問していなかった。 

家族とは面接したが、利用者本人は不在であった。 

訪問した記録がなかった。 

居宅サービス計画の
交付 

決定したら、居宅サービス計画を利用者及びサービス担当者
に交付する。 
(条例第１６条第１１号) 

利用者宅への訪問 

特段の事情なくで

きていないと運営

基準減算対象 

モニタリング 

モニタリング結果を記録していない状態が１か月以上

継続している場合、運営基準減算対象 

（10）運営基準減算（Ｐ．72） 

できていないと 

運営基準減算対象 

原則、１か月に1度利用者の居宅を訪問して、利用者及び
その家族に面接する。 
(条例第１６条第１５号ア) 

モニタリングの結果を少なくとも1月に１回記録すること。 
(条例第１６条第１５号イ) 
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［参考様式１］ 

 

 ＜居宅介護支援事業者用＞ 

訪問・モニタリング・担当者会議実施 確認表 

 

利用者名                 （被保険者番号          ） №    

 

サービス開始年月    年   月 担当ケアマネ（当初）  

 

認定期間 新・更・変 R  ．  ．   ～ R  ．  ． 要介護１・２・３・４・５ 

認定期間 更・変 R  ．  ．   ～ R  ．  ． 要介護１・２・３・４・５ 

認定期間 更・変 R  ．  ．   ～ R  ．  ． 要介護１・２・３・４・５ 

認定期間 更・変 R  ．  ．   ～ R  ．  ． 要介護１・２・３・４・５ 

認定期間 更・変 R  ．  ．   ～ R  ．  ． 要介護１・２・３・４・５ 

認定期間 更・変 R  ．  ．   ～ R  ．  ． 要介護１・２・３・４・５ 

 

年月 訪問日 モニタ 

リング 

ケアプラ

ン作成

日・ 

変更日 

 

ケアプランの 

説明・同意・ 

交付の有無 

（○×） 

担当者会議日 

 

参加 

サービス 

担当者照会し

た 

サービス 

特記 

（区分変更、

入院、ケアマ

ネ変更等） 

 

R ． 

   

 

      

 

R ． 

   

 

      

 

R ． 

   

 

      

 

R ． 

   

 

      

 

R ． 

   

 

      

 

R ． 

   

 

      

 

R ． 

   

 

      

 

R ． 
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３ ケアプラン作成に当たっての留意点 

（１）福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の居宅サービス計画への反映 

 

【基準について】 省令解釈通知 第２の３（８）㉔ 

福祉用具貸与及び指定特定福祉用具販売については、その特性と利用者の心身の状況等を踏まえて、その必要

性を十分検討せずに選定した場合、利用者の自立支援は大きく阻害されるおそれがあることから、検討の過程を

記録する必要がある。 

このため、介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を位置付ける場合には、

サービス担当者会議を開催し、当該計画に福祉用具貸与及び特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければな

らない。 

さらに、対象福祉用具を居宅サービス計画に位置づける場合には、福祉用具の適時適切な利用及び利用者の安

全を確保する観点から、省令第１３条第５号の規定に基づき、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを

利用者が選択できることや、それぞれのメリット及びデメリット等、利用者の選択に資するよう、必要な情報を

提供しなければならない。なお、対象福祉用具の提案を行う際、利用者の心身の状況の確認に当たっては、利用

者へのアセスメントの結果に加え、医師やリハビリテーション専門職等からの意見聴取、退院・退所前カンファ

レンス又はサービス担当者会議等の結果を踏まえることとし、医師の所見を取得する具体的な方法は、主治医意

見書による方法のほか、診療情報提供書又は医師から所見を聴取する方法が考えられる。 

なお、福祉用具貸与については、居宅サービス計画作成後必要に応じて随時サービス担当者会議を開催して、

利用者が継続して福祉用具貸与を受ける必要性について専門的意見を聴取するとともに検証し、継続して福祉用

具貸与を受ける必要がある場合には、その理由を再び居宅サービス計画に記載しなければならない。なお、対象

福祉用具の場合については、福祉用具専門相談員によるモニタリングの結果も踏まえること。 

 

○ 要介護１の利用者について 

指定福祉用具貸与において、次の８品目に関し、要介護１の利用者に対しては、原則対象外です。 

（平成１２年２月１０日号外厚生省告示第１９号別表１１注６） 

 

 

 

 

ただし、【利用者等告示】第３１号のイで定める状態像に該当する者の場合は、「例外的に対象とす

る」ことができます。 

 

「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等」 

対象外種目 厚生労働大臣が定める者 
厚生労働大臣が定める者 

に該当する基本調査の結果 

ア 車いす及び 

車いす付属品 

次のいずかに該当する者 

(１) 日常的に歩行が困難な者 

(２) 日常生活範囲において移動の支援

が特に必要と認められる者 

 

基本調査 1-7「３. できない」 

－（※） 

イ 特殊寝台及び 

特殊寝台付属品 

次のいずかに該当する者 

(１) 日常的に起きあがりが困難な者 

(２) 日常的に寝返りが困難な者 

 

基本調査 1-4「３. できない」 

基本調査 1-3「３. できない」 

ウ 床ずれ防止用具 

及び体位変換器 

日常的に寝返りが困難な者 基本調査 1-3「３. できない」 

エ 認知症老人徘徊 

感知機器 

次のいずれにも該当する者 

(１) 意見の伝達、介護者への反応、記

憶又は理解のいずれかに支障がある

者 

 

 

 

 

 

基本調査 3-1 

「１. 調査対象者が意見を他者

に伝達できる」以外 又は 

基本調査 3-2～3-7 のいずれか

「２．できない」 又は 

基本調査 3-8～4-15 のいずれか

「１．ない」以外 

①車いす   ②車いす付属品   ③特殊寝台   ④特殊寝台付属品   ⑤床ずれ防止用具 

⑥体位変換器   ⑦認知症老人徘徊感知機器   ⑧移動用リフト（つり具の部分を除く） 
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(２) 移動において全介助を必要としな

い者 

その他、主治医意見 書におい

て、認知症の症状がある旨が記

載されている場合も含む 

基本調査 2-2「４．全介助」以外 

オ 移動用リフト 

（つり具の部分を除

く） 

次のいずかに該当する者 

(１) 日常的に立ち上がりが困難な者 

 

(２) 移乗が一部介助又は全介助を必要

とする者 

(３) 生活環境において段差の解消が必要

と認められる者 

 

（1）基本調査 1-8「３. できな

い」 

（2）基本調査 2-1「３. 一部介

助」又は「４．全介助」 

（3）－（※） 

 

○ 自動排泄処理装置について 

  自動排泄処理装置（尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く）に関しては、要介護１，２，３の利用者

に対しては、原則対象外です。（平成１２年２月１０日号外厚生省告示第１９号別表１１注６） 

ただし、【利用者等告示】第３１号のイで定める状態像に該当する者の場合は、「例外的に対象とす

る」ことができます。 

 

カ 自動排泄処理装置

(尿のみを自動的に吸

引する機能のものを除

く) 

次のいずれにも該当するもの 

(１) 排便が全介助を必要とするもの 

(２) 移乗が全介助を必要とするもの 

 

基本調査 2-6「４．全介助」 

基本調査 2-1「４．全介助」 

 

「例外的に対象とする」場合には… 【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第２の９（４） 

① 算定の可否の判断基準 

ア 原則として次の表の定めるところにより、「要介護認定等基準時間の推計の方法」（平成１２年３月２４

日号外厚生省告示第９１号）別表第１の調査票のうち基本調査の直近の結果（以下単に「基本調査の結果」

という。）を用い、その要否を判断するものとする。 

イ ただし、アの（２）「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」及びオの（３）「生

活環境において段差の解消が必要と認められる者」については、該当する基本調査結果がないため、主治の

医師から得た情報及び福祉用具専門相談員のほか、軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加す

るサービス担当者会議を通じた適切なケアマネジメントにより指定居宅介護支援事業者が判断することとな

る。なお、この判断の見直しについては、居宅サービス計画に記載された必要な理由を見直す頻度（必要に

応じて随時）で行うこととする。 

ウ また、アにかかわらず、次のⅰ）からⅲ）までのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判

断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要であ

る旨が判断されている場合にあっては、これらについて、市町村が書面等確実な方法により確認することに

より、その要否を判断することができる。この場合において、当該医師の医学的な所見については、主治医

意見書による確認のほか、医師の診断書又は担当の介護支援専門員が聴取した居宅サービス計画に記載する

医師の所見により確認する方法でも差し支えない。 

 

ⅰ） 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に利用者等告示

第３１号のイに該当する者（例 パーキンソン病の治療薬によるＯＮ・ＯＦＦ現象） 

ⅱ） 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに利用者等告示第３１号のイに該当する

に至ることが確実に見込まれる者（例 がん末期の急速な状態悪化） 

ⅲ） 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から利用者等告

示第３１号のイに該当すると判断できる者（例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、

嚥下障がいによる誤嚥性肺炎の回避） 

（注） 括弧内の状態は、あくまでもⅰ）～ⅲ）の状態の者に該当する可能性のあるものを例示したにすぎない。

また、逆に括弧内の状態以外の者であっても、ⅰ）～ⅲ）の状態であると判断される場合もありうる。 
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② 基本調査結果による判断の方法 

ア 当該軽度者の担当である指定居宅介護支援事業者から当該軽度者の「要介護認定等基準時間の推計の方法」

別表第１の認定調査票について必要な部分（実施日時、調査対象者等の時点の確認及び本人確認ができる部

分並びに基本調査の回答で当該軽度者の状態像の確認が必要な部分）の写し（以下「調査票の写し」とい

う。）の内容が確認できる文書を入手することによること。 

イ 当該軽度者に担当の指定居宅介護支援事業者がいない場合にあっては、当該軽度者の調査票の写しを本人

に情報開示させ、それを入手すること。 

 

【ポイント】 

（問） 「例外的に対象とする」場合には医師の所見は必須なのか？ 

（回答） 

町に確認を要する際には必須です。なお、医師の所見の確認方法として、医師に対し、必ず書面によって確

認することを求めてはいません。ただし、例えば主治医意見書の内容からその用具の必要性を推察するといっ

たことは医師の所見とは言えません。 

 

（問） 町への確認の時期について 

（回答） 

福祉用具の利用開始前に確認する必要があります。また、町への確認はその用具の必要性が継続してサービ

ス担当者会議等により確認される限り１度で結構です。したがって、認定の更新時など、サービスの継続を確

認する際にはこのことについてもご留意ください。 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） 令和６年３月１５日】 

 

〇 貸与と販売の提案に係る利用者の選択に資する情報提供について 

（問 101） 

福祉用具専門相談員又は介護支援専門員が提供する利用者の選択に当たって必要な情報とはどういったも

のが考えられるか。 

 

（回答） 

利用者の選択に当たって必要な情報としては、 

・ 利用者の身体状況の変化の見通しに関する医師やリハビリテーション専門職等から聴取した意見 

・ サービス担当者会議等における多職種による協議の結果を踏まえた生活環境等の変化や福祉用具の利用期

間に関する見通し 

・ 貸与と販売それぞれの利用者負担額の違い 

・ 長期利用が見込まれる場合は販売の方が利用者負担額を抑えられること 

・ 短期利用が見込まれる場合は適時適切な福祉用具に交換できる貸与が適していること 

・ 国が示している福祉用具の平均的な利用月数（※） 

等が考えられる。 

 

※ 選択制の対象福祉用具の平均的な利用月数（出典：介護保険総合データベース） 

・ 固定用スロープ：１３.２ヶ月 

・ 歩行器 ：１１.０ヶ月 

・ 単点杖 ：１４.６ヶ月 

・ 多点杖 ：１４.３ヶ月 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.５） 令和６年４月３０日】 

 

〇 モニタリングの実施時期について 

（問 3） 

福祉用具貸与計画の実施状況の把握（モニタリング）を行う時期を記載することとされたが、計画に記載
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する事項として、モニタリングの実施を予定する年・月に加え、日付を記載する必要があるのか。 

 

（回答） 

福祉用具貸与計画における次回のモニタリング実施時期については、例えば「何年何月頃」や「何月上

旬」等の記載を想定しており、必ずしも確定的な日付を記載する必要はない。一方で、利用者の身体状況や 

ADL に著しい変化が見込まれる場合等、利用者の状況に応じて特定の日に実施する必要があると判断される

ときは日付を記載することも考えられる。 

 

（問 8） 

一度貸与を選択した利用者に対して、一定期間経過後に、再度貸与の継続または販売への移行を提案する

場合において、改めて医師やリハビリテーション専門職から医学的所見を取得する必要があるのか？ 

 

（回答） 

販売への移行を提案する場合においては、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のいずれかから聴

取した意見又は、退院・退所時カンファレンス又はサービス担当者会議といった多職種による協議の結果を

踏まえる必要がある。貸与の継続に当たっては、必要に応じて聴取等をするものとして差し支えない。 

 

（２）訪問介護を位置付ける場合 

 

○ 介護保険の訪問介護サービスとして提供できる内容については、「訪問介護におけるサービス行為

ごとの区分等について」（平成１２年３月１７日老計第１０号）に例示されています。 

 

○ 居宅サービス計画に「生活援助」を位置付ける場合には、居宅サービス計画書に生活援助中心型の

算定理由その他やむを得ない事情の内容について記載しなければなりません。 

※同居家族がいる場合は、その家族が家事を行うことが困難である障がい、疾病等を明確にしておく

こと。 

なお、利用者家族が障がいや疾病でなくてもその他の事情により家事が困難な場合も利用可能な場

合があります。（例えば、家族が高齢で筋力が低下していて、行うのが難しい家事がある場合や、家

族が介護疲れで共倒れ等の深刻な問題が起きてしまうおそれがある場合、家族が仕事で不在の時に、

行わなくては日常生活に支障がある場合など。） 

 

〇 一定回数（厚生労働大臣が定める回数をいう。）以上の訪問介護を位置づける場合にその必要性を

居宅サービス計画に記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出る必要があります。 

 

〇 事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられたサービス費の総額が、区分支給限度

基準額に占める割合及び、訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合が厚

生労働大臣が定める基準に該当する場合であって、かつ、市町村からの求めがあった場合には、当該

居宅介護支援事業所の居宅サービス計画の利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護

が必要な理由等を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出る必要があります。 

 

〇  居宅サービス計画の届出頻度については、１度市町村が検証した居宅サービス計画の次回の届出は、

１年後で差し支えありません。 

 

（３）介護職員等によるたんの吸引等について 

 

居宅等における、たんの吸引（口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部）や経管栄養（胃ろう又は腸ろう、経鼻

経管栄養）については、医師の指示、看護師等との連携の下、介護福祉士（介護福祉士登録証に実地研修を修了

した喀痰吸引等行為が附記されていること）や認定特定行為業務従事者（具体的には、一定の研修を修了し、県

知事が認定したホームヘルパー等の介護職員、介護福祉士、特別支援学校教員等）に限られます。 

 

※ 詳しくは、「介護情報サービスかながわ」〉「書式ライブラリ検索」〉「１５．介護職員等によるたんの

吸引・経管栄養」を参照してください。 
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（４）サービス種類相互の算定関係について 

 

【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第２の１（２） 

特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護若しくは地域密着型特定施設入居者生活介護

を受けている間については、その他の指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに係る介護給付費

（居宅療養管理指導費を除く。）は算定しないものであること。ただし、特定施設入居者生活介護又は

認知症対応型共同生活介護の提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対

してその他の居宅サービス又は地域密着型サービスを利用させることは差し支えないものであること。

また、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている間については、訪問介護費、訪問入浴介護

費、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費、通所介護費及び通所リハビリテー

ション費並びに定期巡回・随時対応型訪問介護看護費、夜間対応型訪問介護費、地域密着型通所介護費、

認知症対応型通所介護費、小規模多機能型居宅介護費及び複合型サービス費は算定しないものであるこ

と。 

また、同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合は、訪問サービスの所定単位数は算

定できない。例えば、利用者が通所サービスを受けている時間帯に本人不在の居宅を訪問して掃除等を

行うことについては、訪問介護の生活援助として行う場合は、本人の安否確認・健康チェック等も合わ

せて行うべきものであることから、訪問介護（生活援助が中心の場合）の所定単位数は算定できない

（利用者不在時の訪問サービスの取扱いについては、当該時間帯に通所サービスを利用するかどうかに

かかわらず、同様である。）。 

なお、福祉用具貸与費については、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている者について

も算定が可能であること。 

 

（５）施設入所日及び退所日等における居宅サービスの算定について 

 

【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第２の１（３） 

介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院の退所（退院）日又は短期入所療養介護

のサービス終了日（退所・退院日）については、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管

理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できない。訪問介護等の福祉系サービスは別に算定でき

るが、施設サービスや短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリテーションを行えることから、退所

（退院）日に通所介護サービスを機械的に組み込むといった居宅サービス計画は適正でない。 

また、入所（入院）当日であっても当該入所（入院）前に利用する訪問通所サービスは別に算定でき

る。ただし、入所（入院）前に通所介護又は通所リハビリテーションを機械的に組み込むといった居宅

サービス計画は適正でない。 

また、施設入所（入院）者が外泊又は介護保健施設、経過的介護療養型医療施設若しくは介護医療院

の試行的退所を行っている場合には、外泊時又は試行的退所時に居宅サービスは算定できない。 

 

（６）集合住宅に居住する利用者等の減算について 

 

【訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・夜間対応型訪問介護】 

事業所の所在する建物と「同一敷地内」若しくは「隣接する敷地内の建物」若しくは「同一」の建物

（①）に居住する者、又は①以外の建物に居住する者（１月当たりの利用者が同一の建物に２０人以上

の場合）にサービスを提供した場合、所定単位数の 90/100 の単位数を算定します。また、①に居住する

利用者が１月当たり５０人以上の場合（②）、所定単位数の 85/100 の単位数を算定します。加えて、正

当な理由なく、事業所において、算定日の属する月の前６月間に提供したサービスの提供総数のうち、

同一敷地内等に居住する者（②に該当する場合を除く）に提供されたものの占める割合が 100 分の 90 以

上である場合、88/100 の単位数を算定します。 

 

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】 

事業所の所在する建物と「同一敷地内」若しくは「隣接する敷地内」若しくは「同一」の建物（①）

に居住する者にサービスを提供した場合、（Ⅰ）又は（Ⅱ）については１月につき 600 単位を所定単位

数から減算し、（Ⅲ）については所定単位数の 100/90 の単位数を算定します。また、①に居住する利用

者が１月当たり５０人以上の場合、（Ⅰ）又は（Ⅱ）については１月につき 900 単位を所定単位数から
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減算し、（Ⅲ）については所定単位数の 100/85 の単位数を算定します。 

 

【居宅療養管理指導】 

単一建物に居住する利用者に対し、居宅療養管理指導のサービス提供を行ったときは、その人数に応

じて「単一建物居住者に対して行う場合」の単位数を算定します。 

 

【通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護】 

事業所と同一建物に居住する者又は事業所と同一建物から事業所に通う者に対し、サービスを行った

場合は、所定単位数を減算します。 

 

（７）同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用した場合の取扱いについて 

 

【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第２の１（４） 

利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則とする。ただし、訪問介護と訪問

看護、又は訪問介護と訪問リハビリテーションを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者

の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要があると認められ

る場合に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定される。例えば、家庭の浴槽

で全身入浴の介助をする場合に、適切なアセスメント（利用者について、その有する能力、既に提供を

受けている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を

明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握

することをいう。以下同じ。）を通じて、利用者の心身の状況や介護の内容から同一時間帯に訪問看護

を利用することが必要であると判断され、３０分以上１時間未満の訪問介護（身体介護中心の場合）と

訪問看護（指定訪問看護ステーションの場合）を同一時間帯に利用した場合、訪問介護については 387

単位、訪問看護については 823 単位がそれぞれ算定されることとなる。 

 

（８）複数の要介護者がいる世帯において同一時間帯に訪問サービスを利用した場合の取扱いについて 

 

【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第２の１（５） 

それぞれに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計画上に位置づける。 

例えば、要介護高齢者夫婦のみの世帯に１００分間訪問し、夫に５０分の訪問介護（身体介護中心の

場合）、妻に５０分の訪問介護（身体介護中心の場合）を提供した場合、夫、妻それぞれ387単位ずつ算

定される。ただし、生活援助については、要介護者間で適宜所要時間を振り分けることとする。 

また、要介護者と要支援者等がいる世帯において同一時間帯に訪問介護及び法第１１５条の４５第１

項第１号イに規定する第１号訪問事業（指定事業者によるものに限る。）を利用した場合も同様に、訪

問介護費の算定に当たっては、要介護者へのサービスに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計画

上に位置付けること。生活援助についても、適宜所要時間を振り分けた上で、要介護者に係る訪問介護

費を算定すること。 

 

（９）訪問サービスの行われる利用者の居宅について 

 

【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第２の１（６） 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーションは、法の定義上、要介護者の居宅にお

いて行われるものとされており、要介護者の居宅以外で行われるものは算定できない。例えば、訪問介

護の通院・外出介助については、利用者の居宅から乗降場までの移動、バス等の公共交通機関への乗降、

移送中の気分の確認、（場合により）院内の移動等の介助などは要介護者の居宅以外で行われるが、こ

れは居宅において行われる目的地（病院等）に行くための準備を含む一連のサービス行為とみなし得る

ためである。居宅以外において行われるバス等の公共交通機関への乗降、院内の移動等の介助などのサ

ービス行為だけをもってして訪問介護として算定することはできない。 

 

※ 目的地が複数ある場合、その必要性、合理的理由があり、目的地間も含めて居宅を介した一連のサービス行

為として保険者が判断しうる場合は、通院・外出介助として取り扱うことが可能な場合もあります。ただし、
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複数の目的地がいずれも通院・外出介助の目的地として適切であり、かつ居宅を起点・終点としていることが

前提であり、従来どおりに目的地間の移送に伴う介護の部分を切り離して別途位置付けることはできません。 

 

（10）緊急に訪問介護を行った場合 

 

【基準】指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 別表１ 注１６ 

（平成１２年２月１０日号外厚生省告示第１９号） 

訪問介護費のイ（身体介護が中心である場合）について、利用者又はその家族等からの要請に基づき、

指定訪問介護事業所のサービス提供責任者が指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員と連携し、当該

介護支援専門員が必要と認めた場合に、当該訪問介護事業所の訪問介護員等が当該利用者の居宅サービ

ス計画において計画的に訪問することになっていない指定訪問介護を緊急に行った場合、訪問介護事業

所は１回につき 100 単位を加算する。 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【平成２１年４月改定関係 Ｑ＆Ａ(Vol.１) 平成２１年３月２３日】 

 

（問 31） 

緊急時訪問介護加算の算定時において、訪問介護計画及び居宅サービス計画の修正は必要か。 

 

（回答） 

緊急時訪問介護加算の算定時における事務処理については、次の取扱いとすること。 

① 指定訪問介護事業所における事務処理 

・訪問介護計画は必要な修正を行うこと。 

・居宅サービス基準第１９条に基づき、必要な記録を行うこと。 

② 指定居宅介護支援における事務処理 

・居宅サービス計画の変更を行うこと（すべての様式を変更する必要はなく、サービス利用票の

変更等、最小限の修正で差し支えない。）。 

 

（問 32） 

ヘルパーの訪問時に利用者の状態が急変した際等の要請に対する緊急対応等について、緊急時訪問

介護加算の対象とはなるか。 

 

（回答） 

この場合は、緊急時訪問介護加算の対象とはならない。 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【平成２４年度介護報酬改定に関する Ｑ＆Ａ(Vol.１)】 

 

（問 16） 

緊急時訪問介護加算の算定時における訪問介護の所要時間はどのように決定するのか。 

 

（回答） 

要請内容から想定される、具体的なサービス内容にかかる標準的な時間とする。したがって、要請内容につ

いては適切に把握しておくこと。 

また、本加算の特性上、要請内容からは想定できない事態の発生も想定されることから、現場の状況を介護

支援専門員に報告した上で、介護支援専門員が、当初の要請内容からは想定しがたい内容のサービス提供が必

要と判断（事後の判断を含む。）した場合は、実際に提供したサービス内容に応じた標準的な時間（現に要し

た時間ではないことに留意すること。）とすることも可能である。 

なお、緊急時訪問介護加算の算定時は、前後の訪問介護との間隔は概ね２時間未満であっても所要

時間を合算する必要はなく、所要時間２０分未満の身体介護中心型（緊急時訪問介護加算の算定時に

限り、２０分未満の身体介護に引き続き生活援助中心型を行う場合の加算を行うことも可能）の算定

は可能であるが、通常の訪問介護費の算定時と同様、訪問介護の内容が安否確認・健康チェック等の

場合は、訪問介護費の算定対象とならないことに留意すること。 
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（11）医療系サービスを位置付ける場合 

 

【基準について】 省令解釈通知 第２の３（８）㉒ 

訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導、短期入所療養介護、定期

巡回・随時対応型訪問介護看護（訪問看護サービスを利用する場合に限る。）及び看護小規模多機能型居宅介護

（訪問看護サービスを利用する場合に限る。）については、主治の医師等がその必要性を認めたものに限られる

ものであることから、介護支援専門員は、これらの医療サービスを居宅サービス計画に位置付ける場合にあって

は主治の医師等の指示があることを確認しなければならない。 

このため、利用者がこれらの医療サービスを希望している場合その他必要な場合には、介護支援専門員は、あ

らかじめ、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めるとともに、主治の医師等とのより円滑な連携に資す

るよう、当該意見を踏まえて作成した居宅サービス計画については、意見を求めた主治の医師等に交付しなけれ

ばならない。なお、交付の方法については、対面のほか、郵送やメール等によることも差し支えない。また、こ

こで意見を求める「主治の医師等」については、要介護認定の申請のために主治医意見書を記載した医師に限定

されないことに留意すること。特に、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションについては、医療機

関からの退院患者において、退院後のリハビリテーションの早期開始を推進する観点から、入院中の医療機関の

医師による意見を踏まえて、速やかに医療サービスを含む居宅サービス計画を作成することが望ましい。 

なお、医療サービス以外の指定居宅サービス等を居宅サービス計画に位置付ける場合にあって、当該指定居宅

サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは、介護支援専門員は、当該留

意点を尊重して居宅介護支援を行うものとする。 

 

（12）居宅療養管理指導に基づく情報提供について 

 

医師、歯科医師又は薬剤師が居宅療養管理指導を行った場合、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策

定等に必要な情報提供を行わなければなりません。情報を受けた介護支援専門員は、居宅サービス計画の策定等

に当たり、当該情報を参考にするようにしてください。 

 

（13）通所介護・通所リハビリテーションのサービス開始時間及び終了時間について 

 

サービス提供にあたっては、利用者ごとに定めた通所介護計画等における通所介護サービスの内容、当日のサ

ービスの提供状況、家族の出迎え等の都合で、サービス提供の開始・終了のタイミングが利用者ごとに前後する

ことはあり得るものであり、また、利用者ごとに策定した通所介護計画に位置付けられた内容の通所介護が一体

的に提供されていると認められる場合は、同一単位で提供時間数の異なる利用者に対して、サービス提供を行う

ことも可能です。 

 

（14）定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスとの連携について 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスを居宅サービス計画に位置付ける際、アセスメントから居宅サー

ビス計画の作成等に至るケアマネジメントの流れは、他の介護サービスと同様ですが、具体的なサービス提供の

日時等は当該事業所において決定され、当該事業所よりその内容について居宅介護支援事業所に報告することと

されており、報告を受けた後に、必要に応じて居宅サービス計画の変更を行う必要があります。 

 

（15）医療保険と介護保険の関係について 

 

要介護認定を受けている利用者に対して訪問看護を提供する場合、介護保険の訪問看護を算定することが原則

ですが、下記の末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等（利用者等告示第４号）に該当する利用

者に対しては、医療保険の訪問看護を位置付けなければなりません。 

 

【末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等】 
①末期の悪性腫瘍  ②多発性硬化症   ③重症筋無力症  ④スモン  ⑤筋萎縮性側索硬化症 

⑥脊髄小脳変性症  ⑦ハンチントン病  ⑧進行性筋ジストロフィー症  ⑨パーキンソン病関連疾患 

⑩多系統萎縮症   ⑪プリオン病    ⑫亜急性硬化性全脳炎     ⑬ライソゾーム病 

⑭副腎白質ジストロフィー        ⑮脊髄性筋萎縮症       ⑯球脊髄性筋萎縮症 
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⑰慢性炎症性脱髄性多発神経炎      ⑱後天性免疫不全症候群    ⑲頚髄損傷 

⑳人工呼吸器を使用している状態 

 

（16）暫定ケアプランについて 

 

要介護・要支援認定の新規申請・区分変更申請など、認定申請後に要介護度（要支援度）が確定するまでの間

については、当該暫定ケアプランに基づきサービスを利用することが可能です。 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【平成１８年４月改定関係 Ｑ＆Ａ(Vol.２) 平成１８年３月２７日】 

 

(問 52) 
要介護・要支援認定の新規申請、区分変更申請など、認定申請後に要介護度（要支援度）が確定する

までの間のいわゆる暫定ケアプランについては、どこが作成し、また、その際には、介護給付と予防給

付のどちらを位置付ければよいのか。 

 

(回答) 

いわゆる暫定ケアプランについては、基本的にはこれまでと同様とすることが考えられる。したがっ

て、要介護認定又は要支援認定を申請した認定前の被保険者は、市町村に届出の上で、居宅介護支援事

業者又は介護予防支援事業者に暫定ケアプランを作成してもらい、又は自ら作成し、当該暫定ケアプラ

ンに基づきサービスを利用することが考えられる。 

その際、居宅介護支援事業者（介護予防支援事業者）は、依頼のあった被保険者が明らかに要支援者

（要介護者）であると思われるときには、介護予防支援事業者（居宅介護支援事業者）に作成を依頼す

るよう当該被保険者に介護予防支援事業者（居宅介護支援事業者）を推薦することが考えられる。ま

た、仮に居宅介護支援事業者において暫定ケアプランを作成した被保険者が、認定の結果、要支援者と

なった場合については、当該事業者の作成した暫定ケアプランについては、当該被保険者が自ら作成し

たものとみなし、当該被保険者に対して給付がなされないことがないようにすることが望ましい。 

なお、いずれの暫定ケアプランにおいても、仮に認定の結果が異なった場合でも利用者に給付がなさ

れるよう介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者の両方の指定を受けている事業者をケアプラ

ン上は位置付けることが考えられる。 

 

（17）緊急時における短期利用の対応について 

 

〇 利用者の状態や家族等の事情により、介護支援専門員が緊急に短期入所生活介護を受けることが必要と認め

た者については、当該利用者及び短期入所生活事業所の利用者の処遇に支障がない場合に限り、短期入所生活

介護において専用の居室以外の静養室での受入れが可能です。 

⇒ 提供日数は７日間が限度（日常生活上の世話を行う家族の疾病等、やむを得ない事情があるときは１４日

間まで） 

⇒ 受け入れることができる 利用者数は、利用定員が４０人未満である場合は１人まで、利用定員が４０人

以上である場合は２人まで 

 

〇 小規模多機能型居宅介護事業所又は看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用者の状態や家族等の事情によ

り、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が緊急に該当サービスを受けることが必要と認めた者について

は、当該事業所の登録者へのサービス提供に支障がないと当該事業所の介護支援専門員が認めた場合に限り、

当該事業所での短期利用での受入れが可能です。 

⇒ 利用期間は７日以内（日常生活上の世話を行う家族の疾病等、やむを得ない事情があるときは１４日以

内）宿泊室を活用する場合については、登録者の宿泊サービスの利用者と登録者以外の短期利用者の合計

が、宿泊定員の範囲内で、空いている宿泊室を利用するものであること 

 

（参考）指定短期入所生活介護の長期利用について 

 

【国Ｑ＆Ａ】 
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【令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.３） 令和３年３月２６日】 

 

○ 連続利用日数の考え方 

（問67） 

連続して３０日を超えてサービス提供を受けている場合、30日を超える日以降に受けたサービスについては

介護報酬の請求が認められていないが、この連続利用日数を計算するにあたり、例えばＡ事業所にて連続１５

日間（介護予防）短期入所介護費を請求した後、同日にＢ事業所（Ａ事業所と同一、隣接若しくは近接する敷

地内にない事業所）の利用を開始し、利用開始日を含めて連続１５日間（介護予防）短期入所生活介護費を請

求した場合、連続利用日数は何日となるのか。 

 

（回答） 

３０日となる。（介護予防）短期入所生活介護の利用日数は、原則として利用を開始した日及び利用を終 

了した日の両方を含むものとされており、連続利用日数の考え方もこれに連動して介護報酬を請求した日数 

をもとに算定されるものである。このため、Ａ事業所からＢ事業所に利用する事業所を変更した日について 

は、Ａ事業所・Ｂ事業所とも介護報酬請求を行うことから、利用変更日は２日と計算される。なお、上記の 

事例におけるＢ事業所がＡ事業所と同一敷地内にある場合、又は隣接若しくは近接する敷地における介護保 

険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われている事業所であった場合は、Ａ事業所は利用 

を終了した日の介護報酬請求はできないこととなっていることから、連続利用日数は２９日となる。 

 

（問68） 

連続して３０日を超えてサービス提供を受けている場合、３０日を超える日以降に受けたサービスについて

は 介護報酬の請求が認められていないが、例えばＡ事業所にて連続３０日間（介護予防）短期入所生活介護

費を請求し、同日にＢ事業所（Ａ事業所と同一、隣接若しくは近接する敷地内にない事業所）の利用を開始し

た場合、Ｂ事業所は利用開始日から介護報酬を請求することが可能であるか。 

 

（回答） 

Ａ事業所においてすでに連続して３０日間（介護予防）短期入所生活介護費を請求していることから、Ｂ事

業所は利用開始日においては介護報酬を請求することはできず、当該日のサービス提供に係る費用は利用者の

自己負担によることとなり、利用開始日の翌日からは介護報酬を請求することができる。 なお、上記の事例

におけるＢ事業所がＡ事業所と同一敷地内にある場合、又は隣接若しくは近接する敷地における介護保険施設

等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われている事業所であった場合は、Ａ事業所は利用を終了し

た日の介護 報酬は請求できないこととなっていることから、Ｂ事業所は利用開始日には介護報酬を請求する

ことができるが、Ｂ事業所の利用開始日をもって連続して３０日間（介護予防）短期入所生活介護費を算定し

ていることとなることから、利用開始日の翌日は介護報酬を請求することはできず、当該日のサービス提供に

係る費用は利用者の自己負担によることとなり、利用開始日の翌々日から再び介護報酬を請求することができ

る。 

 

○ 長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合の減算 

（問74） 

同一の指定短期入所生活介護事業所から３０日間連続して短期入所生活介護の提供を受け、その翌日１日同

事業所を自費で利用し、自費利用終了後再び短期入所生活介護の提供を受けることとなった場合、長期利用者

に対して短期入所生活介護を提供する場合の減算はいつから適用されるのか。 

 

（回答） 

自費利用終了後再び短期入所生活介護の提供を受けることとなった日から減算が適用される。なお、長期利

用者に対して短期入所生活介護を提供する場合の減算は、同一の指定短期入所生活介護事業所を連続３０日を

超 えて利用している者について、それまでの間のサービス利用に係る費用を介護報酬として請求しているか

否かに関わらず、連続３０日を超える日以降の介護報酬請求において適用するものである。このため、例えば

同一の指定短期入所生活介護事業所から２８日間連続して短期入所生活介護の提供を受け、そのまま１日同事

業所を自費で利用し、自費利用終了後再び短期入所生活介護の提供を受けることとなった場合は、自費利用終

了後再び短期入所生活介護の提供を受けることとなった日の翌日（連続３０日を超える日）から減算が適用さ

れる。 

※平成２７年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.１）（平成２７年４月１日）問76は削除する。 
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Ⅳ 介護報酬請求上の注意点について 

１ 報酬請求における取扱い 

（１）取扱件数による居宅介護支援費の算定方法 

 

【基準】 費用基準告示 別表 

居宅介護支援費は取扱件数によって、以下の表のとおり分かれています。 

 

居宅介護支援費（Ⅰ） 取扱件数 要介護１・要介護２ 要介護３・要介護４・ 要介護５ 

居宅介護支援費（ⅰ） 45件未満 1,086単位／月 1,411単位／月 

居宅介護支援費（ⅱ） 45件以上～60件未満 544単位／月 704単位／月 

居宅介護支援費（ⅲ） 60件以上 326単位／月 422単位／月 

居宅介護支援費（Ⅱ） 取扱件数 要介護１・要介護２ 要介護３・要介護４・ 要介護５ 

居宅介護支援費（ⅰ） 50件未満 1,086単位／月 1,411単位／月 

居宅介護支援費（ⅱ） 50件以上～60件未満 527単位／月 683単位／月 

居宅介護支援費（ⅲ） 60件以上 316単位／月 410単位／月 

※ 居宅介護支援費（Ⅱ）については、ケアプランデータ連携システムの活用並びに事務職員の配置を行って

いる事業所が算定する。 

 

〇 ケアプランデータ連携システムの活用 

【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第３の７（２） 

「公益社団法人国民健康保険中央会（昭和３４年１月１日に社団法人国民健康保険中央会という名称で設立

された法人をいう。）が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使用に

係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理システム」は、いわゆる「ケ

アプランデータ連携システム」を指しており、ケアプランデータ連携システムの利用申請をし、クライアント

ソフトをインストールしている場合に当該要件を満たしていることとなり、当該システムによる他の居宅サー

ビス事業者とのデータ連携の実績は問わない。 

 

〇 事務職員の配置 

【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第３の７（３） 

事務職員については、当該事業所の介護支援専門員が行う指定居宅介護支援等基準第１３条に掲げる一連の

業務等の負担軽減や効率化に資する職員とするが、その勤務形態は常勤の者でなくても差し支えない。 

なお、当該事業所内の配置に限らず、同一法人内の配置でも認められる。勤務時間数については特段の定め

を設けていないが、当該事業所における業務の実情を踏まえ、適切な数の人員を配置する必要がある。 

 

〇 居宅介護支援費の割り当て 

【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第３の７（４） 

居宅介護支援費（ⅰ）、（ⅱ）又は（ⅲ）の利用者ごとの割り当ては、利用者の契約日が古いものから順に、

１件目から４４件目（常勤換算方法で１を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっては、４５にその数を

乗じた数から１を減じた件数（小数点以下の端数が生じる場合は、その端数を切り捨てた件数）まで）につい

ては居宅介護支援費（ⅰ）を算定し、４５件目（常勤換算方法で１を超える数の介護支援専門員がいる場合に

あっては、４５にその数を乗じた件数）以降については、取扱件数に応じ、それぞれ居宅介護支援費（ⅱ）又

は（ⅲ）を算定すること。 

ただし、居宅介護支援費（Ⅱ）を算定する場合は、「４４件目」を「４９件目」と、「４５」を「５０」と

読み替える。 
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〇 取扱件数の取扱い 

【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第３の７（１） 

基本単位の居宅介護支援費（ⅰ）、居宅介護支援費（ⅱ）、居宅介護支援費（ⅲ）を区分するための取扱件

数の算定方法は、当該指定居宅介護支援事業所全体の利用者（月末に給付管理を行っている者をいう。）の総

数に指定介護予防支援に係る利用者の数に３分の１を乗じた数を加えた数を当該事業所の常勤換算方法により

算定した介護支援専門員の員数で除して得た数とする。 

 

 

 

上記算定方法を次表に示します。これを毎月計算し、算出された取扱件数Ｃに応じた居宅介護支援費を請求

してください。 

 

Ａ．事業所全体の利用者数 

介護度別に人数を記入。介護予防支援は受託件数×1/3の数字を記入。 

 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 介護予防支援受託件数×1/3 

 

   人 

 

   人 

 

   人 

 

   人 

 

   人 
件 (ﾛ) 

                           

 

合計     人 (ｲ) 

(ｲ)＋(ﾛ)  

 

             人 

 

Ｂ．常勤換算方法により算定した介護支援専門員の員数 

※ 計算は、暦月で行うこと。 

 

 

Ｃ．Ａ÷Ｂ＝取扱件数 

 

件 

 

 

 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【平成１８年４月改定関係 Ｑ＆Ａ(Vol.２) 平成１８年３月２７日】 

 

（問30） 

居宅介護支援費の算定区分の判定のための取扱件数については、事業所に所属するケアマネジャー１人当た

りの平均で計算するという取扱いでよいのか。 

 

（回答） 

基本的には、事業所に所属するケアマネジャー１人（常勤換算）当たりの平均で計算することとし、事業所

の組織内の適正な役割分担により、事業内のケアマネジャーごとに多少の取扱件数の差異が発生し、結果的に

一部ケアマネジャーが当該事業所の算定区分に係る件数を超える件数を取り扱うことが発生することも差し支

えない。ただし、一部のケアマネジャーに取扱件数が著しく偏るなど、居宅介護支援の質の確保の観点で支障

があるような場合については、是正する必要がある。 

 

（問31） 

ケアマネジャー１人当たりというのは、常勤換算によるものか。その場合、管理者がケアマネジャーであれ

ば１人として計算できるのか。 

 

常勤換算方法 （Ｐ．9） 
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（回答） 

取扱件数や介護予防支援業務受託上限の計算に当たっての「ケアマネジャー１人当たり」の取扱について

は、常勤換算による。なお、管理者がケアマネジャーである場合、管理者がケアマネジメント業務を兼ねてい

る場合については、管理者を常勤換算１のケアマネジャーとして取り扱って差し支えない。ただし、管理者と

しての業務に専念しており、ケアマネジメント業務にまったく従事していない場合については、当該管理者に

ついては、ケアマネジャーの人数として算定することはできない。 

 

（関連質問） 

管理者がケアマネジメント業務と、同一建物の訪問介護事業所の管理者を兼ねているような場合の常勤換

算の考え方はどのようなものか？ 

 

（回答） 

同一建物内の他サービスに従事している時間については除き、居宅介護支援事業所にて業務を行った時間

のみにより常勤換算を行う。 

 

（問32） 

報酬の支給区分の基準となる取扱件数は、実際に報酬請求を行った件数という意味か。 

 

（回答） 

取扱件数の算定は、実際にサービスが利用され、給付管理を行い、報酬請求を行った件数をいう。したがっ

て、単に契約をしているだけのケースについては、取扱件数にカウントしない。 

 

（問36）※Ｑ＆Ａ発出時ままの文章を掲載しています。 

取扱件数が40件を超過することを理由に一律に、サービス提供を拒否すれば、基準違反になるのか。 

 

（回答） 

指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なくサービス提供を拒否できないこととされている。ただし、現行

制度上も、例えば、当該事業所の現員からは利用申し込みに応じきれない場合などについては「正当な理由」

に該当するものとされている。 

したがって、４０件を超えることを理由に拒否するケースについて、一概に適否を判断するのではなく、従

前どおり、個別ケースの状況に応じて、判断すべきである。 

なお、いずれにせよ、自らサービスを提供できない場合については、利用者に対して事情を丁寧に説明した

上で、別の事業所を紹介するなど利用者に支障がないよう配慮することが必要である。 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） 令和６年３月１５日】 

 

（問 114） 

利用者数が介護支援専門員１人当たり４５件以上の場合における居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅰ）、居宅介護支

援費（Ⅰ）（ⅱ）又は居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅲ）の割り当てについて具体的に示されたい。 

 

（回答） 

【例１】取扱件数８０人で常勤換算方法で１．６人の介護支援専門員がいる場合 

①４５（件）×１．６（人）＝７２（人） 

②７２（人）－１（人）＝７１（人）であることから、 

１件目から７１件目については、居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅰ）を算定し、７２件目から８０件目については、

居宅介護支援費（Ⅰ)（ⅱ）を算定する。 

 

【例２】取扱件数１６０人で常勤換算方法で２．５人介護支援専門員がいる場合 

①４５（件）×２．５（人）＝１１２．５（人） 

②端数を切り捨てて１１２（人）であることから、 

１件目から１１２件目については、居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅰ）を算定する。 

１１３件目以降については、 

③６０（件）×２．５（人）＝１５０（人） 
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④１５０（人）－１（人）＝１４９（人）であることから、 

１１３件目から１４９件目については居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅱ）を算定し、１５０件目から１６０件まで

は、居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅲ）を算定する。 

※ 平成２１年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.１）（平成２１年３月２３日）問58 の修正。 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【平成２１年４月改定関係 Ｑ＆Ａ(Vol.１) 平成２１年３月２３日】 

※Ｑ＆Ａ発出時ままの文章を掲載しています。 

 

（問59） 

取扱件数３９・４０件目又は５９・６０件目に当たる利用者について、契約日は同一であるが、報酬単価が

異なる利用者（「要介護１・２：1,005単位／月」と「要介護３・４・５：1,306単位／月」）であった場合、

当該利用者をどのように並べるのか。 

 

（回答） 

利用者については、契約日順に並べることとしているが、居宅介護支援費の区分が異なる３９件目と４０件

目又は５９件目と６０件目において、それぞれに当たる利用者の報酬単価が異なっていた場合については、報

酬単価が高い利用者（「要介護３・４・５：1,306単位／月」）から先に並べることとし、４０件目又は６０

件目に報酬単価が低い利用者（「要介護１・２：1,005単位／月」）を位置付けることとする。 

 

（問61） 

事業の譲渡、承継が行われた場合の逓減制の取扱いを示されたい。 

 

（回答） 

事業の譲渡、承継が行われた場合には、新たに当該事業所の利用者となる者については、譲渡・承継の日

を契約日として取り扱うこととする。逓減制に係る４０件目及び６０件目の取扱いについては、問 59 を参照

すること。 

 

（２）月の途中で、事業者の変更がある場合 

 

【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第３の２ 

利用者に対して月末時点で居宅介護支援を行い給付管理票を国保連合会に提出する事業者について居宅介

護支援費を算定する趣旨であるため、月の途中で事業者の変更があった場合には、変更後の事業者について

のみ居宅介護支援費を算定するものとする（ただし、月の途中で他の市町村に転出する場合を除く。）。 

 

（３）月の途中で要介護度に変更があった場合（要介護 ⇔ 要支援、小規模多機能型の利用） 

 

【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第３の３ 

要介護１又は要介護２と、要介護３から要介護５までは居宅介護サービス計画費の単位数が異なることから、

要介護度が要介護１又は要介護２から、要介護３から要介護５までに変更となった場合の取扱いは、月末にお

ける要介護度区分に応じた報酬を請求するものとする。 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【平成１８年４月改定関係 Ｑ＆Ａ(Vol.２) 平成１８年３月２７日】 

 

（問37） 

月の途中で要支援状態区分から要介護状態区分に変更となり、事業所が変更となった場合の取り扱いはどの

ように行うのか。 

 

（回答） 

月の途中に要支援状態区分から要介護状態区分に変更となり、事業所が変更となった場合には、介護支援業

務を行う主体が地域包括支援センターたる介護予防支援事業者から居宅介護支援事業者に移るため、担当する

事業者が変更となるが、この場合には、月末に担当した事業所（小規模多機能型居宅介護事業所及び介護予防
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小規模多機能型居宅介護事業所を除く。）が給付管理票を作成し、提出することとし、居宅介護支援費を併せ

て請求するものとする。 

また、逆の場合は、月末に担当した地域包括支援センターたる介護予防支援事業者が給付管理票を作成、提

出し、介護予防支援費を請求するものとする。 

 

（問38） 

居宅介護支援事業所の介護支援専門員を利用している者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合、

介護支援専門員は当該小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員に変更されることとなり、国保連合会

への「給付管理票」の作成と提出については、当該小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が行うこ

ととなるが、月の途中で変更が行われた場合の小規模多機能型居宅介護の利用開始前又は利用終了後の居宅介

護サービス利用に係る国保連合会への「給付管理票」の作成と提出はどこが行うのか。 

 

（回答） 

利用者が月を通じて小規模多機能型居宅介護（又は介護予防小規模多機能型居宅介護。以下略）を受けてい

る場合には、小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員がケアプラン作成を行うこととなる。この場合

の給付管理は、他の居宅介護サービスを含めて「給付管理票」の作成と提出を行い、当該月について居宅介護

支援費（又は介護予防支援費。以下略）は算定されないこととなる。 

月の途中で小規模多機能型居宅介護の利用を開始又は終了した場合は、居宅介護支援費の算定は可能である

ため、小規模多機能型居宅介護の利用開始前又は利用終了後の居宅介護支援事業所の介護支援専門員が小規模

多機能型居宅介護を含めてその利用者に係る「給付管理票」の作成と提出を行い、居宅介護支援費の請求を行

うこととなる 。 

なお、同月内で複数の居宅介護支援事業所が担当する場合には、月末時点（又は最後）の居宅介護支援事業

所の介護支援専門員が「給付管理票」の作成と提出を行い、居宅介護費を提出することとなる。 

 

（４）月の途中で、他の市町村に転出する場合 

 

【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第３の４ 

利用者が月の途中に他の市町村に転出する場合には、転出の前後のそれぞれの支給限度額は、それぞれの

市町村で別々に管理することになることから、転入日の前日までの給付管理票と転入日以降の給付管理票も

別々に作成すること。この場合、それぞれの給付管理票を同一の居宅介護支援事業者が作成した場合であっ

ても、それぞれについて居宅介護支援費が算定されるものとする。 

 

（５）サービス利用票を作成した月において利用実績のない場合 

 

【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第３の５ 

サ－ビス利用票の作成が行われなかった月及びサ－ビス利用票を作成した月においても利用実績のない月に

ついては、給付管理票を作成できないため、居宅介護支援費は請求できない。 

ただし、病院若しくは診療所又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設（以下「病院等」とい

う。）から退院又は退所する者等であって、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みが

ないと診断した利用者については、当該利用者に対してモニタリング等の必要なケアマネジメントを行い、給

付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っている場合は請求することができる。 

なお、その際は居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等において記録を

残しつつ、居宅介護支援事業所において、それらの書類等を管理しておくこと。 

 

（６）介護予防支援業務の受託に当たっての注意点 

 

指定介護予防支援の業務委託について、１つの指定居宅介護支援事業所に委託できることができる件数に制

限はありませんが、業務の受託に当たっては、その業務量等を勘案し、指定居宅介護支援の業務が適正に実施

できるよう配慮しなければなりません。  
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２ 加算・減算 

 加           算 

（１）初回加算 300単位/月  

（２）特定事業所加算 
（Ⅰ）519単位/月 （Ⅱ）421単位/月  

（Ⅲ）323単位/月  （A）114単位/月  

（３）特定事業所医療介護連携加算 125 単位/月  

（４）入院時情報連携加算 （Ⅰ）250単位/月 （Ⅱ）200単位/月  

（５）退院・退所加算 

（Ⅰ）イ 450単位/回 （Ⅰ）ロ 600単位/回  

（Ⅱ）イ 600単位/回 （Ⅱ）ロ 750単位/回  

（Ⅲ）900単位/回  

（６）通院時情報連携加算 50 単位/月  

（７）緊急時等居宅カンファレンス加算 200単位/回  

（８）ターミナルケアマネジメント加算 400単位/月  

 

減           算 

（９）特定事業所集中減算 ▼ 200単位/月 （※全プラン６月間）  

（10）運営基準減算 

▼ 所定単位数の100分の50/月  

▼ 所定単位数は算定しない  

（運営基準減算が２月以上継続している場合） 

（11）高齢者虐待防止措置未実施減算 ▼ 所定単位数の100分の1/月  

（12）業務継続計画未策定減算 ▼ 所定単位数の100分の1/月  

（13）同一建物減算 ▼ 所定単位数の100分の5/月  

 

（１）初回加算 

 

【基準】 費用基準告示 別表 ロ 

【利用者等告示】 五十六 

【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第３の１２ 

初回（新規に居宅サービス計画を作成する場合、要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作

成する場合及び要介護状態区分が２区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合）の居宅介護支

援費に加算する。 

※ 当該加算と退院・退所加算を同時に算定することはできません。 

 

〇 初回加算 ： 300単位／月 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【平成 18 年４月改定関係 Ｑ＆Ａ(Vol.２) 平成１８年３月２７日】 

 

（問9） 

利用者が要介護者から要支援者に変更となった事例について、従前、ケアプランを作成していた居宅介護支

援事業所が、地域包括支援センターから委託を受けて、新規に介護予防サービス計画を作成する場合、初回加

算は算定できるのか。 

 

（回答） 

初回加算については、介護予防サービス計画を新たに作成するに当たり、新たなアセスメント等を要するこ

とを評価したものであり、お尋ねの事例については、算定可能である。 

なお、この考え方については、居宅介護支援費に係る初回加算についても、共通である。 
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（問10） 

介護予防支援業務を委託している居宅介護支援事業所が変更となった場合についても、初回加算を算定する

ことができるのか。また、転居等により介護予防支援事業所が変更となった場合はどうか。 

 

（回答） 

前者のケースについては、委託された居宅介護支援事業所は変更になっても、当該介護予防支援事業所とし

ては初めて当該利用者を担当するわけではないので、初回加算を算定することができない。 

また、後者のように、転居等により介護予防支援事業所が変更となった場合については、介護予防支援事業

所としては初めて当該利用者を担当するわけなので、初回加算を算定することが可能である。 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【平成２１年４月改定関係 Ｑ＆Ａ(Vol.１) 平成２１年３月２３日】 

 

（問62） 

初回加算において、新規に居宅サービス計画を作成する場合の「新規」の考え方について示されたい。 

 

（回答） 

契約の有無に関わらず、当該利用者について、過去二月以上、当該居宅介護支援事業所において居宅介護支

援を提供しておらず、居宅介護支援が算定されていない場合に、当該利用者に対して居宅サービス計画を作成

した場合を指す。なお、介護予防支援における初回加算についても、同様の扱いとする。 

 

（２）特定事業所加算 

 

【基準】 費用基準告示 別表 ハ 

 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村

長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅介護支援事業所は、当該基準に掲げる区分に従い、

１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

趣旨【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第３の１４（１） 

特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の高い人材の確保、質の高い

ケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の

向上に資することを目的とするものである。 

 

基本的取扱方針【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第３の１４（２） 

各特定事業所加算の対象となる事業所については、 

・ 公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所であること 

・ 常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、どのような支援困難ケースでも適切

に処理できる体制が整備されている、いわばモデル的な居宅介護支援事業所であること 

が必要となる。 

本制度については、こうした基本的な取扱方針を十分に踏まえ、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応

など、質の高いケアマネジメントの実施が求めらる。 

 

情報の提供【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第３の１４（３）⑰ 

特定事業所加算取得事業所については、介護保険法に基づく情報公表を行うほか、積極的に特定事業所加算取

得事業所である旨を表示するなど利用者に対する情報提供を行うこと。 

また、利用者に対し、特定事業所加算取得事業所である旨及びその内容が理解できるよう説明を行うこと。 
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手続【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第３の１４（４） 

本加算の要件を満たさなくなった場合は、直ちに加算取下げの届出を行うこと。 

なお、本加算を取得した特定事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、

２年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなければならない。 

 

○ 特定事業所加算（Ⅰ） ： 519単位／月 

 次のいずれにも適合すること。 

【大臣基準告示 八十四 イ】 
厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針 

【費用基準解釈通知 第３の１４（３）】 

（1）専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常

勤の主任介護支援専門員を２名以上配置

していること。 

ただし、利用者に対する指定居宅介護支

援の提供に支障がない場合は、当該事業

所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地

内にある他の事業所の職務と兼務をして

も差し支えない。 

 

当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、当該

事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所

の職務を兼務しても差し支えない。 

なお、「当該事業所の他の職務」とは、地域包括支援センター

の設置者である指定介護予防支援事業者からの委託を受けて指定

介護予防支援を提供する場合や、地域包括支援センターの設置者

からの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合等が考えられ

る。 

 

（2）専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常

勤の介護支援専門員を３名以上配置して

いること。 

ただし、利用者に対する指定居宅介護支

援の提供に支障がない場合は、当該事業

所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地

内にある指定介護予防支援事業所（指定

居宅介護支援事業者である指定介護予防

支援事業者の当該指定に係る事業所に限

る。以下同じ。）の職務と兼務をしても

差し支えない。 

 

常勤かつ専従の介護支援専門員については、当該事業所の業務

に支障がない場合は、当該事業所の他の職務と兼務をし、又は同

一敷地内にある指定介護予防支援事業所（（14）から（16）にお

いて同じ。）の職務と兼務をしても差し支えないものとする。 

なお、「当該事業所の他の職務」とは、地域包括支援センター

の設置者である指定介護予防支援事業者からの委託を受けて指定

介護予防支援を提供する場合や、地域包括支援センターの設置者

からの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合等が考えられ

る。 

また、常勤かつ専従の介護支援専門員３名とは別に、主任介護

支援専門員２名を置く必要があること。したがって、当該加算を

算定する事業所においては、少なくとも、主任介護支援専門員２

名及び介護支援専門員３名の合計５名を常勤かつ専従で配置する

必要があること。 

 

（3）利用者に関する情報又はサービス提供に

当たっての留意事項に係る伝達等を目的

とした会議を定期的に開催すること。 

「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項

に係る伝達等を目的とした会議」は、次の要件を満たすものでな

ければならないこと。 

ア 議題については、少なくとも次のような議事を含めること。 

(1) 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針 

(2) 過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方

策 

(3) 地域における事業者や活用できる社会資源の状況 

(4) 保健医療及び福祉に関する諸制度 

(5) ケアマネジメントに関する技術 

(6) 利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針 

(7) その他必要な事項 

イ 議事については、記録を作成し、２年間保存しなければなら

ないこと。 

ウ 「定期的」とは、おおむね週１回以上であること。 

 

また、会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・

介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダ

ンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイ

ドライン」等を遵守すること。 
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（4）２４時間連絡体制を確保し、かつ、必要

に応じて利用者等の相談に対応する体制

を確保していること。 

（※営業日以外の日も連絡体制の確保が

必要です。） 

２４時間連絡可能な体制とは、常時、担当者が携帯電話等によ

り連絡を取ることができ、必要に応じて相談に応じることが可能

な体制をとる必要があることを言うものであり、当該事業所の介

護支援専門員が輪番制による対応等も可能であること。 

なお、特定事業所加算（Ａ）を算定する事業所については、携

帯電話等の転送による対応等も可能であるが、連携先事業所の利

用者に関する情報を共有することから 、指定居宅介護支援等基

準第２３条の規定の遵守とともに、利用者又はその家族に対し、

当該加算算定事業所である旨及びその内容が理解できるよう説明

を行い、同意を得ること。 

 

（5）算定日が属する月の利用者の総数のう

ち、要介護状態区分が要介護３、要介護

４又は要介護５である者の占める割合が

１００分の４０以上であること。 

要介護３、要介護４又は要介護５までの者の割合が４

０％以上であることについては、毎月その割合を記録して

おくこと。 

なお、特定事業所加算を算定する事業所については、積極的に

支援困難ケースに取り組むべきこととされているものであり、こ

うした割合を満たすのみではなく、それ以外のケースについて

も、常に積極的に支援困難ケースを受け入れるべきものであるこ

と。 

また、（7）の要件のうち、「地域包括支援センターから支援

が困難な事例を紹介された場合」に該当するケースについては、

例外的に（5）の 40％要件の枠外として取り扱うことが可能であ

ること。（すなわち、当該ケースについては、要介護３、要介護

４又は要介護５の者の割合の計算の対象外として取り扱うことが

可能。） 

 

（6）当該指定居宅介護支援事業所における介

護支援専門員に対し、計画的に研修を実

施していること。 

「計画的に研修を実施していること」については、当該事業所

における介護支援専門員の資質向上のための研修体系と当該研修

実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、介護支援専門員

について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等

について、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画

を定めなければならない。また、管理者は、研修目標の達成状況

について、適宜、確認し、必要に応じて改善措置を講じなければ

ならないこと。なお、年度の途中で加算取得の届け出をする場合

にあっては、当該届け出を行うまでに当該計画を策定すればよい

こと。 

なお、特定事業所加算（Ａ）を算定する事業所については、連

携先事業所との共同開催による研修実施も可能である。 

 

（7）地域包括支援センターから支援が困難な

事例を紹介された場合においても、居宅

介護支援を提供していること。 

特定事業所加算算定事業所については、自ら積極的に支援困

難ケースを受け入れるものでなければならず、また、そのた

め、常に地域包括支援センターとの連携を図らなければならな

いこと。 

 

（8）家族に対する介護等を日常的に行ってい

る児童や、障害者、生活困窮者、難病患

者等、高齢者以外の対象者への支援に関

する知識等に関する事例検討会、研修等

に参加していること。 

多様化・複雑化する課題に対応するために、家族に対する介

護等を日常的に行っている児童、障害者、生活困窮者、難病患

者等、介護保険以外の制度や当該制度の対象者への支援に関す

る事例検討会、研修等に参加していること。なお、「家族に対

する介護等を日常的に行っている児童」とは、いわゆるヤング

ケアラーのことを指している。 

また、対象となる事例検討会、研修等については、上記に例

示するもののほか、仕事と介護の両立支援制度や生活保護制度

等も考えられるが、利用者に対するケアマネジメントを行う上

で必要な知識・技術を習得するためのものであれば差し支えな

い。 
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（9）居宅介護支援費に係る特定事業所集中減

算の適用を受けていないこと。 

特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になっていな

いのみならず、特定事業所加算の趣旨を踏まえた、中立公正を確

保し、実質的にサービス提供事業者からの独立性を確保した事業

所である必要があること。 

 

（10）介護支援専門員１人当たりの利用者の

平均件数が４５名未満であること。

（居宅介護支援費（Ⅱ）を算定してい

る場合は５０名未満） 

取り扱う利用者数については、原則として事業所単位で平均し

て介護支援専門員１名当たり４５名未満（居宅介護支援費（Ⅱ）

を算定している場合は５０名未満）であれば差し支えないことと

するが、不当に特定の者に偏るなど、適切なケアマネジメントに

支障が出ることがないよう配慮しなければならないこと。 

 

（11）介護支援専門員実務研修における科目

「ケアマネジメントの基礎技術に関す

る実習」等に協力又は協力体制を確保

していること。（※） 

協力及び協力体制とは、現に研修における実習等の受入が行わ

れていることに限らず、受入が可能な体制が整っていることをい

う。そのため、当該指定居宅介護支援事業所は、研修の実施主体

との間で実習等の受入を行うことに同意していることを、書面等

によって提示できるようにすること。 

なお、特定事業所加算（Ａ）を算定する事業所については、連

携先事業所との共同による協力及び協力体制も可能である。 

 

（12）他法人が運営する居宅介護支援事業者

と共同の事例検討会・研修会等を実施

していること。 

特定事業所加算算定事業所は、質の高いケアマネジメントを実

施する事業所として、地域における指定居宅介護支援事業所のケ

アマネジメントの質の向上を牽引する立場にあることから、同一

法人内に留まらず、他の法人が運営する事業所の職員も参画した

事例検討会等の取組を、自ら率先して実施していかなければなら

ない。 

なお、事例検討会等の内容、実施時期、共同で実施する他事業

所等について、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の

計画を定めなければならない。なお、年度の途中で加算取得の届

出をする場合にあっては、当該届出を行うまでに当該計画を策定

すること。 

なお、特定事業所加算（A）を算定する事業所については、連

携先事業所との協力による 研修会等の実施も可能である。 

 

（13）必要に応じて、多様な主体により提供

される利用者の日常生活全般を支援す

るサービス（介護保険給付等対象サー

ビス以外の保健医療サービス又は福祉

サービス、当該地域の住民による自発

的な活動によるサービス等をいう。）

が包括的に提供されるような居宅サー

ビス計画を作成していること。 

多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援する

サービスとは、介護給付等対象サービス（介護保険法第24条第2

項に規定する介護給付等対象サービスをいう。）以外の保健医療

サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動

によるサービス等のことをいう。 

 

 

○ 特定事業所加算（Ⅱ） ： 421単位／月 

 次のいずれにも適合すること。 

【大臣基準告示 八十四 ロ】 
厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針 

【費用基準解釈通知 第３の１４（３）】 

（1）特定事業所加算（Ⅰ）の算定要件の

（2）、（3）、（4）及び（6）から

（13）の基準に適合すること。 

【特定事業所加算（Ⅰ）】の項目を参照 

（2）専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常

勤の主任介護支援専門員を配置している

こと。 

ただし、利用者に対する指定居宅介

護支援の提供に支障がない場合は、

当該事業所の他の職務と兼務をし、

又は同一敷地内にある他の事業所の

常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び主任介護支援専門員に

ついては、当該事業所の業務に支障がない場合は、当該事業所の

他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務

（介護支援専門員（主任介護支援専門員を除く。）の場合にあっ

ては、指定介護予防支援事業所の職務に限る。）を兼務しても差

し支えないものとする。 

なお、「当該事業所の他の職務」とは、地域包括支援センター
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職務と兼務をしても差し支えない。 の設置者である指定介護予防支援事業者からの委託を受けて指定

介護予防支援を提供する場合や、地域包括支援センターの設置者

からの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合等が考えられ

る。 

また、常勤かつ専従の介護支援専門員３名とは別に、主任介護

支援専門員を置く必要があること。したがって、当該加算を算定

する事業所においては、少なくとも、主任介護支援専門員及び介

護支援専門員３名の合計４名を常勤かつ専従で配置する必要があ

ること。 

 

 

○ 特定事業所加算（Ⅲ） ： 323単位／月 

 次のいずれにも適合すること。 

【大臣基準告示 八十四 ハ】 
厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針 

【費用基準解釈通知 第３の１４（３）】 

（1）特定事業所加算（Ⅰ）の算定要件の

（3）、（4）及び（6）から（13）の基準

に適合すること。 

【特定事業所加算（Ⅰ）】の項目を参照 

 

（2）特定事業所加算（Ⅱ）の算定要件の

（2）の基準に適合すること。 

【特定事業所加算（Ⅱ）】の項目を参照 

 

（3）専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常

勤の介護支援専門員を２名以上配置して

いること。 

ただし、利用者に対する指定居宅介護支

援の提供に支障がない場合は、当該事業

所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地

内にある指定介護予防支援事業所の職務

と兼務をしても差し支えない。 

常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び主任介護支援専門員に

ついては、当該事業所の業務に支障がない場合は、当該事業所の

他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務

（介護支援専門員（主任介護支援専門員を除く。）の場合にあっ

ては、指定介護予防支援事業所の職務に限る。）を兼務しても差

し支えないものとする。 

なお、「当該事業所の他の職務」とは、地域包括支援センター

の設置者である指定介護予防支援事業者からの委託を受けて指定

介護予防支援を提供する場合や、地域包括支援センターの設置者

からの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合等が考えられ

る。 

また、常勤かつ専従の介護支援専門員２名とは別に、主任介護

支援専門員を置く必要があること。したがって、当該加算を算定

する事業所においては、少なくとも、主任介護支援専門員及び介

護支援専門員２名の合計３名を常勤かつ専従で配置する必要があ

ること。 

 

 

○ 特定事業所加算（Ａ） ： 114単位／月 

次のいずれにも適合すること。 

【大臣基準告示 八十四 ニ】 
厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針 

【費用基準解釈通知 第３の１４（３）】 

（1）特定事業所加算（Ⅰ）の算定要件の

（3）、（4）及び（6）から（13）の基準

に適合すること。 

ただし、イ（4）、（6）、(11）及び

(12）の基準は他の同一の居宅介護支援事

業所との連携により満たすこととしても

差し支えないものとする。 

 【特定事業所加算（Ⅰ）】の項目を参照 

（2）特定事業所加算（Ⅱ）の算定要件（2）

の基準に適合すること。 

 【特定事業所加算（Ⅱ）】の項目を参照 

（3）専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常

勤の介護支援専門員を1名以上配置してい

ること。 

ただし、利用者に対する指定居宅介護支

常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び主任介護支援専門員

並びに常勤換算方法で１の介護支援専門員については、当該事業

所の業務に支障がない場合は、当該事業所の他の職務と兼務を

し、又は同一敷地内にある他の事業所（介護支援専門員（主任
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援の提供に支障がない場合は、当該事業

所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地

内にある指定介護予防支援事業所の職務

と兼務をしても差し支えない。 

介護支援専門員を除く。）の場合にあっては、指定介護予防支援

事業所の職務に限る。）の職務を兼務しても差し支えない。 

 なお、「当該事業所の他の職務」とは、地域包括支援センター

の設置者である指定介護予防支援事業者からの委託を受けて指定

介護予防支援を提供する場合や、地域包括支援センターの設置者

からの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合等が考えられ

る。 

 

（4）専ら指定居宅介護支援の提供に当たる介

護支援専門員を常勤換算方法で１以上配

置していること。 

ただし、当該介護支援専門員は他の居宅

介護支援事業所（（1）で連携している他

の居宅介護支援事業所がある場合は、当

該連携先の居宅介護支援事業所に限

る。）の職務と兼務をしても差し支えな

いものとする。 

常勤かつ専従の介護支援専門員１名並びに常勤換算方法で１

の介護支援専門員とは別に、主任介護支援専門員を置く必要が

あること。 

したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なく

とも主任介護支援専門員及び介護支援専門員1名の合計2名を常

勤かつ専従で配置するとともに、介護支援専門員を常勤換算方

法で１の合計３名を配置する必要があること。 

この場合において、当該常勤換算方法で１の介護支援専門員は

他の居宅介護支援事業所（連携先事業所に限る。）の職務と兼

務しても差し支えないが、当該兼務に係る他の業務との兼務に

ついては、介護保険施設に置かれた常勤専従の介護支援専門員

との兼務を除き、差し支えないものであり、当該他の業務とは

必ずしも指定居宅サービス事業の業務を指すものではない。 

 

 

（※） 介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等への協力又は協

力体制を確保する要件に関しては、以下の取扱いとなります。 

 ① 介護支援専門員実務研修は平成２８年度からカリキュラムが見直され、３日間程度の現場実習（実習指導

者（主任介護支援専門員）と同行訪問、サービス担当者会議への出席等）が必須となりました。そのため、

実務研修の円滑な実施には実習協力事業所の確保が不可欠となります。 

 ② 神奈川県においては、指定都市及び中核市を含む県内の特定事業所加算を算定している指定居宅介護支援

事業所を実務研修の実習受入先とし、実務研修の受講者を当該指定居宅介護支援事業所に割り振ることとし

ています。 

 ③ 毎年度、特定事業所加算を算定している事業所向けに実習受入れ説明会を開催しています。当該居宅介護

支援事業所は、その説明会へ毎年度出席しなければならず、これにより協力体制を確保しているものとみな

します。 

 （注意） 

説明会や実習受入れの同意については、取扱いが変更になる場合があります。神奈川県からの情報やお知

らせを漏れなく確認するようにしてください。 

 

注意 

当該指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務している介護支援専門員は「専ら指定居宅介護支援の提供に当

たる常勤の介護支援専門員」に含まれません。たとえ同一敷地内の他事業所の職務であっても兼務は認められ

ません。 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【平成１８年４月改定関係 Ｑ＆Ａ(Vol.２) 平成１８年３月２７日】 

 

（問35） 

居宅介護支援事業費の特定事業所加算を取得した事業所は、毎月、「所定の記録」を策定しなければならな

いこととされているが、その様式は示されるのか。 

 

（回答） 

別添①の標準様式に従い、毎月、作成し、２年間保存しなければならない。 

 ⇒「別添①の標準様式」は、適正な事業運営のためのチェックシートを参照 
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【国Ｑ＆Ａ】 

【平成２１年４月改定関係 Ｑ＆Ａ(Vol.２) 平成２１年４月１７日】 

 

（問30） 

特定事業所加算（Ⅰ）を算定している事業所が、算定要件のいずれかを満たさなくなった場合における特定

事業所加算の取扱い及び届出に関する留意事項について。 

 

（回答） 

特定事業所加算については、月の１５日以前に届出を行った場合には届出日の翌月から、１６日以降に届出

を行った場合には届出日の翌々月から算定することとする。この取扱いについては特定事業所加算（Ⅱ）を算

定していた事業所が（Ⅰ）を算定しようとする場合の取扱いも同様である（届出は変更でよい。） 

また、特定事業所加算を算定する事業所は、届出後も常に要件を満たしている必要があり、要件を満たさな

くなった場合は、速やかに廃止の届出を行い、要件を満たさないことが明らかとなったその月から加算の算定

はできない取扱いとなっている。 

ただし、特定事業所加算（Ⅰ）を算定していた事業所であって、例えば、要介護３、要介護４又は要介護５

の者の割合が40％以上であることの要件を満たさなくなる場合は、（Ⅰ）の廃止後（Ⅱ）を新規で届け出る必

要はなく、（Ⅰ）から（Ⅱ）への変更の届出を行うことで足りるものとし、届出日と関わりなく、（Ⅰ）の要

件を満たせなくなったその月から（Ⅱ）の算定を可能であることとする。この場合、国保連合会のデータ処理

期間等の関係もあるため速やかに当該届出を行うこと。 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【令和６年度介護報酬改定関係に関する Ｑ＆Ａ(Vol.１) 令和６年３月１５日】 

 

（問117） 

「家族に対する介護等を日常的に行っている児童、障害者、生活困窮者、難病患者等の高齢者以外の対象者

への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」について、これらの対象者に対し

支援を行った実績は必要か。 

 

（回答） 

・ 事例検討会、研修等に参加していることを確認できればよく、支援実績までは要しない。 

・ なお、当該要件は、介護保険以外の制度等を活用した支援が必要な利用者又はその家族がいた場合に、

ケアマネジャーが関係制度や関係機関に適切に繋げられるよう必要な知識等を修得することを促すもので

あり、ケアマネジャーに対しケアマネジメント以外の支援を求めるものではない。 
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（３）特定事業所医療介護連携加算 

 

【基準】 費用基準告示 別表 ニ 

 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村

長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅介護支援事業所は、１月につき所定単位数を加算

する。 

 

【大臣基準告示】 八十四の二 

次のいずれにも適合すること。 

イ 前々年度の３月から前年度の２月までの間において退院・退所加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)イ、(Ⅱ)ロ又は

(Ⅲ)の算定に係る病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設との連携の回数の合計が３

５回以上であること。 

ロ 前々年度の３月から前年度の２月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を１５回以上算定し

ていること。 

ハ 特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定していること。 

 

○ 特定事業所医療連携加算 ： 125 単位／月 

 

基本的取扱方針【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第３の１５（１） 

当該加算の対象となる事業所においては、日頃から医療機関等との連携に関する取組をより積極的に行う事業

所であることが必要となる。 

 

具体的運用方針【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第３の１５（２） 

ア 退院・退所加算の算定実績について 

退院・退所加算の算定実績に係る要件については、退院・退所加算の算定回数ではなく、その算定に係る

病院等との連携回数が、特定事業所医療介護連携加算を算定する年度の前々年度の３月から前年度の２月ま

での間において ３５ 回以上の場合に要件を満たすこととなる。 

イ ターミナルケアマネジメント加算の算定実績について 

ターミナルケアマネジメント加算の算定実績に係る要件については、特定事業所医療介護連携加算を算定

する年度の前々年度の３月から前年度の２月までの間において、算定回数が１５回以上の場合に要件をみた

すこととなる。なお、経過措置として、令和７年３月３１日までの間は、従前のとおり算定回数が５回以上

の場合に要件を満たすこととし、同年４月１日から令和８年３月３１日までの間は、令和６年３月における

ターミナルケアマネジメント加算の算定回数に３を乗じた数に令和６年４月から令和７年２月までの間にお

けるターミナルケアマネジメント加算の算定回数を加えた数が１５回以上である場合に要件を満たすことと

するため、留意すること。 

ウ 特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）の算定実績について 

特定事業所医療介護連携加算は、質の高いケアマネジメントを提供する体制のある事業所が医療・介護連

携に総合的に取り組んでいる場合に評価を行うものであるから、他の要件を満たす場合であっても、特定事

業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）又は（Ⅲ）のいずれかを算定していない月は特定事業所医療介護連携加算の算定は

できない。 

 

（４）入院時情報連携加算 

入院時情報連携加算制度は、医療と介護の連携の強化・推進を図る観点から、病院等への入院時に、病院等と

利用者に関する情報共有等を行うことを評価することを目的とするものです。 

 

【基準】 費用基準告示 別表 ホ 

利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の職員に対して、当該利用者の心身の状

況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合は、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分

に従い、利用者１人につき１月に１回を限度として所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算
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を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

総論【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第３の１６（１） 

「必要な情報」とは、具体的には、当該利用者の入院日、心身の状況（例えば疾患・病歴、認知症の有無や徘

徊等の行動の有無など）、生活環境（例えば、家族構成、生活歴、介護者の介護方法や家族介護者の状況など）

及びサービスの利用状況をいう。当該加算については、利用者１人につき、１月に１回を限度として算定するこ

ととする。 

また、情報提供を行った日時、場所（医療機関へ出向いた場合）、内容、提供手段（面談、ＦＡＸ等）等につ

いて居宅サービス計画等に記録すること。なお、情報提供の方法としては、居宅サービス計画等の活用が考えら

れる。 

 

○ 入院時情報連携加算(Ⅰ) ： 250単位／月 （利用者１人につき１月に１回を限度） 

【大臣基準告示】 八十五 イ 

利用者が病院又は診療所に入院した日（入院の日以前に当該利用者に係る情報を提供した場合には当該情報を

提供した日を含み、指定居宅介護支援事業所における運営規程に定める営業時間終了後に、又は運営規程に定め

る当該事業所の営業日以外の日に入院した場合には当該入院した日の翌日を含む。）のうちに、当該病院又は診

療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。 

 

【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第３の１６（２） 

利用者が入院した日のうちに、医療機関の職員に対して必要な情報を提供していること。なお、入院の日以前

に情報提供した場合及び指定居宅介護支援事業所における運営規程に定める営業時間終了後又は営業日以外の日

に入院した場合であって、当該入院した日の翌日に情報を提供した場合も、算定可能である。（情報の提供方法

は問わない。） 

 

○ 入院時情報連携加算(Ⅱ) ： 200単位／月 （利用者１人につき１月に１回を限度） 

【大臣基準告示】 八十五 ロ 

利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日（（Ⅰ）に規定する入院した日を除き、運営規程に定

める当該事業所の営業時間終了後に入院した場合であって、当該入院した日から起算して３日目が運営規程に定

める当該事業所の営業日以外の日に当たるときは、当該営業日以外の日の翌日を含む。）に、当該病院又は診療

所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。 

 

【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第３の１６（３） 

利用者が入院した日の翌日又は翌々日に、医療機関の職員に対して必要な情報を提供していること。なお、運

営規程に定める当該事業所の営業時間終了後に入院した場合であって、当該入院した日から起算して３日目が運

営規程に定める当該事業所の営業日以外の日に当たるときは、当該営業日以外の日の翌日に情報を提供した場合

も、算定可能である。（情報の提供方法は問わない。） 

 

 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） 令和６年３月１５日】 

 

（問118） 

 入院日以前の情報提供については、入院何日前から認められるか。 

 

（回答） 

 特段の定めは設けていないが、情報提供日から実際の入院日までの間隔があまりにも空きすぎている場合に

は、入院の原因等も踏まえた上で適切に判断すること。 

 

（問119） 

入院時情報連携加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）について、入院したタイミングによって算定可能な日数が変わるが、

［参考資料１］入院時情報提供（Ｐ77） 
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具体的に例示されたい。 

 

（回答） 

 下図のとおり。 

 

 

 

（５）退院・退所加算 

退院・退所加算制度は、医療と介護の連携の強化・推進を図る観点から、病院等からの退院・退所時に、病院

等と利用者に関する情報共有等を行うことを評価することを目的とするものです。 

 

【基準】 費用基準告示 別表 ヘ 

【大臣基準告示】 八十五の二 

総論【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第３の１７（１） 

病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設に入所していた

者が退院又は退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利

用者の退院又は退所に当たって、当該病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面

談を行い、当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は

地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合（同一の利用者について、当該居宅サービス及び地域密着

型サービスの利用開始月に調整を行う場合に限る。）には、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、

入院又は入所期間中につき１回を限度として所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定

する場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、初回加算を算定する場合は、当該加算は算

定しない。 

 

算定区分について【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第３の１７（２） 

面談は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族（以下「利

用者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なけ

ればならない。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関

係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に

関するガイドライン」等を遵守すること。 
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○ 退院・退所加算（Ⅰ）イ ： 450単位／回（連携１回・カンファレンス参加 無  ） 

（Ⅰ）ロ ： 600単位／回（連携１回・カンファレンス参加 有 ※） 

（Ⅱ）イ ： 600単位／回（連携２回・カンファレンス参加 無  ） 

（Ⅱ）ロ ： 750単位／回（連携２回・カンファレンス参加 有 ※） 

（Ⅲ）  ： 900単位／回（連携３回・カンファレンス参加 有 ※） 

 

※「カンファレンス参加 有」とは、少なくとも１回以上カンファレンスにより利用者に係る必要な情報の提供

を受けている場合です。 

 

 

 

留意事項【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第３の１７（３） 

① カンファレンスについて 

イ 病院又は診療所 

   診療報酬の算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５９号）別表第一医科診療報酬点数表の退院時共同指

導料２（※）の注３の要件を満たし、退院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、

福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加するもの。（※については次ページ参照） 

 ロ 地域密着型介護老人福祉施設 

   指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年３月１４日厚生労働省令

第３４号。以下このロにおいて「基準」という。）第１３４条第６項及び第７項に基づき、入所者への援助

及び居宅介護支援事業者への情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第１３１条第

１項に掲げる地域密着型介護老人福祉施設に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る。

また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サー

ビスを提供する作業療法士等が参加すること。 

 ハ 介護老人福祉施設 

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年３月３１日厚生省令第３９号。以

下このハにおいて「基準」という。）第７条第６項及び第７項に基づき、入所者への援助及び居宅介護支援

事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第２条に掲げる介護老人福

祉施設に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が

見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参

加すること。 

 ニ 介護老人保健施設 

   介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成１１年３月３１日厚生省令第４０

号。以下このニにおいて「基準」という。）第８条第６項に基づき、入所者への指導及び居宅介護支援事業

者に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第２条に掲げる介護老人保健施

設に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込

まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加す

ること。 

 ホ 介護医療院 

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成３０年１月１８日厚生労働省令第５号。

以下このホにおいて「基準」という。）第１２条第６項に基づき、入所者への指導及び居宅介護支援事業者

に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第 4 条に掲げる介護医療院に置く

べき従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場

合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。 

 

※【診療報酬の算定方法 別表第一医科診療報酬点数表 第２章第１部区分Ｂ005 退院時共同指導料２】 

（平成３０年度改定） 

注１ 保険医療機関に入院中の患者について、当該保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養

士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士が、入院中の患者に対して、当該患者の

同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは

［参考資料２］退院・退所情報記録書（Ｐ．79） 
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当該保険医の指示を受けた看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若し

くは社会福祉士又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等

（准看護師を除く。）、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士と共同して行った上で、文書によ

り情報提供した場合に、当該患者が入院している保険医療機関において、当該入院中１回に限り算定す

る。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該患者が入院している保険医療機

関の保険医又は看護師等が、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは当該保険医の指示を受けた看護師

等又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等（准看護師を除

く。）と１回以上、共同して行う場合は、当該入院中２回に限り算定できる。 

注２ （略） 

注３ 注１の場合において、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等が、在宅療養担当医療機関の保険医

若しくは看護師等、保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士、保険薬局の保険薬剤

師、訪問看護ステーションの看護師等（准看護師を除く。）、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚

士、介護支援専門員（介護保険法第７条第５項に規定する介護支援専門員をいう。以下同じ。）又は相談

支援専門員（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の

事業の人員及び運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第28号）第３条第１項又は児童福祉法に基づ

く指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第29号）第３条第１

項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。）のうちいずれか３者以上と共同して指導を行った場合

に、多機関共同指導加算として、2,000点を所定点数に加算する。 

 

② 同一日に必要な情報提供を複数回受けた場合又は会議（カンファレンス）に参加した場合でも、１

回として算定します。 

 

③ 原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ましいが、退院後７日以内に情報を

得た場合には算定することとする。 

 

④ 入院中の担当医の会議（カンファレンス）に参加した場合は、参考様式を使用するのではなく、当

該会議（カンファレンス）等の日時、開催場所、出席者、内容の要点等について居宅サービス計画等

に記録し、利用者又は家族に提供した文書の写しを添付すること。 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.１) 平成２４年３月１６日】 

 

(問111) 

 病院に入院・退院し、その後老健に入所・退所した場合の算定方法は、次の①～③のいずれか。 

① 病院、老健でそれぞれ算定。 

② 病院と老健を合わせて算定。 

③ 老健のみで算定。 

 

（回答） 

 退院・退所に当たっては、共有した情報に基づき居宅サービス計画を作成することにより、より適切

なサービスの提供が行われるものと考えられることから、利用者の状態を適切に把握できる直近の医療

機関等との情報共有に対し評価すべきものであり、本ケースにおいては③で算定する。 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【平成２１年４月改定関係 Ｑ＆Ａ(Vol.１) 平成２１年３月２３日】 

 

（問66） 

※退院・退所加算(Ⅰ)(Ⅱ)とありますが、Ｑ＆Ａが示された当時のままの文章を掲載しています。 

病院等の職員と面談等を行い、居宅サービス計画を作成したが、利用者等の事情により、居宅サービス又は

地域密着型サービスを利用するまでに、一定期間が生じた場合の取扱いについて示されたい。 

 

（回答） 

 退院・退所加算（Ⅰ）・（Ⅱ）については、医療と介護の連携の強化・推進を図る観点から、退院・
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退所時に、病院等と利用者に関する情報共有等を行う際の評価を行うものである。また、当該情報に基

づいた居宅サービス計画を作成することにより、利用者の状態に応じた、より適切なサービスの提供が

行われるものと考えられることから、利用者が当該病院等を退院・退所後、一定期間サービスが提供さ

れなかった場合は、その間に利用者の状態像が変化することが想定されるため、行われた情報提供等を

評価することはできないものである。 

このため、退院・退所退所日が属する日の翌月末までにサービスが提供されなかった場合は、当該加

算は算定することができないものとする。 

 

＜例＞        退院・退所日 

6/20             6/27       7/1                            8/1 

 

 

                                   サービス提供なし      ８月から 

                                  サービス提供開始 

 

 

 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【平成２４年４月改定関係 Ｑ＆Ａ(Vol.３) 平成２４年４月２５日】 

 

（問8） 

４月に入院し、６月に退院した利用者で、４月に１回、６月に１回の計２回、医療機関等から必要な情報の

提供を受けた場合、退院・退所加算はいつ算定するのか。 

 

（回答） 

利用者の退院後、６月にサービスを利用した場合には６月分を請求する際に、２回分の加算を算定すること

となる。 

なお、当該月にサービスの利用実績がない場合等給付管理票が作成できない場合は、当該加算のみを算定す

ることはできないため、例えば、６月末に退院した利用者に、７月から居宅サービス計画に基づいたサービス

を提供しており、入院期間中に２回情報の提供を受けた場合は、７月分を請求する際に、２回分の加算を算定

することが可能である。ただし、退院・退所後の円滑なサービス利用につなげていることが必要である。 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【平成２４年年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.１) 平成２４年３月１６日】 

 

（問110） 

入院又は入所期間中につき３回まで算定できるとあるが、入院期間の長短にかかわらず、必要の都度加算で

きるようになるのか、あるいは１月あたり１回とするのか。  

 また、同一月内・同一機関内の入退院（所）の場合はどうか。 

 

（回答） 

利用者の退院・退所後の円滑な在宅生活への移行と、早期からの医療機関等との関係を構築していくため、

入院等期間に関わらず、情報共有を行った場合に訪問した回数（３回を限度）を評価するものである。  

 また、同一月内・同一機関内の入退院（所）であっても、それぞれの入院・入所期間において訪問した回

数（３回を限度）を算定する。  

※ ただし、三回算定することができるのは、そのうち一回について、入院中の担当医等との会議（カンフ

ァレンス）に参加して、退院後の在宅での療養上必要な説明（診療報酬の退院時共同指導料二の注三の対

象となるもの）を行った上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用

に関する調整を行った場合に限る。 

  

算定不可 
退院・退所日が決まり、病院

等の職員と面談等を行い、居

宅サービス計画を作成 
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（６）通院時情報連携加算 

 

【基準】 費用基準告示 別表 ト 

【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第３の１８ 

利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師又は

歯科医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報の提供を行うとともに、

医師又は歯科医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合

は、利用者１人につき１月に１回を限度として所定単位数を加算する。 

 

〇 通院時情報連携加算 ：50単位／回 

 

※ 連携にあたっては、利用者に同席する旨や、同席が診療の遂行に支障がないかどうかを事前に医療機関に確

認しておくこと。 

 

（７）緊急時等居宅カンファレンス加算 

医療との連携を強化する観点から、在宅患者緊急時等カンファレンスにケアマネジャーが参加した場合に評価

することを目的とするものです。 

 

【基準】 費用基準告示 別表 チ 

病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンフ

ァレンスを行い、必要に応じて、当該利用者に必要な居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整

を行った場合は、利用者１人につき１月に２回を限度として所定単位数を加算する。 

 

○ 緊急時等居宅カンファレンス加算 ：200単位／回 （利用者１人につき、１月に２回を限度に算定） 

 

【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第３の１９ 

（1）当該加算を算定する場合は、カンファレンスの実施日（指導した日が異なる場合は指導日もあわせて）、

カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名及びそのカンファレンスの要点を居宅サービス計画等に記

載すること。 

（2）当該カンファレンスは、利用者の病状が急変した場合や、医療機関における診療方針の大幅な変更等の必

要が生じた場合に実施されるものであることから、利用者の状態像等が大きく変化していることが十分想定

されるため、必要に応じて、速やかに居宅サービス計画を変更し、居宅サービス及び地域密着型サービスの

調整を行うなど適切に対応すること。 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.１) 平成２４年３月１６日】 

 

（問112） 

カンファレンス後に入院などで給付管理を行わない場合には、加算のみを算定できるのか。 

 

（回答） 

月の途中で利用者が入院した場合などと同様、居宅介護支援を算定できる場合には、当該加算も算定

することが出来るが、サービスの利用実績がない場合等給付管理票が作成できない場合は居宅介護支援

を算定することができないため、当該加算についても算定できない。 

 

（８）ターミナルケアマネジメント加算 

著しい状態の変化を伴う末期の悪性腫瘍の利用者について、本人又はその家族の同意を得た上で、主治の医師

等の助言を得つつ、ターミナル期に通常よりも頻回な訪問により利用者の状態変化やサービス変更の必要性を把

握するとともに、そこで把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等や居宅サービス事業者へ

提供した場合に評価することを目的とするものです。 

 

【基準】 費用基準告示 別表 リ 
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毎年、９月と３月に、全ての事業所が事業者自ら確認する必要があります。 

在宅で死亡した利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅介護支援事業所

が、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、その死亡日及び死亡日

前１４日以内に２日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心

身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合は、１

月につき所定単位数を加算する。 

 

【大臣基準告示】 八十五の三 

ターミナルケアマネジメントを受けることに同意した利用者について、２４時間連絡できる体制を確保してお

り、かつ、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備していること。 

 

〇 ターミナルケアマネジメント加算 ： 400単位／月 

 

ターミナルケアマネジメント加算について【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第３の２０ 

（1）在宅で死亡した利用者の死亡月に加算することとするが、利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月と、

利用者の死亡月が異なる場合には、死亡月に算定することとする。 

（2）１人の利用者に対し、１か所の指定居宅介護支援事業所に限り算定できる。なお、算定要件を満たす事業

所が複数ある場合には、当該利用者が死亡日又はそれに最も近い日に利用した指定居宅サービスを位置付け

た居宅サービス計画を作成した事業所がターミナルケアマネジメント加算を算定することとする。 

（3）ターミナルケアマネジメントを受けることについて利用者又はその家族が同意した時点以降は、次に掲げ

る事項を支援経過として居宅サービス計画等に記録しなければならない。 

① 終末期の利用者の心身又は家族の状況の変化や環境の変化及びこれらに対して居宅介護支援事業者が 

行った支援についての記録 

② 利用者への支援にあたり、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等と

行った連絡調整に関する記録 

③ 当該利用者が、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した者に

該当することを確認した日及びその方法 

（4）ターミナルケアマネジメントを受けている利用者が、死亡診断を目的として医療機関へ搬送され、２４時

間以内に死亡が確認される場合等については、ターミナルケアマネジメント加算を算定することができるも

のとする。 

（5）ターミナルケアマネジメントにあたっては、終末期における医療・ケアの方針に関する利用者又は家族の

意向を把握する必要がある。また、その際には、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プ

ロセス関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよう、

多職種が連携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等に努めること。 

 

（９）特定事業所集中減算 

ケアプランの作成に当たり、サービスの依頼先が特定の法人の居宅サービス事業所に偏ったプランにならない

よう導入された減算です。 

 

【基準】 費用基準告示 別表 注１０ 

【大臣基準告示】 八十三 

正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において前６月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた指

定訪問介護、指定通所介護、指定福祉用具貸与又は指定地域密着型通所介護（以下この号において「訪問介護サ

ービス等」という。）の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占

める割合が１００分の８０を超えていること。 

 

〇 特定事業所集中減算 ： ▼ 200単位／月 
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特定事業所集中について【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第３の１３ 

（1）判定期間と減算適用期間 

居宅介護支援事業所は、毎年度２回、次の判定期間における当該事業所において作成された居宅サービス計

画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が実施する減算適用期間

の居宅介護支援のすべてについて減算を適用する。 

 

① 判定期間が前期（３月１日から８月末日）の場合、減算適用期間を１０月１日から３月３１日までとする。 

② 判定期間が後期（９月１日から２月末日）の場合、減算適用期間を ４月１日から９月３０日までとする。 

 

 

 

 

 

 

              ★ 

 

                          ★ 

 

 

 

 

 

★までに特定の法人が開設する事業所の割合を算定し、８０％を超える場合には、町に報告を行う。 

→（3）算定手続参照 

 

（2）判定方法 

各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護サービス等

が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービス等それぞれについて、最もその

紹介件数の多い法人（以下「紹介率最高法人」という。）を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を

計算し、いずれかについて８０％を超えた場合には、正当な理由に該当しない限り、減算する。 

 

 （具体的な計算式） 

事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が８０％

を超えた場合に減算 

【 当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数 ÷ 当該サービスを位置付けた計画数 】 

 

（3）算定手続 

判定期間が前期の場合については９月１５日までに、判定期間が後期の場合については３月１５日までに、

すべての居宅介護支援事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結果８０％を超えた場合に

ついては当該書類を市町村長に提出しなければならない。 

なお、８０％を超えなかった場合についても、当該書類は、各事業所において、少なくとも２年間保存しな

ければならない。 

① 判定期間における居宅サービス計画の総数 

② 訪問介護サービス等のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数 

③ 訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画数並びに紹介率最

高法人の名称、住所、事業所名、事業所番号及び代表者名 

④ （2）の計算式で計算した割合 

⑤ （2）の計算式により計算した割合が８０％を超えている場合については、その正当な理由 

 

※ 提出期限内に書類が提出されない場合、正当な理由があったとしても減算となりますのでご注意ください。 

 

3／1 8／末 

9／1 2／末 

10／1 3／31 

4／1 9／30 

前期判定期間 

後期判定期間 

前期分減算

適用期間 

後期分減算

適用期間 

9／15 

3／15 
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（4）正当な理由の範囲 

（3）で提出された報告書及び申出書の内容について、「正当な理由の判断基準」に基づき市町村において正

当な理由の有無に関する審査を行い、その結果については報告書を提出した全ての事業所へ通知する。その結

果正当な理由に該当するとされた事業所を除き、減算請求が必要となる。 

 

【ポイント】 

・訪問介護サービス等のいずれか1つが８０％を超えれば減算の可能性が生じます。 

（全部が８０％を超えた場合ではありません。） 

・減算適用期間の６か月間にわたり、利用者全員分が減算対象となります。 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【平成１８年４月改定関係 Ｑ＆Ａ(Vol.２) 平成１８年３月２７日】 

 

（問34） 

特定事業所集中減算の算定に当たって、対象となる「特定事業所」の範囲は、同一法人単位で判断するの

か、あるいは、系列法人まで含めるのか。 

 

（回答） 

同一法人格を有する法人単位で判断されたい。 

 

【特定事業所集中減算における「通所介護・地域密着型通所介護」の取扱いについて】 

平成２８年５月３０日 事務連絡 

（問） 

平成２８年４月１日から特定事業所集中減算の対象サービスとして地域密着型通所介護が加わったところで

あるが、平成２８年４月１日前から継続して通所介護を利用している者も多く、通所介護と地域密着型通所介

護とを分けて計算することで居宅介護支援業務にも支障が生じると考えるが、減算の適用有無の判断に際して

柔軟な取扱いは可能か。 

 

（回答） 

平成２８年４月１日以降平成３０年３月３１日までの間に作成される居宅サービス計画について特定事業所

集中減算の適用を判定するに当たっては、通所介護及び地域密着型通所介護（以下「通所介護等」という。）

のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置付けた居宅サービス計画数を

算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を

計算することとして差し支えない。 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【平成３０年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.１) 平成３０年３月２３日】 

 

（問135） 

平成２８年５月３０日事務連絡「居宅介護支援における特定事業所集中減算（通所介護・地域密着型通所介

護）の取扱いについて（介護保険最新情報 Vol.553）において、特定事業所集中減算における通所介護及び地

域密着型通所介護の紹介率の計算方法が示されているが、平成３０年度以降もこの取扱いは同様か。 

 

（回答） 

貴見のとおりである。 

 

（10）運営基準減算 

運営基準で定められた介護支援専門員が行うべき業務を行っていない場合に、事業所は自ら減算を行わなけれ

ばならない。 

 

【基準】 費用基準告示 別表 注６ 

別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、運営基準減算として、所定単位数の１００分の５０に相

当する単位数を算定する。また、運営基準減算が２月以上継続している場合は、所定単位数は算定しない。 
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【大臣基準告示】 八十二 

指定居宅介護支援等基準第４条（内容及び手続の説明及び同意）第２項並びに第１３条（具体的取扱方針）第

７号、第９号から第１１号まで、第１４号及び第１５号（これらの規定を同条第１６号において準用する場合を

含む。）に定める規定に適合していないこと。 

 

〇 運営基準減算 ： ▼ 100分の50／月 

▼ 所定単位数は算定しない（運営基準減算が２月以上継続している場合） 

※ 居宅介護支援費を算定しない場合、初回加算や退院・退所加算など、その他の加算も算定することはできま                 

せん。 

 

【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第３の６ 

具体的には次のいずれかに該当する場合に減算される。 

これは適正なサービスの提供を確保するためのものであり、運営基準に係る規定を遵守するよう努めるものと

する。市町村長は、当該規定を遵守しない事業所に対しては、遵守するよう指導すること。当該指導に従わない

場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。 

 

（1）指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、利用者は複数の指定居宅サービス事

業者等を紹介するよう求めることができることについて説明を行っていない場合には、契約月から当該状態

が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

 

（2）居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては、次の場合に減算されるものであること。 

  ① 利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接していない場合には、当該居宅サービス計画に係る

月（以下「当該月」という。）から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

  ② サービス担当者会議の開催等を行っていない場合（やむを得ない事情がある場合を除く。以下同じ。）

には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

  ③ 居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意

を得た上で、居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付していない場合には、当該月から当該状態が解

消されるに至った月の前月まで減算する。 

 

（3）次に掲げる場合においては、当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議等を行っていないとき

には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

① 居宅サービス計画を新規に作成した場合 

② 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合 

③ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 

 

（4）居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（以下「モニタリング」という。）に当

たっては、次の場合に減算されるものであること。 

① 当該事業所の介護支援専門員が次に掲げるいずれかの方法により、利用者に面接していない場合には、

特段の事情のない限り、その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

イ １月に１回、利用者の居宅を訪問することによって行う方法。 

ロ 次のいずれにも該当する場合であって、２月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅を訪問し

ない月においては、テレビ電話装置等を活用して行う方法。 

ａ テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ていること。 

ｂ サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者その他の関係者の合

意を得ていること。 

（ⅰ） 利用者の心身の状況が安定していること。 

（ⅱ） 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。 

（ⅲ） 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報につい

て、担当者から提供を受けること。 

② 当該事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を記録していない状態が１月以上継続する場合には、

特段の事情のない限り、その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 
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（11）高齢者虐待防止措置未実施減算 

 

【基準】 費用基準告示 別表 注３ 

 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の１

００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

 

【大臣基準告示】 八十二の二 

 指定居宅介護支援等基準第２７条の２（虐待の防止）に規定する基準に適合していること。 

 

〇 高齢者虐待防止措置未実施減算  ： ▼ 100分の1／月 

 

【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第３の８ 

具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のた

めの指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年１回以上の研修を実施していない又は高齢者虐待防止措

置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、

事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月

から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） 令和６年３月１５日】 

 

（問 167） 

高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止 するための全ての措

置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を 置くこと）がなされていなければ減

算の適用となるのか。 

 

（回答） 

減算の適用となる。なお、全ての措置の一つでも講じられていなければ減算となることに留意する

こと。 

 

（問 168） 

運営指導等で行政機関が把握した高齢者虐待防止措置が講じられていない事実 が、発見した日の属

する月より過去の場合、遡及して当該減算を適用するのか。 

 

（回答） 

 過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が生じた月」と

なる。 

 

（問 169） 

高齢者虐待防止措置未実施減算については、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置

（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと）がなされていない事実が生

じた場合、「速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から三月後に改善計画

に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた

月までの間について、入居者全員について所定単位数から減算することとする。」こととされている

が、施設・事業所から改善計画が提出されない限り、減算の措置を行うことはできないのか。 

 

（回答） 

改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算の措置を行って差し支えない。

当該減算は、施設・事業所から改善計画が提出され、事実が生じた月から３か月以降に当該計画に基

づく改善が認められた月まで継続する。 
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（12）業務継続計画未策定減算 

 

【基準】 費用基準告示 別表 注４ 

 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の１００分

の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

 

【大臣基準告示】 八十二の三 

指定居宅介護支援等基準第１９条の２第１項（業務継続計画の策定等）に規定する基準に適合していること。 

 

〇 業務継続計画未策定減算 ： ▼ 100分の1／月 

 

【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第３の９ 

指定居宅介護支援等基準第１９条の２第１項に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月（基

準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月）から基準に満たない状況が解消されるに至った

月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算することとする。 

 

【国Ｑ＆Ａ】 

【令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） 令和６年３月１５日】 

 

（問 167） 

高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措

置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと）がなされていなければ減

算の適用となるのか。 

 

（回答） 

減算の適用となる。なお、全ての措置の一つでも講じられていなければ減算となることに留意する

こと。 

 

（問 168） 

運営指導等で行政機関が把握した高齢者虐待防止措置が講じられていない事実が、発見した日の属

する月より過去の場合、遡及して当該減算を適用するのか。 

 

（回答）  

過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が生じた月」と

なる。 

 

（問 169） 

高齢者虐待防止措置未実施減算については、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置

（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと）がなされていない事実が生

じた場合、「速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から三月後に改善計画

に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた

月までの間について、入居者全員について所定単位数から減算することとする。」こととされている

が、施設・事業所から改善計画が提出されない限り、減算の措置を行うことはできないのか。 

 

（回答） 

改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算の措置を行って差し支えない。

当該減算は、施設・事業所から改善計画が提出され、事実が生じた月から３か月以降に当該計画に基

づく改善が認められた月まで継続する 
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（13）同一建物減算 

 

【基準】 費用基準告示 別表 注５ 

指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定居宅介護

支援事業所と同一の建物（以下この注において「同一敷地内建物等」という。）に居住する利用者又は指定居宅

介護支援事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に２０人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除

く。）に居住する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の１００分の９５に相当する

単位数を算定する。 

 

〇 事業所と同一建物の利用者又は 

これ以外の同一建物の利用者２０人以上に居宅介護支援を行う場合 ： 100分の95／月 

 

【留意事項通知】 費用基準解釈通知 第３の１０ 

 

（1）同一敷地内建物等の定義 

「同一敷地内建物等」とは、当該指定居宅介護支援事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物及び同一

敷地内並びに隣接する敷地（当該指定居宅介護支援事業所と建築物が道路等を挟んで設置している場合を含

む。）にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なものを指すものである。具体的には、一体的な建

築物として、当該建物の１階部分に指定居宅介護支援事業所がある場合や当該建物と渡り廊下でつながって

いる場合など、同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物として、同一敷地内にある別棟の建築物や幅員

の狭い道路を挟んで隣接する場合などが該当するものであること。 

 

（2）同一の建物に２０人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）の定義 

①「指定居宅介護支援事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に２０人以上居住する建物」とは、

（1）に該当するもの以外の建築物を指すものであり、当該建築物に当該指定居宅介護支援事業所の利用

者が２０人以上居住する場合に該当し、同一敷地内にある別棟の建物や道路を挟んで隣接する建物の利用

者数を合算するものではない。 

②この場合の利用者数は、当該月において当該指定居宅介護支援事業者が提出した給付管理票に係る利用者

のうち、該当する建物に居住する利用者の合計とする。 

 

（3）本取扱いは、指定居宅介護支援事業所と建築物の位置関係により、効率的な居宅介護支援の提供が可能で

あることを適切に評価する趣旨であることに鑑み、本取扱いの適用については、位置関係のみをもって判断

することがないよう留意すること。具体的には、次のような場合を一例として、居宅介護支援の提供の効率

化につながらない場合には、減算を適用すべきではないこと。 

 

（同一敷地内建物等に該当しないものの例） 

・同一敷地であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合 

・隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられており、横断するために迂回しなければならない

場合 

 

（4）（1）及び（2）のいずれの場合においても、同一の建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該

指定居宅介護支援事業所の指定居宅介護支援事業者と異なる場合であっても該当するものであること 
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［参考資料１］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

記入日：　　　年　　　月　　　日

入院日：　　　年　　　月　　　日

:　　　年　　　月　　　日

入院時情報提供書

　年　　　　月　　　　日 生

　□ 自立   □ J１   □ J２   □ A１   □ A２   □ B１   □ B２   □ C１   □ C２                

　□ 自立    □　Ⅰ    □　Ⅱa    □　Ⅱb    □　Ⅲa    □　Ⅲb    □　Ⅳ     □　M

TEL

TEL： TEL

*＝診療報酬　退院支援加算１．２「退院困難な患者の要因」に関連

「退院前訪問指導」を実施する場合の同行 　□ 希望あり

同封の書類をご確認ください。

□居宅サービス計画書1.2.3表　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

本人の生活歴

入院前の本人の

生活に対する意向  □ 同封の居宅サービス計画（１）参照

入院前の家族の

生活に対する意向  □ 同封の居宅サービス計画（１）参照

４．入院前の介護サービスの利用状況について

「退院前カンファレンス」への参加

退院後の世帯状況
□ 独居　　　□ 高齢世帯　　　□子と同居（家族構成員数　　　　　　　　　　　　　　　　　名　）　＊□ 日中独居

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

特記事項

　□ 希望あり　　 ・具体的な要望（　　              　　　　　　　　　　　　　　　）　　　

家族や同居者等によ

る虐待の疑い*

　　　　　　　　　　　　医療機関　　　　　　　　　　　　　居宅介護支援事業所　　　　　　　

医療機関名：

ご担当者名：

事業所名：

ケアマネジャー氏名：

ＴＥＬ：　　　　　　　　　　　　FAX：

在宅生活に

必要な要件

退院後の主介護者 □本シート２に同じ　　□左記以外（氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　続柄　　　　　　・ 年齢　　　　　）

３．本人／家族の意向について

６．カンファレンス等について（ケアマネジャーからの希望）

「院内の多職種カンファレンス」への参加 　□ 希望あり

入院前の介護

サービスの利用状況

５．今後の在宅生活の展望について（ケアマネジャーとしての意見）

□なし

□あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

介護力*  □介護力が見込める（　□十分　　・　　□一部　）　　 □介護力は見込めない　　□家族や支援者はいない

世帯に対する配慮
□不要

□必要（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　）

世帯構成

キーパーソン

主介護者氏名

　□独居　　　□高齢者世帯　　□子と同居 　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＊□日中独居

本人の趣味・興味・

関心領域等

生年月日

 特記事項（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 住居の種類（ 戸建て・　集合住宅）．  　　　階建て．        居室　　　階．    　エレベーター（有　・無）

入院時の要介護度
　□ 要支援（　　　　）　　□要介護（　　　　）　　有効期間：　　　年　　　月　　　日　　～　　年　　　月　　　日

　□ 申請中(申請日　　　／　　 ）　　　□区分変更（申請日　　　　／　　）　　□ 未申請

住環境
　※可能ならば、「写真」な

どを添付

２．家族構成／連絡先について

□ケアマネジャーの判断

利用者(患者)／家族の同意に基づき、利用者情報(身体・生活機能など)の情報を送付します。是非ご活用下さい。

住所 電話番号

患者氏名

（ﾌﾘｶﾞﾅ） 年齢 　　才 性別

　明・大・昭

〒

男　    女

１．利用者(患者)基本情報について

□医師の判断

情報提供日

障害高齢者の

日常生活自立度

連絡先

（続柄　　　・　　才）

（続柄　　　・　　才）

認知症高齢者の

日常生活自立度

介護保険の

自己負担割合
　□　　　　割      □ 不明 障害など認定 　□ なし　□ あり（　身体 ・ 精神 ・ 知的　）

（同居・　別居）

年金などの種類 　□ 国民年金　　□ 厚生年金　　□ 障害年金　　　□ 生活保護　　□ その他(　　 　　　　　　　        　　　)
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　□ なし　　□ あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□ 杖 　□ 歩行器 　□ 車いす　 □ その他

　□ 杖 　□ 歩行器 　□ 車いす　 □ その他

全介助

　(　)　回／日　（　朝　   時頃　 ・昼　    時頃　 ・夜　    時頃　）

　□ 普通 　□きざみ　□ 嚥下障害食　□ ミキサー

　□ 経口　　□ 経管栄養　 　□ なし　□ あり 水分制限 □ あり（　　　　  　）□ なし　□不明

　□ なし　□ あり

　□ なし　□ あり

*＝診療報酬　退院支援加算１．２「退院困難な患者の要因」に関連

疾患歴*

□なし

　□悪性腫瘍　　□認知症　　□急性呼吸器感染症　　□脳血管障害　　□骨折

　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

入

院

歴

*

最近半年間での入

院

□なし　　　□あり （理由：　　　　　　　　　　　　期間：　H　　　　年　　　月　　　日　～　H　　　年　　　月　　　日）

□不明

入院頻度 　□ 頻度は高い／繰り返している　　　□ 頻度は低いが、これまでにもある　　　□ 今回が初めて

意思疎通 問題なし やや難あり 困難

精神面における

療養上の問題

□なし

　□幻視・幻聴　　□興奮　　□焦燥・不穏　　□妄想　　□暴力/攻撃性　　□介護への抵抗　　□不眠

　□昼夜逆転　　□徘徊　　□危険行為　　□不潔行為　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

コミュニケーションに関する特記事項：

無 有 　　　　　本くらい／日 無  有　             合くらい/日あたり

全介助自立 見守り 一部介助

UDF等の食形態区分

服薬状況 　□ 処方通り服用　　　　　　□ 時々飲み忘れ　　　　　□飲み忘れが多い、処方が守られていない　　　　　□服薬拒否

お薬に関する、特記事項

入院前に実施している

医療処置*

□なし

　□点滴   □酸素療法   □喀痰吸引   □気管切開   □胃ろう   □経鼻栄養   □経腸栄養   □褥瘡

　□尿道カテーテル　　□尿路ストーマ　　□消化管ストーマ　　□痛みコントロール　　□排便コントロール

　□自己注射（　　　　　　　　　　　　　　）　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

８．お薬について　　　※必要に応じて、「お薬手帳（コピー）」を添付

内服薬 　□ なし　　　□ あり（　                    　） 居宅療養管理指導

薬剤管理 　□ 自己管理　　　□ 他者による管理　（・管理者：　　　　　　　　　　　・管理方法：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（職種： 　　　　　　　　　　  ）

９．かかりつけ医について

かかりつけ医機関名

医師名
（ﾌﾘｶﾞﾅ） 診察方法

・頻度

　□通院 　　 □ 訪問診療

　　・頻度＝（　　　　　　　）回　／　月

電話番号

睡眠の状態 良 不良（　　　　　　　　　　） 眠剤の使用

喫煙 飲酒

コミュニケー

ション能力

視力 問題なし やや難あり 困難 眼鏡 　□ なし　□ あり（　　　　  　　　　　　　）

聴力 問題なし やや難あり 困難 補聴器 　□ なし　□ あり

言語 問題なし やや難あり 困難

排泄

*

排尿 自立 見守り 一部介助 全介助 ポータブルトイレ 　□ なし　　□ 夜間　　　□常時

排便 自立 見守り 一部介助 全介助 オムツ／パッド 　□ なし　　□ 夜間　　　□常時

食事

内容

食事回数

食事形態

食事制限

不良 著しく不良 口臭 　□ なし　　□ あり

摂取方法

□ あり（　　　　  　）□ なし　□不明

水分とろみ

口腔
嚥下機能 むせない 時々むせる 常にむせる 義歯 　□ なし　　□ あり(　部分　・　総　）

口腔清潔 良

７．身体・生活機能の状況／療養生活上の課題について

麻痺の状況 なし 軽度 中度 重度 褥瘡の有無

移動(屋外）移　　乗 自立 見守り 一部介助 全介助

A

D

L

移　　動

食　　事 自立 見守り 一部介助 全介助

全介助

入　　浴

自立 見守り 一部介助 全介助

整　　容 自立 見守り 一部介助

自立 見守り 一部介助更　　衣 自立 見守り 一部介助 全介助 起居動作

移動(室内)
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１．基本情報・現在の状態　等 記入日：　　　　　　　年　　　　月　　　　日

フリガナ 性別 年齢

氏名 　男　・ 女 　歳

入院原因疾患

(入所目的等）

入院・入所先

今後の医学管理 医療機関名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 方法

移動手段

排泄方法

入浴方法

食事形態

嚥下機能（むせ）

口腔清潔 　□良　　□不良　　□著しく不良

口腔ケア

睡　　眠 眠剤使用　　□なし　□あり

認知・精神

２．課題認識のための情報

医療処置の内容

回目 聞き取り日 会議出席

1 　　　年　　月　　日 無・有

2 　　　年　　月　　日 無・有

3 　　　年　　月　　日 無・有

※ 課題分析にあたっては、必要に応じて課題整理総括表の活用も考えられる。

　□普通 　□経管栄養　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　 ） UDF等の食形態区分

退院に際しての日常生活の阻

害要因（心身状況･環境

等）

情報提供を受けた職種（氏名）

□なし　　□あり

　□麻痺・筋緊張改善練習　□起居／立位等基本動作練習　□摂食・嚥下訓練　□言語訓練

在宅復帰のために整えなけれ

ばならない要件

禁忌事項
（禁忌の有無） （禁忌の内容／留意点）

□なし　　□あり

　□ADL練習（歩行／入浴／トイレ動作／移乗等）　□IADL練習（買い物、調理等）

　□トイレ　□ポータブル　□おむつ　　カテーテル・パウチ（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

入

院

（

所

）

概

要

・入院(所)日：H　　年　　月　　日　　　・退院(所)予定日：H　　年　　月　日

施設名　　　　　　                            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　棟　　　　　　　　　　　室

現在治療中の疾患 ➀　　　　　　　　　　➁　　　　　　　　　　③ 疾患の状況 安定（　　　　　　　）　不安定（　　　　　　　）

　□自立　□杖 　□歩行器 　□車いす　 □その他（　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　）

＊番号

記入

　□疼痛管理（痛みコントロール）　□更生装具・福祉用具等管理　□運動耐容能練習

　□地域活動支援　 □社会参加支援　　□就労支援　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

＜家族＞病気、障害、後

遺症等の受け止め方

　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□なし　　

看護の視点

□なし　

　□血圧　　□水分制限　　□食事制限　　□食形態　　□嚥下　　□ 口腔ケア　　□清潔ケア　

　□血糖コントロール　　□排泄　　□皮膚状態　　□睡眠   □認知機能・精神面   □服薬指導

　□療養上の指導（食事・水分・睡眠・清潔ケア・排泄 などにおける指導）　□ターミナル

リハビリの視点

□なし　

　□本人指導　□家族指導　□関節可動域練習（ｽﾄﾚｯﾁ含む）　□筋力増強練習　□バランス練習　

＜本人＞病気、障害、

後遺症等の受け止め方

退院・退所情報記録書

　□認知機能低下　□せん妄　□徘徊　□焦燥・不穏　□攻撃性　□その他（　　　　　　　　　　）

入院(所)中の使用：　□なし　□　あり　

　□自立　□一部介助　　□全介助　　

  □なし　　□あり（時々 ・ 常に　）
義歯

 □ なし　　□ あり(　部分　・　総　）

　□良好　　　□不良（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

①

疾

患

と

入

院

(

所

)

中

の

状

況

属

性
退院(所)時の要介護度  (□　要区分変更）

　　様 □要支援（　　）・ 要介護(　　)　　□申請中 　　□なし

　□自立　□シャワー浴　 □一般浴　　□機械浴　　　□行わず

　□通院　　□訪問診療

③

退

院

後

に

必

要

な

事

柄

➁

受

け

止

め

/

意

向

　□点滴　　□酸素療法　　□喀痰吸引　　□気管切開　□胃ろう　　□経鼻栄養　　□経腸栄養　　

　□褥瘡　　□尿道カテーテル　□尿路ストーマ　□消化管ストーマ　　　□痛みコントロール

　□排便コントロール　　□自己注射（　　　　　）　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

例）医療機関からの見立て・意見（今後の見通し、急変の可能性や今後、どんなことが起こりうるか（合併症）、良くなっていく又はゆっくり落ちていく方向なのか　等）

について、➀疾患と入院中の状況、➁本人・家族の受け止めや意向、③退院後に必要な事柄、④その他の観点から必要と思われる事項について記載する。

症状・病状の

予後・予測

＜家族＞退院後の生活

に関する意向

本人への病名告知　：□あり 　　□なし

＜本人＞退院後の生活

に関する意向

［参考資料２］ 
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［参考資料３］ 

個人情報保護について 

 

 平成１７年４月から、個人情報保護法が施行され、介護保険事業者も個人情報保護法に沿って事業運営をして

いかなければなりません。 

 厚生労働省が具体的な取扱いのガイダンスを示しています。 

 

 

 

 

 

ポイント 具体的な内容等 

① 利用目的の特定 ・個人情報を取り扱うに当たり、利用目的を特定する。 

・特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えてはいけない。 

② 適正な取得、利用目的の通知 ・偽りその他の不正の手段により個人情報を取得してはならない。 

・あらかじめ利用目的を公表しておくか、個人情報取得後、速やか

に利用目的を本人に通知又は公表する。 

 →公表方法（例：事業所内の掲示、インターネット掲載） 

  通知方法（例：契約の際に文書を交付するなど） 

③ 正確性の確保 ・個人データを正確かつ最新の内容に保つ。 

④ 安全管理・従業員等の監督 ・個人データの漏えい等の防止のための安全管理措置 

 →個人情報保護に関する規程の整備、情報システムの安全管理に

関する規程の整備、事故発生時の報告連絡体制の整備、入退館

管理の実施、機器の固定、個人データへのアクセス管理 

・従業者に対する適切な監督 

・個人データ取扱いを委託する場合は、委託先に対する監督 

⑤ 第三者への提供の制限 ・あらかじめ本人の同意を得ないで、他の事業者など第三者に個別

データを提供してはならない。 

⑥ 本人からの請求への対応 ・本人から保有個人データの開示を求められたときには、当該デー

タを開示しなくてはならない。 

・本人から保有個人データの訂正等を求められた場合に、それらの

求めが適正であると認められるときには、訂正等を行わなくては

ならない。 

⑦ 苦情の処理 ・苦情などの申出があった場合の適切かつ迅速な処理 

・苦情受付窓口の設置、苦情処理体制の策定等の体制整備 

※ 上記の厚生労働省ガイダンスに詳細が記載されていますので、ご確認ください。 

 

 

 

 

※ 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」 

    ⇒厚生労働省ホームページ 

     



町質疑応答集（令和 3年以降） 

 

【問１】計画原案に係る説明及び利用者の同意について、「文書により利用者の同意を得る

こと」で、署名は居宅サービス計画書第１表だけでよいか。もしくは、第１表～第３表ま

で必要なのか。 

【答】書式にもよりますが、総括した 1か所のみで差し支えないと考えます。その署名を得

る主旨を勘案のうえ、お取り扱いください。 

 

【問 2】居宅サービス計画作成後にも、「継続して指定福祉用具貸与を受ける必要がある場

合には、その理由を再び居宅サービス計画に記載しなければなりません」と記載していま

すが、指定特定福祉用具販売や住宅改修については、どのように扱うのか。継続して必要

性があっても、居宅サービス計画に記載し続ける必要はないか。 

【答】指定特定福祉用具販売や住宅改修の状況は、アセスメントシート等の更新によって情

報は網羅されるものと考えますが、基本的にはケアプラン作成の都度、記載の必要性は勘

案されるものと考えます。例として、居宅サービス計画書第２表にて、生活全般の解決す

べき課題（ニーズ）に対し、短期目標を定め、そのサービス（支援）内容を記す際に継続

して記載される場合や、一定の期間ごとに用具や改修箇所における利用状況の確認につい

て記録することなどが想定されます。 

 

【問 3】申請中の対応はどのようにすればよいのか。 

１．「居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者に暫定ケアプランを作成」、また、

「依頼のあった被保険者が明らかに要介護者であると思われるときには、居宅介護支

援事業者に作成を依頼するよう当該被保険者に居宅介護支援事業者を推薦すること

が考えられる」と記載しています。認定申請後までは、通常の流れと同等に書類作成

をするのか。 

２．暫定ケアプランは、居宅サービス事業所へ交付するのか。 

３．申請中に署名を得なければならない書類はあるのか。また、契約は、認定申請後で

よいのか。 

【答】 

 １．について、暫定ケアプランの作成を要する場合とは、認定結果が確定する前にサー

ビスを利用することと存じますが、その場合、運営基準に定められた一連の業務が必要

になります。 

 ２．について、前述のとおり、暫定ケアプランを作成する場合であっても一連の業務が

必要です。サービス提供に必要となるため、暫定ケアプラン・本ケアプランの写しは共

に交付を要します。 

３．について、上記と同様に、一連の業務が必要とされることから、重要事項の説明や

同意を得ること等は、少なくとも見込まれる介護区分に応じた事業者より事前に行われ

るものと想定しています。しかしながら、認定結果が非該当となるなど、見込みどおり
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にいかない場合もあるため、あらかじめ申請中のサービス利用であることについて理解

を得るなど、利用者とその家族等には十分説明を行い、その後の対応に繋げてください。

また、その経過が分かるよう記録に残してください。 

このことから、申請中の認定結果が要支援・要介護のいずれの区分に判定されるか判

断出来ない場合は、居宅介護支援事業所と地域包括支援センターが相互に連携のうえ暫

定プランの作成にあたる事を想定しています。暫定で見込んだ介護区分が認定結果と異

なる場合において、あらかじめ当該区分に応じた暫定プランが作成されていないことと

なりますと、居宅介護支援費が請求出来ず、サービス利用に係る費用は償還払いとなる

ことも考えられるため、その間の対応や事業所の選定など十分なご配慮をお願いします。 

  

【問 4】医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利

用者が退院して、医療保険の利用しかない場合でも請求することはできるのか。また、必

要な書類や記録方法、請求方法等はどのように対応するのか。 

【答】問の状況においても、利用実績がない場合の取扱いとして差し支えありません。 

【参考】介護保険最新情報 Vol.952「令和 3 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.3）

（令和 3年 3月 26 日）」 

（問 119）病院等から退院・退所する者等であって、医師が一般に認められている医学的

知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者について、当該利用者に対してモニ

タリング等の必要なケアマネジメントを行い、給付管理票の作成など、請求にあたって

必要な書類の整備を行っている場合の請求方法について具体的に示されたい。 

（答） 

・当初、ケアプランで予定されていたサービス事業所名、サービス種類名を記載し、給

付計画単位数を０単位とした給付管理票及び居宅介護支援介護給付費明細書を併せ

て提出することにより請求する。 

・ また、当該請求方法は新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員

基準等の臨時的な取扱いについて（第 11 報）（令和２年５月 25 日事務連絡）の問５

（臨時的取扱いという。以下同じ。）に基づいて請求する場合も同様の取扱いとする。 

・ なお、当該臨時的取扱いについては介護予防支援費も同様の取扱いとする。 

 

【問 5】通院時情報連携加算について「居宅サービス計画に記録した場合」と記載していま

すが、支援経過に記録すればよいのか。 

【答】お見込みのとおり、一連の記録については、第 5表の支援経過記録に記載することを

想定しています。なお、本加算は、利用者が病院又は診療所において医師の診察を受ける

ときに、介護支援専門員が同席することが要件となるため、訪問診療時や診察時以外に同

行する場合などには算定出来ません。また、一連の情報連携の結果として、ケアプランが

特に変更にならなかった場合も算定出来ます。 

 【参考】介護保険最新情報 Vol.952「令和 3 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.3）

（令和 3年 3月 26 日）」 



（問 118）通院時情報連携加算の「医師等と連携を行うこと」の連携の内容、必要性や方

法について、具体的に示されたい。 

（答） 

・通院時に係る情報連携を促す観点から、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定

に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）

及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の

留意事項について」（平成 12 年 3 月 1 日老企第 36 号）第 3 の「15 通院時情報連携

加算」において、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、

医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けることとしている。 

・なお、連携にあたっては、利用者に同席する旨や、同席が診療の遂行に支障がないか

どうかを事前に医療機関に確認しておくこと。 

 

【問 6】軽度者の福祉用具貸与の取り扱いについて、改めて確認したい。「運営の手引き」

から読み取ると、①認定調査表の写しを入手する。②①を指定福祉用具貸与事業者へ送付

する。③サービス担当者会議（以下、担当者会議）で必要性を判断する。④市町村に書面

等確実な方法で判断して頂く。 

 ※その他、類似の質問 

 イ介護保険証にある『認定審査会の意見及びサービスの種類の指定』に「福祉用具の利用

が望ましい」等と記載されている時の取り扱いも同様なのか。 

ロ更新時に１年延長を申請した時の取り扱いを教えて頂きたい。 

ハ医師の所見は必ず必要なのか。 

ニ④の扱いはどの時期に行うのか（初回利用時、更新毎） 

【答】 

③担当者会議で必要性を判断する。 

→厚生労働大臣が定める者に該当する基本調査の結果に該当する場合以外に、「車いすが

日常生活範囲において移動の支援が特に必要と認められる者」又は、「移動用リフトに

ついて生活環境において段差の解消が必要と認められる者」においては町への確認は不

要となります。 

④市町村に書面等確実な方法で判断して頂く。 

→町への確認とは、居宅サービス計画書（1）（2）、担当者会議の要点、医師の所見が分

かる書類（担当者会議の要点や支援経過記録、その他の確認したことがわかる書面を想

定しています。）の各写しをもってご相談頂くこととしています。 

※その他、類似の質問について 

イ町への確認は不要です。担当者会議にて必要性を確認してください。 

ロ担当者会議等により必要性が認められる限り、町への確認は不要です。 

ハ確認時には必ず必要です。なお、医師の所見の確認方法として、医師に対し、必ず書

面によって確認することを求めてはいません。 

ニ福祉用具の利用開始前に確認する必要があります。町への確認はその用具の必要性が



続く限り 1度で結構です。 

 

【問 7】「特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書」の取り扱いについて、紹介率最高

法人のサービスごとに占める割合８０％を超えたサービスについて、文書での交付と説明、

署名を得て対応しています。特定事業所集中減算に該当しない場合は、上記書類の手続き

は不要ですか。 

【答】質問の手続きは、特定事業所集中減算の対象有無の判定の結果、紹介率最高法人の占

める割合が８０％以下の場合には不要です。 

但し、居宅介護支援は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って行

われるものであり、居宅サービス計画は指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関す

る基準第１条の２の基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであって、居宅介

護支援について利用者の主体的な参加が重要とされることから求められている基準であ

る以上、サービスの選択がなされる際には留意すべきことであって、実際に利用者の希望

が確認されたことが分かるように記録として残されていることが望ましいです。 

なお、居宅介護支援の提供の開始に際し、内容及び手続の説明及び同意を得ることは、

特定事業所集中減算に関する要件（複数のサービス事業者等の紹介により、利用者による

選択が行われたこと）とは異なります。前述但し書き及び下記（参考）にあるように、そ

の主旨を汲んだ取り扱いをお願いいたします。 

そのうち、新たなサービスの選択をする機会には居宅サービス事業所の選択に関し、必

要に応じた説明とその確認がなされていることが分かるようにしていること、それ以外の

計画作成時や利用者によるサービス継続の意向確認のやりとりなどは支援経過記録など

に記載しておくことが想定されます。 

（参考） 

・指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第４条第２号 

指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居

宅サービス計画が第一条の二に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成され

るものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることが

できること等につき説明を行い、理解を得なければならない。 

・指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について（一部抜粋）（通知：

第２の３（１）） 

居宅サービス計画の作成にあたって利用者から介護支援専門員に対して複数の指定

居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計画原案に位置付けた指定

居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能であること等につき十分

説明を行わなければならない。なお、この内容を利用申込者又はその家族に説明を行う

に当たっては、理解が得られるよう、文書の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行

うとともに、それを理解したことについて必ず利用申込者から署名を得なければならな

い。（平成 30 年度介護報酬改定に関する Ｑ＆Ａ（Vol.１）問 131《参考》より） 



 

介 護 保 険 最 新 情 報 

 

 

 

 

Vol.９５９ 

令和３年３月３１日 

厚 生 労 働 省 老 健 局 

介護保険計画課、高齢者支援課、 

認知症施策・地域介護推進課、老人保健課 
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室） 
各 介 護 保 険 関 係 団 体  御 中 
← 厚生労働省 介護保険計画課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課 

今回の内容 

 

居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の 

取扱いについて 

計１３枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111(内線 3936) 

FAX : 03-3503-7894 
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老介発 0331 第 1 号 

老高発 0331 第 2 号 

老認発 0331 第 3 号 

老老発 0331 第 2 号 

令和３年３月３１日 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 

各市町村介護保険担当課（室）  御中 

各 介 護 保 険 関 係 団 体 

 

厚生労働省老健局介 護 保 険 計 画 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

高 齢 者 支 援 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

認知症施策・地域介護推進課長 

（ 公 印 省 略 ） 

老 人 保 健 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて 

 

 居宅介護支援に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについては、全国介護保険・

高齢者保健福祉担当課長会議（令和２年度）の資料においてお示ししたとおり、「居宅介

護支援における業務負担等に関する調査研究事業（令和２年度老人保健健康増進等事業）」

（（株）三菱総合研究所実施）において、現場の実践者を中心に委員会を設置し、居宅介

護支援における業務負担の軽減等を通じた環境整備を図る観点や、介護支援専門員を取り

巻く環境や業務の変化を前提に、質の担保を図りつつ、対応可能な具体的かつ実質的な業

務負担の軽減等の議論を行ってきたところですが、当該事業を踏まえ、今般、別添のとお

り「「介護保険制度に係る書類・事務手続の見直し」に関するご意見への対応について」

（平成22年７月30日老介発0730 第１号・老高発0730 第１号・老振発0730第１号・老

老発 0730 第１号）を一部改正し、標記通知を発出いたしますので、各都道府県におかれ

ましては、趣旨をご理解の上、管内市区町村、関係団体、関係機関に周知徹底を図るとと

もに、その運用に遺憾のないようお願いいたします。 

 なお、別添のうち、今般の改正以外の内容については、既にお示ししているところです

が、発出してから、長期間経過し、各項目に係る取扱いの周知が徹底されていないことや、 

居宅介護支援事業所と各保険者において、認識が一致しないなどの状況が生じている等の

ご意見がある旨承知しております。 



各項目に係る取扱いの可否については、介護支援専門員の判断を十分に踏まえ、各市町

村においては、その可否に係る判断にあたっては根拠を示し、双方が理解できる形で対応

がなされるよう、改めて特段のご配意をお願いいたします。 

そのため、日頃から、居宅介護支援事業所におかれましては、例えば、各地域の職能団

体等を通じて、今般の各項目に係る取扱いについて、各地域の実情を踏まえた基本的な考

え方等の整理や合意が図られるよう、意見交換会や協議の場等の開催を各市町村に提案し、

一方、各市町村におかれましては、これらの場を積極的に活用し、双方の認識共有、合意

形成の一層の充実に努められますよう併せてお願いいたします。 

また、平成 30 年４月から居宅介護支援事業所の指定権限を各都道府県から市町村に移

譲し、これまで全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議においてもお願いしてきたと

ころでありますが、各都道府県におかれましては、改めて市町村に対して必要な支援を実

施していただくよう、上記について、ご承知いただき、適切な支援や対応をお願いいたし

ます。 

なお、当該通知の「Ⅰ 居宅介護支援・介護予防支援・サービス担当者会議・介護支援

専門員関係」については、本通知の適用に伴い廃止します。 

また、当該事業に係る報告書については、事業完了次第、ご参考いただくために別途そ

の掲載先をお知らせいたしますので、あらかじめご了知いただきますようお願いいたしま

す。 

 

・（別添）居宅介護支援・介護予防支援・サービス担当者会議・介護支援専門員に係る項 

目及び項目に対する取扱い 

・（参考）「介護保険制度に係る書類・事務手続の見直し」に関するご意見への対応につ 

いて」（平成22年７月30日老介発0730第１号・老高発0730第１号・老振発0730第 

１号・老老発0730第１号）（別添）の一部改正後全文 



（別添）

居宅介護支援・介護予防支援・サービス担当者会議・介護支援専門員に係る項目及び項目に対する取扱い

（１）居宅介護サービス計画書（ケアプラン）の記
入例について

　居宅介護サービス計画書（ケアプラン）の記入例については、例えば、

・「居宅サービス計画書作成の手引」（発行（財）長寿社会開発センター）
・「居宅サービス計画ガイドライン」（発行（福）全国社会福祉協議会）

など、市販されている参考書籍が多数発刊されている。また、介護支援専門員実務研修なども地域において様々開催され、特にケアマネの資格取得に必修となっている「実務研修」には「居宅サービス計画等の
作成」、一定の実務をもとに専門知識の習得を目指す「専門研修」においても事例研究等の研修課程を設けているところであり、これらの活用を図られたい。

項目 項目に対する取扱い

１　居宅介護支援

（２）居宅サービス計画書の更新の時期の明確
化について

　居宅サービス計画書の更新（変更）については、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」（平成11年７月29日老企22厚生労働省老人保健福祉局企画課、以下「基準の解釈通知」
という。）の「第二　指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の「３　運営に関する基準」において、
　①モニタリングを行い、利用者の解決すべき課題の変化が認められる場合等に応じて居宅サービスを変更（⑫居宅サービス計画の実施状況等の把握及び評価等）
　②介護支援専門員は、利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合など本号に掲げる場合（※）には、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専
門的な見地からの意見を求めるものとする（⑭居宅サービス計画の変更の必要性についてのサービス担当者会議等よる専門的意見の聴取）
と規定しているところである。

したがって、指定居宅介護支援等の事業及び運営に関する基準（平成11年３月31日厚令38、以下「基準」という。）においても、モニタリングにより利用者の状態（解決すべき課題）に変化が認められる場合や、要
介護認定の更新時において、居宅サービス計画書の更新（変更）を求めているところであり、これを周知徹底したい。

※基準第13条14
　　介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。（中略）

　イ　要介護認定を受けている利用者が法第28条第２項に規定する要介護更新認定を受けた場合
　ロ　要介護認定を受けている利用者が法第29条第１項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

（３）緊急入院等におけるモニタリングの例外に
ついて

　基準の解釈通知の「第Ⅱ　指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準　３　運営に関する基準　（７）指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針　⑬モニタリングの実施」において、
「特段の事情のない限り、少なくとも１月に１回は利用者の居宅で面接を行い（以下略）」とされている。
　さらに、「特段の事情」とは、「利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができない場合は「特段の事情」に該当し、必ずしも訪問しなければ減算となるものではない。
　ただし、入院・入所期間中でもモニタリングをしていく必要性はあることから、その後の継続的なモニタリングは必要となるものであり、留意されたい。

（４）「家族旅行」などで、ショートステイを利用す
る際のサービス担当者会議とモニタリングの取
扱について（会議とモニタリングを同時に行うこ
とができるか否かについて）

　指定居宅支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成11年３月31日厚令38）の第13条に掲げるケアマネジメントの一連のプロセスについては、第１条に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務
を列挙しているものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めていくことが必要となる。
　しかしながら、より効果的・効率的な支援を実施することが可能な場合は、必ずしも同基準に掲げるプロセスの順序に固執するものではなく、例えば、困難事例への対応に関して、関係機関が集まって、それぞ
れの機関が把握している情報を共有し、まずは現状の評価を行うという場合について、サービス担当者会議とモニタリングを同時に行うことも考えられる。



２　介護予防支援

（１）地位包括支援センターの指定介護予防支
援業務の委託に関する事務手続きについて

　要支援者に係る地域包括支援センターの指定介護予防支援業務の委託の事務手続きについては、「介護予防支援事業所の実施に当たり重点化・効率化が可能な事項について」（平成19年７月23日老振発
0723001・老老発0723001、厚生労働省老健局振興・老人保健課長連名通知）の１（３）において、「介護予防サービス・支援計画書（中略）の作成契約は、、利用者及び地域包括支援センターとの間で締結するも
のであり、地域包括支援センターが介護予防サービス・支援計画書作成を指定居宅介護支援事業所（中略）に委託している場合であっても、利用者と委託先の指定居宅介護支援事業者との間で改めて契約を締
結する必要はない。」とされているところであり、利用者は地域包括支援センターと委託先の居宅介護支援事業者の両者と契約する必要はないので、ご留意されたい。
　ただし、利用者、地域包括支援センター、委託先の居宅介護支援事業所の三者の間の役割分担上の混乱を避ける観点から、一定の取り決めを行うことも想定される。

（２）介護予防支援業務における介護予防支援・
サービス評価表の記載内容について

　介護予防支援業務における介護予防支援・サービス評価表の記載内容については、保険者の自主的な判断により介護予防を推進していく観点から、保険者において個別に最良の様式を定めていることから、
個々の評価表において記載されている内容にある程度差が生じることは想定されるところである。
　なお、国においては、「介護予防支援業務に係る関係様式例の提示について」（平成18年３月31日老振発0331009号厚生労働省老健局振興課長通知）の「介護予防支援業務に係る関連様式例記載要領」の「４
介護予防サービス・支援評価表」において標準様式を示しているところであり、今後も活用されたい。



３　ケアプランの軽微な変更の内
容について（ケアプランの作成）

　「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について（平成11年７月29日老企22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）」（以下、「基準の解釈通知」という。）の「第Ⅱ　指摘居宅介護支援等
の事業の人員及び運営に関する基準」の「３　運営に関する基準」「（７）指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針」の「⑮居宅サービス計画の変更」において、居宅サービス計画を変更する際に
は、原則として、指定居宅介護支援等の事業及び運営に関する基準（平成11年３月31日厚令38、以下「基準」という。）の第13条第３号から第11号までに規定されたケアプラン作成にあたっての一連の業務を行う
ことを規定している。
　なお、「利用者の希望による軽微な変更（サービス提供日時の変更等）を行う場合には、この必要はないものとする。」としているところである。

サービス提供の曜日変更
　利用者の体調不良や家族の都合など臨時的、一時的なもので、単なる曜日、日付の変更のような場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
　なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第３号（継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用）から第11号（居宅サービス計画の交付）までの
一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。

サービス提供の回数変更
　同一事業所における週１回程度のサービス利用回数の増減のような場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
　なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第３号（継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用）から第11号（居宅サービス計画の交付）までの
一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。

利用者の住所変更
　利用者の住所変更については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
　なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第３号（継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用）から第11号（居宅サービス計画の交付）までの
一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。

事業所の名称変更
　単なる事業所の名称変更については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
　なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第３号（継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用）から第11号（居宅サービス計画の交付）までの
一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。

目標期間の延長

　単なる目標設定期間の延長を行う場合（ケアプラン上の目標設定（課題や期間）を変更する必要が無く、単に目標設定期間を延長する場合など）については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えら
れる。
　なお、これらはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第３号（継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用）から第11号（居宅サービス計画の交付）までの
一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。

福祉用具で同等の用具に変更するに際して単
位数のみが異なる場合

　福祉用具の同一種目における機能の変化を伴わない用具の変更については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
　なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第３号（継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用）から第11号（居宅サービス計画の交付）までの
一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。

目標もサービスも変わらない（利用者の状況以
外の原因による）単なる事業所変更

　目標もサービスも変わらない（利用者の状況以外の原因による）単なる事業所変更については、「軽微な変更」に配当する場合があるものと考えられる。
　なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第３号（継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用）から第11号（居宅サービス計画の交付）までの
一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。

目標を達成するためのサービス内容が変わる
だけの場合

　第一表の総合的な援助の方針や第二表の生活全般の解決すべき課題、目標サービス種別等が変わらない範囲で、目標を達するためのサービス内容が変わるだけの場合には、「軽微な変更」に該当する場合
があるものと考えられる。
　なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第３号（継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用）から第11号（居宅サービス計画の交付）までの
一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。

担当介護支援専門員の変更

　契約している居宅介護支援事業所における担当介護支援専門員の変更（但し、新しい担当者が利用者はじめ各サービス担当者と面識を有していること。）のような場合には、「軽微な変更」に該当する場合があ
るものと考えられる。
　なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第３号（継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用）から第11号（居宅サービス計画の交付）までの
一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。



４　ケアプランの軽微な変更の内
容について（サービス担当者会議）

　基準の解釈通知のとおり、「軽微な変更」に該当するものであれば、例えばサービス担当者会議の開催など、必ずしも実施しなければならないものではない。
　しかしながら、例えば、ケアマネジャーがサービス事業所へ周知したほうが良いと判断されるような場合などについて、サービス担当者会議を開催することを制限するものではなく、その開催にあたっては、基準
の解釈通知に定めているように、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めることが想定される。

サービス利用回数の増減によるサービス担当
者会議の必要性

　単なるサービス利用回数の増減（同一事業所における週１回程度のサービス利用回数の増減など）については、「軽微な変更」に該当する場合もあるものと考えられ、サービス担当者会議の開催など、必ずしも
実施しなければならないものではない。
　しかしながら、例えば、ケアマネジャーはサービス事業所へ周知した方が良いと判断されるような場合などについて、サービス担当者会議を開催することを制限するものではなく、その開催にあたっては、基準の
解釈通知に定めているように、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めることが想定される。

ケアプランの軽微な変更に関するサービス担当
者会議の全事業所招集の必要性

　ケアプランの「軽微な変更」に該当するものであれば、サービス担当者会議の開催など、必ずしも実施しなければならないものではない。
　ただし、サービス担当者会議を開催する必要がある場合には、必ずしもケアプランに関わるすべての事業所を招集する必要はなく、基準の解釈通知に定めているように、やむを得ない理由がある場合として照
会等により意見を求めることが想定される。

「利用者の状態に大きな変化が見られない」の
取扱い

　「利用者の状態に大きな変化が見られない」の取扱いについては、まずはモニタリングを踏まえ、サービス事業者間（担当者間）の合意が前提である。
その上で具体的には、「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」（平成11年11月12日老企第29号）の「課題分析標準項目（別添）」等のうち、例えば、

　・　「健康状態（既往歴、主傷病、病状、痛み等）」
　・　「ＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排泄等）」
　・　「ＩＡＬＤ（調理、掃除、買い物、金銭管理、服薬状況等）」
　・　「日常の意思決定を行うための認知能力の程度」
　・　「意思の伝達、視力、聴力等のコミュニケーション」
　・　「社会との関わり（社会的活動への参加意欲、社会との関わりの変化、喪失感や孤独感等）」
　・　「排尿・排便（失禁の状況、排尿排泄後の後始末、コントロール方法、頻度など）」
　・　「褥瘡・皮膚の問題（褥瘡の程度、皮膚の清潔状況等）」
　・　「口腔衛生（歯・口腔内の状態や口腔衛生）」
　・　「食事摂取（栄養、食事回数、水分量等）」
　・　「行動・心理症状（ＢＰＳＤ）（妄想、誤認、幻覚、抑うつ、不眠、不安、攻撃的行動、不穏、焦燥、性的脱抑制、収集癖、叫声、泣き叫ぶ、無気力等）」
等を総合的に勘案し、判断すべきものである。

５　暫定ケアプランについて 　

看取り期など限定的な局面時における暫定ケア
プラン作成時のプロセスの取扱いについて

　暫定ケアプランについて、利用者の状態等を踏まえ、本ケアプラン（原案）においても同様の内容が見込まれる場合（典型的には看取り期が想定されるが、これに限られない。）は、暫定ケアプラン作成の際に
行った「指定居宅支援等の事業の人員及び運営に関する基準」（平成11年３月31日厚令38）の第13条に掲げるケアマネジメントの一連のプロセスについて、必ずしも改めて同様のプロセスを踏む必要はない。



ケアプランの作成依頼（変更）届出書の様式の
取扱い（活用）について

　ケアプラン作成依頼（変更）届出書の標準様式については、「居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書の様式について」等の一部改正において、要介護認定等に係る調査内容等の提示について、依頼者の同
意欄を設けているが、当該欄に係る同様の内容が必要な場合について、各保険者において別の同様の文書・資料の提出や手続きの申請等を求めている場合は、当該欄の活用や当該標準様式の項目の追加等
の工夫を行うことで、二重の手間を求めることは避ける対応を図られたい。

６　その他 　



（参考）

（別添）

介護保険制度に係る書類・事務負担の見直しに関するアンケート（「早期に対応が可能なもの」に関する対応）

Ⅰ　介護報酬

Ⅱ　要介護認定

Ⅲ　住宅改修・福祉用具

（１）末期がん等により介護サービスの利用につ
いて急を要する方の要介護認定について

　事務連絡「末期がん等の方への要介護認定等における留意事項について」（平成22年４月30日　厚生労働省老人保健課）により、末期がん等の方の要介護認定については、暫定ケアプランの作成、迅速な要
介護認定の実施等の取組を徹底するよう周知したところ。

（２）自治体間における認定医順の統一化につ
いて

　全国一律の基準に基づき、客観的かつ公平・公正な要介護認定を実現するため、認定調査員や主治医等に対して研修会の開催、都道府県、指定都市における実施のための経済的支援、当該研修の充実を図
るための研修テキストの作成などを行っているところ。今後とも、認定調査員等の資質向上を図り、適切な要介護認定が行われるよう、研修の充実を図る。

（１）軽度者の福祉用具貸与の取扱いに係る手
続きについて

　軽度者への福祉用具貸与の例外給付については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援
に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成12年３月１日老企第36号）でお示ししているとおり、
　
　①　医師の医学的な所見に基づく判断
　②　サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメント
　③　書面等確実な方法による市町村の確認
により要否を判断することとし、このうち①については、主治医意見書により確認する方法でも差し支えないこととしている。
　この他、医学的な所見を確認する方法として、保険者が認める場合には、次の方法などが考えられるものである。

【例】
　・　医師の診断書
　・　介護支援専門員が、医師の所見を聴取の上、その内容を記載した居宅サービス計画
　・　その他、医師が医学的な所見に基づく判断を行ったことを示す書類

（１）介護給付費請求書等、介護報酬の請求に
係る書面の記入方法について

　介護給付費請求書等、介護報酬の請求に係る書面の記入方法については、「介護給付費請求書等の記載要領について」（平成13年11月16日老老発第31号）で示しており、また、返戻の理由については、原因
が特定できるよう返戻事由別にエラーコードが設けられており、国民健康保険団体連合会からの通知に記載されているところであるが、今後も内容が明快なものとなるように配慮してまいりたい。

（２）返戻事由別のエラーコードについて 　返戻事由別のエラーコードについては、請求誤りの理由を明確にするため、必要最低限のもののみを示すこととしているところであるが、今後もこの考え方に基づき、適切に運用してまいりたい。

項目 意見への対応



Ⅳ　指定・更新・変更

（４）指定居宅サービスの指定等事務に関する
勤務体制一覧俵について

　指定居宅サービスの指定等事務に関する様式等については、参考例事務連絡に於いて、厚生労働省から参考例を示し、各自治体において適宜追加・修正等の上、活用されているところであるが、同事務連絡
における参考様式１（従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表）の備考７において、「各事業所・施設において使用している勤務割表等（既に事業を実施しているときは直近月の実績）により、職種、勤務形態、
氏名及び当該業務の勤務時間が確認できる場合は、その書類をもって添付書類として差し支えありません。」としているところであり、各自治体においてはこうした取扱いの活用により事務負担の簡素化に努めら
れたい。

（５）居宅サービスの各事業所の運営規程につ
いて

　運営規程については、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年３月31日厚生省令第37号）」（以下「指定居宅サービス基準」という。）等によりサービスごとに定めておく事項
を示しているところであるが、例えば訪問介護については「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（平成11年９月17日老企第25号）」（以下「居宅基準解釈通知」という。）第三の
一の１（17）において「同一事業者が同一敷地内にある事業所において、複数のサービス種類について事業者指定を受け、それらの事業を一体的に行う場合においては、運営規程を一体的に作成することも差し
支えない」こととしており、例えば同一事業所において訪問介護と介護予防訪問介護の指定を併せて受け、かつ一体的な事業運営をしている場合、運営規程を一体的に作成してよい。

（１）指定更新時における申請書類について

　指定居宅サービス等の指定更新時における申請書類については、「介護保険法施行規則（平成11年３月31日厚生省令第36号）」第115条等によりサービスごとに示しているところであるが、指定券じゃ（都道府
県知事又は市区町村長）は、事業者（施設）が既に提出している事項の一部に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略することができることとされており、各指定権者に当
たっては、こうした取扱いの周知を図ることによる事業者の事務負担の簡素化に努められたい。
　なお、例えば、訪問介護に関する指定更新に当たって必要とされている書類についてまとめると、別表１のとおりである。

（２）新規指定の申請様式について
　指定居宅サービス等の指定申請に関する様式等については、「指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業所の指定等に関する規則（参考例）の送付
について（平成21年４月24日老健局振興課事務連絡）」（以下「参考例事務連絡」という。）において、厚生労働省から参考例を示しているところであり、各自治体において引き続き活用されたい。

（３）指定の変更の届出様式について 　指定居宅サービス等の変更の届出に関する様式等については、参考例事務連絡において、厚生労働省から参考例を示し、各自治体において適宜追加・修正等の上、引き続き活用されたい。

（２）住宅改修が必要な理由書の内容の重複に
ついて

　住宅改修が必要な理由証については、「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」（平成12年３月８日老企第42号）でお示ししているとおり、１ページに利用者の身体状況、介護状況等の
利用者が置かれている総合的状況を記載支、これを踏まえて、２ページに活動ごとに改善しようとしている生活動作とその動作を行う上で困難な状況等の個別詳細な状況や改修項目を記載するものであり、内容
の重複はないと考えている。
　なお、居宅サービス計画等の記載と重複する内容については、居宅サービス計画等の記載内容により確認することができる項目について、「別紙居宅サービス計画中○○欄参照」と記載する等により、理由書
への記載を省略して差し支えない。

（３）住宅改修が必要な理由書への記載の省略
について

　住宅改修が必要な理由書については、「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」（平成12年３月８日老企第42号）においてお示ししているとおり、利用者に対する居宅サービス計画が作
成されている場合は、当該居宅サービス計画の記載内容により確認することができる項目について、「別紙居宅サービス計画中○○欄参照」と記載する等により、理由書への記載を省略して差し支えない。

（４）住宅改修に関する申請書の「改修の箇所及
び規模」の確認方法について

　「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について（平成12年３月８日老企第42号）」でお示ししているとおり、当該記載箇所については、同時に提出する「当該申請に係る住宅改修の予定の状態
が確認できる」においてこれらの内容が明らかにされている場合には、「別紙○○参照」と記載する等により、申請書には工事種別のみを記載することとして差し支えない。



Ⅴ　その他

（５）介護職員処遇改善交付金の申請手続の簡
素化について

　介護職員処遇改善交付金の申請手続については、「介護職員処遇改善交付金事業実施要領」において示しているところであるが、平成22年３月30日付けで一部改正を行い、都道府県の判断で、交付金を受け
ようとする事業者が前年度の対象事業者の承認を受けている場合において、キャリアパス要件等届出書や計画書添付書類の内容に変更がないときは、その提出を省略させることができることとしたところであ
る。

（６）介護職員処遇改善交付金に関する様式等
の統一について

　「介護職員処遇改善交付金申請の際の添付資料の簡素化について（お願い）（平成21年11月13日老健局介護費県計画課事務連絡）」において、全国の都道府県に対し、添付書類を必要最小限に限るよう要請
し、手続きの簡素化を図ったところであり、引き続き適切な運用が図られるよう配慮してまいりたい。

（７）介護職員処遇改善交付金に関する説明会
の開催について

　これまで、例えば「全国介護費県単横課長会議」(H21.５.28)等の機会において、本交付金の説明会を行ってきたところであり、各都道府県においてもそれぞれ説明会等が行われている。なお、本交付金の概要
については、厚生労働省のホームページにおいても掲載しているところであり、参照いただきたい。

（２）特定高齢者施策の簡素化等について
　介護予防事業については、例えば、対象者の選定方法を健診に代えて高齢者のニーズを把握するための調査を活用する方法に見直す、事業内容をより高齢者のニーズに合ったものに見直すなど、事業の効
率化、充実を図ることとする。
　【近日中に通知発出予定】

（３）通所介護の個別機能訓練加算における「個
別機能訓練計画」及び介護予防通所介護の運
動器機能向上加算における「運動器機能向上
計画」について

　『「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴
う実施上の留意事項について」等の一部改正について（平成20年７月29日厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長連名通知）』において、通所介護における個別機能訓練計画等については通所介
護計画等との一体的作成を認めることとしたところであり、各自治体におかれてはこれを徹底されたい。

　【参考】平成20年実施の事務負担軽減（個別機能訓練加算・運動器機能向上加算関係）（別表２）

（４）通所介護の個別機能訓練加算における「個
別機能訓練計画」及び介護予防通所介護の運
動器機能向上加算における「運動器機能向上
計画」について

　利用者ごとに補完され、常時事業所の個別機能訓練の従事者により閲覧可能とするように求めている「個別機能訓練に関する実施記録（実施時間・訓練内容・担当者等）」については、栄養改善加算、口腔機
能向上加算、運動器機能向上加算における定期的な記録に関する取扱いと同様に、指定居宅サービス基準第105条において重用する第19条に規定するサービスの提供の記録に所要の事項を記録している場
合は、改めて記録する必要は無く、また、あらかじめ策定された個別機能訓練計画に基づき実施記録チェック表などを策定し、当該表にチェックをしていく方法等によることも可能である。

（１）介護予防事業特定高齢者施策のケアプラ
ン作成について

　介護予防事業におけるケアプランについては、特に必要な場合等を除き、原則、地域包括支援センターによる作成を不要にするなど、事業の効率化を図ることとする。
　【近日中に通知発出予定】



（14）認知症対応型通所介護の利用者について
　認知症対応型通所介護の利用者については、医師の診断書等の各いす的な取り扱いで確認を求めるものではないが、サービス担当者会議や、介護支援専門員のアセスメント等において、当該利用者にとって
の認知症対応型通所介護サービスの必要性及び利用目的を十分に検討・確認されたい。

（11）通所介護計画のの作成担当者について

　通所介護計画については、指定居宅サービス基準第99条第１項により管理者が作成しなければならない取扱いとしているところであるが、実際の作成については居宅基準解釈通知第三の六の３(３)において、

①　通所介護計画については、介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある者や、介護の提供について豊富な知識及び経験を有する者に取りまとめを行わせるものとし、とあり、実質的な作成を生活相談
員が行うことは差し支えない。
②　通所介護計画はサービスの提供にかかわる従業員が共同して個々の利用者ごとに作成するものである。

としている。
　したがって、最終的に通所介護計画が管理者の責任において作成されることは必要であるが、実際の作業業務は、生活相談員・介護職員・看護職員・機能訓練指導員が共同して行ってさしつかえないことから、
各事業所の実業に応じて適切な業務分担をしていただきたい。

（12）訪問介護における院内会場の取扱いにつ
いて

　訪問介護における院内介助の取扱については、「『通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合』の適用関係について」（平成15年５月８日老振発第0508001号、老老発第0508001号）において、「基
本的には院内のスタッフ弐より対応されるべきものであるが、場合により算定対象となる」とされているところである。
　なお、「訪問介護における院内介助の取扱いについて」（平成22年４月28日事務連絡）において、改めて、示しているところであり、今後とも周知徹底を図りたい。

（13）特定施設入居者生活介護における一時介
護室の取扱について

　特定施設入居者生活介護における一時介護室の取扱については、運営基準等に係るQ&A（平成13年３月28日事務連絡）で示しているところであるが、今後も事務連絡のとおり、全ての居室が介護居室である
場合は一時介護室は設けないこととして差し支えないと考える。なお、運営基準に係るQ&Aの取扱いに関する事例を示すと、以下の通りである。

【具体例】
・全室介護居室であって、２人居室がある場合

（８）介護職員処遇改善交付金のキャリアパス
要件について

　長期的に介護職員の確保・定着の推進を図るためには、能力、資格、経験等に応じた処遇がなされることが重要との指摘を受けているところであり、厚生労働省としては、介護職員処遇改善交付金事業を介護
の現場にキャリアパスの仕組みを導入・普及促進する一つの契機と捉え、「平成21年度介護職員処遇改善等臨時特例交付金の運営について（平成22年３月30日付厚生労働省老健局長通知）」により「介護職員
処遇改善交付金事業実施要領」の一部改正を行い、キャリアパス要件等の追加を行ったところ。
　キャリアパス要件の内容及び様式・添付書類については、可能な限り簡素なものとするとともに、キャリアパスを賃金に反映しがたい場合は、資質向上のための取組を行うことで可とするなど小規模な事業所に
も配慮したものとしたほか、適用時期については平成22年10月とし、都道府県における介護サービス事業者に対する周知期間及び介護サービス事業者の準備期間を十分に確保する等の措置を行っているところ
である。

（９）介護職員処遇改善交付金のキャリアパスモ
デルについて

　厚生労働省ホームページにおいて、介護の関係団体作成のキャリアパスモデルをとりまとめ、掲載しているので、ご参照願いたい。

（10）介護職員処遇改善交付金のキャリアパス
要件等届出書を法人谷で届け出る場合の取扱
いについて

　キャリアパス要件等届出書については、介護職員処遇改善計画書と同一の単位（法人ごと等）で作成して差し支えない。
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（17）生活援助の取扱いについて
　訪問介護の生活援助について、個々の利用者の状況に応じて判断するものであり、同居家族がいることをもって一律機械的に拒否するべきものではなく、今後も周知徹底を図りたい。
（平成21年12月に、自治体に対して取扱を再周知したところ）

（15）高額医療合算介護サービス費の支給に係
る事務手続の簡素化について

　高額医療・高額介護合算制度における申請手続きについては、介護保険法施行規則及び医療保険各法の施行規則において、介護保険担当課及び医療保険担当課の両窓口に申請する旨規定されているが、
国民健康保険制度又は後期高齢者医療制度の加入者については、市町村の判断により手続きを省略することができ、申請を国民健康保険担当課又は後期高齢者医療担当課のみに行えばよいうという取扱い
を可能としている。

（16）日用品等の取扱いについて

　介護報酬の算定における日常生活費の解釈については、通知、Q&A等において統一的な解釈を示しているところであり、今後とも周知徹底を図りたい。

【「日常生活費」の具体例】
・利用者の希望によって、身の回りの品として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用
・利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用　等



【別表 1】指定時及び更新時における必要書類（訪問介護の場合） 

事項 更新時 

事業所の名称・所在地 

要 申請者の名称・主たる事務所の所在地・代表者の氏名、生年月日、

住所、職名 

事業の開始予定年月日 不要 

定款、寄付行為。登記事項証明書等 

既に指定権者に提出してい

る事項に変更がないときは

省略可能（※） 

平面図 

管理者、サービス提供責任者の氏名、生年月日、住所、経歴 

運営規定 

利用者からの苦情を処理するために講ずる処置の概要 

従業者の勤務の体制・勤務形態 

資産の状況 

居宅介護サービス費の請求に関する事項 

要 

（欠格事由に該当しないことに関する）誓約書 

役員の氏名、生年月日、住所 

その他の指定権者が必要と認める事項 

現に受けている指定の有効期間満了日 

※ 居宅サービスと一体的に介護予防サービスを運用する場合も同様の取扱いが可能 

 

 

 

【別表２】(参考)平成 20年実施の事務担軽減（個別機能訓練加算・運動機能向上加算関係） 

関係する加算 改正の概要（平成 20 年８月１日施行） 

個別機能訓練加算 

（通所介護） 

〇 個別機能訓練計画に相当する内容を通所介護計画に記載する場合 

は、その記載をもって代替することができる。 

運動器機能向上加算 

（介護予防通所介護） 

〇 運動器機能向上計画に相当する内容を介護予防通所介護計画に記 

 載する場合は、その記載をもって代替することができる。 

〇 運営基準において作成が義務付けられている「サービスの提供の記 

録において」運動器機能向上加算の要件となっている「運動器の機能 

の定期的な記録」に相当する内容を記録する場合は、その記録をもっ 

て代替えすることができる。 
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寒川町ケアマネジメント基本方針 

 

令和６年４月１日 

寒川町健康福祉部高齢介護課 

 

 寒川町は、高齢者の自立支援、重度化防止等に資することを目的としてケアマネジメントが行

われるよう、保険者としての基本方針を定めます。 

 

はじめに、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成２

９年法律第５２号）の施行により、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」といいま

す。）が改正され、自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進が義務付けら

れました。 

そこで、本町における居宅介護支援事業に関する基本方針に加え、高齢者の自立支援、重度化

防止等に資することを目的としてケアマネジメントが行われるよう、保険者としての基本方針を

定め、それを示すこととします。 

 

介護保険法 第一条（目的） 

 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、

排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等につい

て、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ

う、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に

基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健

医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。 

 

１． 居宅介護支援事業に関する基本方針 

 

寒川町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例 

(基本方針) 

第 4条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な

限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮

して行われるものでなければならない。 

 

2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、利用者の

選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ

効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。 

 

3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格

を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類

又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏ることのないよう、公正中立にこれを行わな

ければならない。 

 

4 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の事業の運営に当たっては、町、法第 115 条

の 46 第 1 項に規定する地域包括支援センター、老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 20 条

の 7の 2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援

事業者、介護保険施設等との連携に努めなければならない。 



２． 寒川町高齢者保健福祉計画の基本理念 

 

第９次計画では、前計画を継承し「地域を支える つながる力 さむかわ」を基本理念とし、

地域住民同士の支え合いを重視した地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた施策および事業

を積極的に展開していくことで、地域共生社会の実現を目指しています。 

 

３． 自立支援・重度化防止について 

 

加齢に伴い、地域での生活を維持していくことが難しくなるのは当然のことです。このような

高齢者が何らかの援助を受けながらも、尊厳を保持して、その人らしい生活を主体的に継続して

いくことが自立だと言えます。自立とは身体的自立のみではなく、心理的、経済的、社会関係的

等の複合的な概念です。 

このような自立に向けて支援するためのケアプランにおいては、高齢者本人の自己決定を尊重

することが最も重要になります。そのため、「本人はどのような生活を望んでいるのか」といった

意向をふまえて、「それを阻害している個人要因や環境要因は何なのか」といった包括的アセスメ

ントに基づき、本人の意思を確認しながら、ケアプランを作成します。 

そして、自立は一度で為し得ることではなく、環境との継続的な交互作用を通して可能になり

ます。そのため、将来を見越してケアプランを作成するとともに、高齢者の自立を可能にする家

族や地域にしていくための働きかけについても検討する必要があります。 

このように、ケアプランは単なる計画ではなく、ケアマネジメントすべてのプロセスを見える

化したものであり、ケアプランに係る議論をする際にはそのことを認識する必要があります。つ

まり、高齢者一人ひとりの生活を支える検討をすることになると言えます。 

 

※平成３０年１０月９日 厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.６８５「多職種による自立に向け

たケアプランに係る議論の手引き」一部引用 

 

４． 包括的・継続的ケアマネジメント 

 

 寒川町では、地域包括支援センターの主任介護支援専門員を中心に、地域の高齢者が住み慣れ

た地域で暮らすことができるよう、主治医、介護支援専門員との多職種協働と、地域の関係機関

との連携により、包括的・継続的なケア体制の構築を図っています。 

 また、支援困難ケースへの助言や介護支援専門員のネットワークづくりのコーディネート等を

通じて、介護支援専門員の支援を行っていきます。 

 

５． 虐待防止と身体拘束の廃止に向けた取り組み 

 

 寒川町では、在宅及び特別養護老人ホーム等の介護保険施設、認知症高齢者グループホーム等

の居住系サービスを提供する事業所において、高齢者に対する虐待行為や身体拘束等、高齢者の

権利と生活の質が脅かされるようなことがないよう、関係機関との連携強化、相談体制の充実を

図り、高齢者の尊厳を保持・支援する取り組みを推進します。 

 

６． 基本方針の普及、見直しについて 

 

 現在定める基本方針は、居宅介護支援事業所をはじめ広く関係者等に普及し、また、そのケア

マネジメントに携わる関係各位と定期的な意見交換を行うこと等により、自立支援、重度化防止

のための見直しを続けていきます。 


